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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-介護分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・厚生労働省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年５月１０日一部改正 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和２年４月１日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する

行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の

運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に

関する方針を定めなければならないとされ、介護分野についても「介護分野

における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０年１

２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「介護分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省。以下「分野

別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、介護分野についても、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第

２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援

計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の

分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基
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準（平成３１年厚生労働省告示第６６号。以下「告示」という。）において、

介護分野固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１項

から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属する同

令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分

野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであ

ること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）１号特定技能外国人が従事する業務 

身体介護等（利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等）のほ

か、これに付随する支援業務（レクリエーションの実施、機能訓練の補助等）と

し、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．１号特定技能外国人が従事する業務 

介護分野において受け入れる１号特定技能外国人が従事する業務は、上記第１の

試験合格等により確認された技能を要する身体介護等（利用者の心身の状況に応じ

た入浴、食事、排せつの介助等）の業務をいう。 

あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務（例：

お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等）に付随的に従事することは差し支えな

い。 

また、１号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一
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般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において

「介護」の実務経験として認められる施設とする。 

 

○ 介護分野において受け入れる１号特定技能外国人は、特定技能基準省令第

１条第１項に定めるとおり、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能

を要する業務に従事することが求められるところ、本要領別表に記載された

試験の合格、又は、介護福祉士養成施設修了により確認された技能を要する

本要領別表に記載された身体介護等の業務に主として従事しなければなりま

せん。 

○ なお、身体介護等の業務とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、

排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等をいいます。 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、お知らせ等の掲示物の

管理、物品の補充や管理が想定されます（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

 

【確認対象の書類】 

○ 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１－

１号） 

○ 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分野参考様式第１－２号） 

【留意事項】 

○ 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分野参考様式第１－２号）に

は、指定通知書等（介護保険法等に基づく事業所の指定や、医療法に基づく病院等

の開設許可を証する書面）を参照して施設種別コード表（別紙）に記載の施設・事業

のいずれに該当するかを記載していただく必要があります。 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

介護分野において特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試

験等に合格等した者又は介護分野の第２号技能実習を修了した者とする。 

（１）技能水準（試験区分） 

ア 「介護技能評価試験」 

イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの 

（２）日本語能力水準 

ア 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」に加

え、「介護日本語評価試験」 

イ そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

１．技能水準及び評価方法等（特定技能１号） 

（２）「介護福祉士養成施設修了」（運用方針３（１）イ関係） 
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（技能水準） 

介護福祉士養成課程は、介護福祉の専門職として、介護職のグループの中で中核

的な役割を果たし、介護ニーズの多様化等に対応できる介護福祉士の養成を図るも

のであり、介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技

能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められ

ることから、運用方針３（１）アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するも

のと評価する。 

（３）「ＥＰＡ介護福祉士候補者としての在留期間満了（４年間）」（運用方針３（１）

イ関係） 

  （技能水準）                         

ＥＰＡ介護福祉士候補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関

する指針（厚生労働省告示）に基づき、介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体

制が整備されている等の要件を満たした介護施設等において、研修を統括する研修

責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修

支援者が配置された上で、介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修

を実施するための介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求め

られるものであり、当該施設において４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者とし

て就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用

いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められること

から、運用方針３（１）アに掲げる試験の合格と同等以上の水準を有するものと評

価する。 

２．日本語能力水準及び評価方法等（特定技能１号） 

（４）「介護福祉士養成施設修了」（運用方針３（２）イ関係） 

（日本語能力水準） 

介護福祉士養成施設については、留学に当たり、日本語教育機関で６か月以上の

日本語の教育を受けたこと等が求められることに加え、入学後の２年以上の養成課

程において 450 時間の介護実習のカリキュラムの修了が求められること等から、

当該介護福祉士養成施設を修了した者は、運用方針３（２）アに掲げる試験の合格

と同等以上の水準を有するものとし、上記（１）又は（２）及び（３）の試験

（※）を免除する。 

（※）「国際交流基金日本語基礎テスト」、「日本語能力試験（N4 以上）」及び「介護日

本語評価試験」 

（５）「ＥＰＡ介護福祉士候補者としての在留期間満了（４年間）」（運用方針３（２）

イ関係） 

  （日本語能力水準）                         

ＥＰＡ介護福祉士候補者は入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えているこ

と及び訪日後日本語研修等の修了が求められること等に加え、ＥＰＡ介護福祉士候
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○ １号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。 

○ また、介護職種・介護作業の技能実習２号を良好に修了した者については

上記の試験等が免除されます。 

○ 介護職種・介護作業以外の技能実習２号を良好に修了した者については、

国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの

試験も免除されますが、介護日本語評価試験は免除されないことに留意願い

ます。 

○ なお、介護分野においては、熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉

士資格を有する者として、在留資格「介護」での在留が可能であるため、特

定技能２号での受入れは行いません。 

 

補者としての研修は、厚生労働省の定める受入れの実施に関する指針（厚生労働省

告示）に基づき、介護福祉士養成施設と同等の体制が整備されている等の要件を満

たした介護施設等において、研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技

術に関する学習や日本語学習の支援等を行う研修支援者が配置された上で、日本語

で実施される介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な内容の研修を実施するた

めの介護研修計画が作成され、これに基づき受け入れること等が求められるもので

あり、当該施設において４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者として就労・研修

に適切に従事した者は、運用方針３（２）アに掲げる試験の合格と同等以上の水準

を有するものと認められることから、上記（１）又は（２）及び（３）の試験を免

除する。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「介護職種・介護作業」の第２号技能実習を良好に修了した者については、当該

技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、

介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護

を自ら一定程度実践できるレベルとされる点で、技能の根幹となる部分に関連性が

認められることから、介護業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力

となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、加えて、介護現場

で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力も有すると評価し、

上記第１の１の試験等及び上記第１の２（３）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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【確認対象の書類】 

＜試験合格者の場合＞ 

○ 介護技能評価試験の合格証明書の写し 

○ 介護日本語評価試験の合格証明書の写し 

○ 次のいずれか 

・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

・日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

＜試験合格と同等以上の水準と認められるものの場合＞ 

○ 介護福祉士養成施設修了の場合 

・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し 

○ ＥＰＡ介護福祉士候補者としての在留期間満了（４年間）の場合 

 ・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し 

＜介護職種・介護作業の技能実習２号修了者の場合＞ 

○ 技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

・介護技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

○ 技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

・技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）技能水準

に関するもの」を御参照ください。【留意事項】 

○ ４年間にわたりＥＰＡ介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したとし

て技能試験の合格等の免除の対象となる場合には、ＥＰＡ介護福祉士候補者として

の就労・研修を３年 10 か月以上修了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知

書を提出し、合格基準点の５割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得

点があることについての確認が必要です。 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の介護技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の提出が必要です。 

○ 介護技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格していない場合には、技能試

験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状

況を評価した文書の提出が必要です。 

 

  



運用要領別冊 

9 

 

第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２（略） 

告示第２条 

介護分野における特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令（平成３１年法務省令第５号）第２条第１項第１３号に規定する告示で定める

基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該

当することとする。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲

げる活動を行おうとする外国人（以下この条において「１号特定技能外国人」とい

う。）を受け入れる事業所が、介護等の業務（利用者の居宅においてサービスを提供

する業務を除く。）を行うものであること。 

二 １号特定技能外国人を受け入れる事業所において、１号特定技能外国人の数が、

当該事業所の日本人等（出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の介護の在留

資格、５の表の特定活動の在留資格（経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福

祉士法（昭和６２年法律第３０号）第２条第２項に規定する介護福祉士として従事

する活動を指定されたものに限る。）又は別表第２の上欄の在留資格をもって在留

する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理

に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定める特別永住者を含む。）の常勤の介

護職員の総数を超えないこと。 

三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協

議会（以下この条において「協議会」という。）の構成員であること。 

四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、

指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、介護分野に特有

の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をもっ
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て定めたものです。 

〇 介護分野の１号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試

験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事

させることができる事業所でなければなりません。また、訪問介護などの訪

問系サービスについては、利用者、１号特定技能外国人双方の人権擁護、適

切な在留管理の観点から、１号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。 

〇 １号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職

員の総数を超えないこととされています。日本人「等」については、告示に

あるとおり、次に掲げる外国人材が含まれます。 

① 介護福祉士国家試験に合格したＥＰＡ介護福祉士 

② 在留資格「介護」により在留する者 

③ 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留

する者 

○ このため、日本人「等」の中には、技能実習生、ＥＰＡ介護福祉士候補者、

留学生は含まれません。 

○ 介護分野の 1 号特定技能外国人を受け入れる場合には、当該 1 号特定技能

外国人に係る在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置する介護分野における

特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は、協議会に対し、

必要な協力を行うなどしなければなりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わないなどした場合には、基準を満

たさないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ なお、介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会について

の問合せ先は次のとおりです。 

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 

Ｅ-ｍａｉｌ： kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp 

 

【確認対象の書類】 

○ 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１－

１号） 

○ 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分野参考様式第１－２号） 

○ 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの

証明書 

【留意事項】 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、

初めて１号特定技能外国人を受け入れる場合であっても、介護分野における特定技

能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前において、 

mailto:kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp
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・ 特定技能所属機関が、初めて 1 号特定技能外国人を受け入れる場合には、地方

出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該 1 号特定技能外国人の入国後

４か月以内に介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員

となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１－１号）については、出入国在留管理庁

ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる１号特定技能外国人に係る在留

諸申請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び

介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓

約書を提出して受け入れた１号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際

には、介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員である

ことの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請

は不許可となることに留意してください。 

○ 1 号特定技能外国人の受入れ後に当該 1 号特定技能外国人が業務に従事する事業

所に変更がある場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たって

は、次の書類を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運

用要領」の「第７章第１節第１」を御参照ください。 

・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書（分野参考様式第１－２号） 
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第４ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第１条 

介護分野における出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省

令（平成２年法務省令第１６号）の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

１号に掲げる活動の項の下欄第６号に規定する告示で定める基準は、申請人（同令本

則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。）に係る特定技能雇用契約（出

入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。）第２条の５第１項に規定する

特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。）において、当該申請人を労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８

号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとす

る。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、介護分野に特有の事情

に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号に基づき告示をもって定めた

ものです。 

○ １号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣

によるものであってはならないとするもので、１号特定技能外国人を派遣す

ることも派遣された者を受け入れることもできません。 

○ １号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、

入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使

等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った

ものとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなり

ます。 

【確認対象の書類】 



運用要領別冊 

13 

 

○ 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１－

１号） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

国際交流基金
日本語基礎テスト

日本語能力試験
（Ｎ４以上）

介護福祉士養成施設修了 免除 免除

別表（介護）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除
されます。

【特定技能１号】
身体介護等（利用者の心身の状況に応
じた入浴、食事、排せつの介助等）のほ
か、これに付随する支援業務（レクリエー
ションの実施、機能訓練の補助等）
※利用者の居宅で行われるものは対象
外

介護技能評価試験 介護日本語評価試験

介護 介護

1



分野参考様式第１－１号 

 

介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

介護分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の

表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する

外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、身体介護（利用者の心身の状況に応じた入浴、食

事、排せつの介助等）及びこれに付随する支援業務（レクリエーションの実施、機能訓練の補助等）

であり、利用者の居宅においてサービスを提供する業務を含まないこと。 

２．特定技能雇用契約において１号特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象

とするものではないことを定めること。 

３．１号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務（利用者の居宅においてサービスを提

供する業務を除く。）を行うものであること。 

４．１号特定技能外国人を受け入れる事業所において、１号特定技能外国人の数が、当該事業所の日

本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。 

５．厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議

会」という。）の構成員であること。 

６．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

７．介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収

集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。  

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

作成年月日          年  月  日 

 

作成責任者                



分野参考様式第１－２号 
 

介護分野における業務を行わせる事業所の概要書 

 

１ 事業所の概要 

（ふりがな） 

①事業所の名称 

 

 

 

②施設・事業の類型 種別コード：     （施設種別コード表（別紙）より選択） 

③指定等を受けた行政庁  

④現在受け入れている１号特定

技能外国人の数 

 
人 

⑤日本人等の常勤の介護職員の

数 

計         人 

日本人 
介護福祉士国家
試験に合格した
EPA 介護福祉士 

在留資格「介護」
により在留する者 

永住者や日本人の
配偶者など、身
分・地位に基づく
在留資格により在
留する者 

     人       人        人        人 

（注意） 
１ ①から⑤までは、特定技能外国人が実際に業務に従事する事業所（施設・事業）について記載すること。 
２ ②は指定通知書等（介護保険法等に基づく事業所の指定や、医療法に基づく病院等の開設許可を証する書
面）を参照して記載すること。 

３ ③は、②に記載した種別コードに対応する施設・事業の指定等を受けた行政庁を記載すること。 
 

２ その他特記事項 

 

 
上記の記載内容は、事実と相違ありません。 

     年    月    日 

 

作成責任者              



 

 
施設種別コード表 

 

施設・事業 コード 

児童福祉法関係の施設・事業 

指定発達支援医療機関 １ 

児童発達支援 ２ 

放課後等デイサービス ３ 

障害児入所施設 ４ 

児童発達支援センター ５ 

保育所等訪問支援 ６ 

障害者総合支援法関係の施設・事業 

短期入所 ７ 

障害者支援施設（施設入所支援） ８ 

療養介護 ９ 

生活介護 10 

グループホーム（共同生活援助）（外部サービス利用型を除く） 11 

自立訓練 12 

就労移行支援 13 

就労継続支援 14 

福祉ホーム 15 

日中一時支援 16 

地域活動支援センター 17 

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 

第 1号通所事業 18 

通所介護（老人デイサービスセンターを含む） 19 

地域密着型通所介護（指定療養通所介護を含む） 20 

認知症対応型通所介護 21 

介護予防認知症対応型通所介護 22 

老人短期入所施設 23 

短期入所生活介護 24 

介護予防短期入所生活介護 25 
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-ビルクリーニング分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・厚生労働省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る

制度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所

管する行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制

度上の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上

の運用に関する方針を定めなければならないとされ、ビルクリーニング分野

についても「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度

の運用に関する方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定。以下「分野別運

用方針」という。）及び「「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資

格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」（平成３０年１２月２

５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省。以下「分野別運用要領」という。）

が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第

２号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となって

いるところ、ビルクリーニング分野についても、出入国管理及び難民認定法

第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特

定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニ
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ング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所

管する関係行政機関の長が定める基準（平成３１年厚生労働省告示第６７号。

以下「告示」という。）において、ビルクリーニング分野固有の基準が定め

られています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運

用を図ることを目的としています。 
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１

項から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて

行う特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不

足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。

同号において同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特

定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した

技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号） その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属する同

令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分

野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであ

ること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

   特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

 ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

建築物内部の清掃 

 イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

   建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業

務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 
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分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

  ビルクリーニング分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以

下のとおりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常

従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験及び運用方針５（１）アに定める業務に従

い、上記第１の１（１）の試験合格により確認された技能を要するものであっ

て、多数の利用者が利用する建築物（住宅を除く。）の内部を対象に、衛生的環境

の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建

材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行

い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をい

う。 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験及び運用方針５（１）イに定める業務に従

い、上記第１の１（２）のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技

能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物（住宅を除く。）の内部

を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的と

して、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選

択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを

維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほ

か、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務をいう。 

 

【主たる業務】 

○ ビルクリーニング分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特

定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２

号特定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する

ことが求められるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認さ

れた技能を要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければな

りません。 

     

【関連業務】 

○ また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付

随的に従事することは差し支えありません（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 
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【その他業務関係】 

○ 当該特定技能外国人が従事できる業務の内容は、厚生労働大臣が設置する

ビルクリーニング分野特定技能協議会（以下「協議会」という。）において定

めています。詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html） 

 

【確認対象の書類】 

○ １号特定技能外国人に従事させる業務が建築物内部の清掃である旨の誓約書（「ビ

ルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様

式第２－１号）」誓約事項１） 

○ ２号特定技能外国人に従事させる業務が建設物内部の清掃に、複数の作業員を指

導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマ

ネジメント業務である旨の誓約書（「ビルクリーニング分野における特定技能外国人

の受入れに関する誓約書（分野参考様式第２－１号）」誓約事項２） 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

二 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～へ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他

の評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 
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分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

  ビルクリーニング分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下

に定める試験に合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満た

す者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、ビルクリーニング分野の第２号技能実

習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取

り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

「ビルクリーニング分野特定技能１号評価試験」 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    「ビルクリーニング分野特定技能２号評価試験」又は「技能検定１級（ビル

クリーニング）」 

  イ 実務経験 

    建築物衛生法第２条第１項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同

法第 12 条の２第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同項第８号に規定

する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物（住居を除

く。）内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者と

しての実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定技能産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「ビルクリーニング分野特定技能２号評価試験」又は「技能検定１級」（運用

方針３（２）アの試験区分） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

  （技能水準） 

   「ビルクリーニング分野特定技能２号評価試験」又は「技能検定１級」の合格

及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）第

２条第１項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同法第 12 条の２第１項

第１号に規定する建築物清掃業若しくは同項第８号に規定する建築物環境衛生総
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合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物（住宅を除く。）内部の清掃に、複数

の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を２年以上

有することを要件とする（注）。 

  （中略） 

  （注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、ビルクリーニング分野の１号

特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関して

は、建築物（住宅を除く。）内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、

現場を管理する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたもの

として取り扱う。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業」の第２号技能実習を良好に修

了した者については、当該技能実習で修得した技能と、１号特定技能外国人が従事

する業務で要する技能は、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及

び用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において、技能の根幹となる部分

に関連性が認められることから、ビルクリーニング業務で必要とされる一定の専門

性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評

価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号） 

（定義） 

第二条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学

校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物（建築基準法（昭和

二十五年法律第二百一号）第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。）で、多

数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が

必要なものとして政令で定めるものをいう。 

２ （略） 

 

（登録） 

第十二条の二 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区

分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける

ことができる。 

一 建築物における清掃を行う事業 
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二～七（略） 

八 建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲

料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生

労働省令で定める程度のものを行う事業 

２～３（略） 

４ 登録の有効期限は、六年とする。 

５ （略） 

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令（昭和四十五年政令第三百四

号） 

（特定建築物） 

第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「法」という。）第二条

第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築

基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第三号に規定する

床面積の合計をいう。以下同じ。）が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教

育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校又は就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七

号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園（第三号において「第一条学

校等」という。）の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のもの

とする。 

一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 

二 店舗又は事務所 

三 第一条学校等以外の学校（研修所を含む。） 

四 旅館 

 

○ １号特定技能外国人としてビルクリーニング分野の業務に従事する場合に

は、本要領別表に記載された特定技能１号評価試験及び日本語試験の合格が

必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、ビルクリーニング

職種・ビルクリーニング作業の技能実習２号を良好に修了した者については

上記の試験等が免除されます。 

○ ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業以外の技能実習２号を良好

に修了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試

験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験の合格

に加えて、建築物衛生法第２条第１項に規定する特定建築物の建築物内部の

清掃又は同法第 12 条の２第 1 項第 1 号に規定する建築物清掃業若しくは同
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項第８号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う

建築物（住宅を除く。）内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、

現場を管理する者としての実務経験を２年以上有することが必要です。 

なお、「現場を管理する者としての実務経験」とは、作業管理、労務管理、

安全衛生管理等の業務に従事している経験であり、具体的には協議会におい

て定めます。詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html） 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・ビルクリーニング分野特定技能１号評価試験の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習

２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力

試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能検定に合格している場合 

ビルクリーニング技能検定（３級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能検定に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）技

能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ ビルクリーニング分野特定技能２号評価試験合格者の場合 

・ビルクリーニング分野特定技能２号評価試験の合格証明書の写し 

○ 技能検定１級（ビルクリーニング）合格者の場合 

・技能検定１級（ビルクリーニング）の合格証明書の写し 

・試験実施機関の発行する「特定技能２号移行要件に係る実務経験適合証明書」の

写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして試験の合格の免除を受けたい場合には、技

能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時のビル

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
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クリーニング技能検定（３級）の実技試験の合格証明書の提出が必要です。 

○ ビルクリーニング技能検定（３級）の実技試験に合格していない場合（技能実習

法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語試験を受験し合

格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必

要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 「現場を管理する者としての実務経験」について、ビルクリーニング分野特定技

能２号評価試験の合格者は、受検の際に、当該実務経験の有無を試験実施機関が確

認します。地方出入国在留管理局に対する在留資格諸申請の際に、ビルクリーニン

グ分野特定技能２号評価試験の合格証明書の写しを提出することにより、当該実務

経験を有する者と認められます。 

○ 技能検定１級（ビルクリーニング）の合格者については、ビルクリーニング分野

特定技能２号評価試験の合格者との均衡を図る観点から、当該実務経験の有無につ

いて、試験実施機関が確認します。地方出入国在留管理局に対する在留資格諸申請

の際に、試験実施機関が発行する「特定技能２号移行要件に係る実務経験適合証明

書」の写しを提出することにより、当該実務経験を有するものと認められます。   
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

２（略） 

告示第２条 

ビルクリーニング分野における特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画

の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号）第２条第１項第１３号に規定す

る告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各

号のいずれにも該当することとする。 

一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第

１２条の２第１項第１号又は第８号に掲げる事業の登録を受けた営業所において

出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げ

る活動を行おうとする外国人又は同法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第

２号に掲げる活動を行おうとする外国人を受け入れることとしていること。 

二 厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入

れに関する協議会（以下この条において「協議会」という。）の構成員であるこ

と。 

三 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 

四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

五 ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行

う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を

行うこと。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、ビルクリーニン

グ分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づ

き告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を、建築物衛生法第 12 条の２第 1 項第 1 号に規定する建

築物清掃業若しくは同項第８号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録
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を受けた営業所で受け入れることが要件の一つとなっています。登録は特定

技能所属機関の法人単位では無く、営業所単位でなされます。登録は都道府

県知事が行いますので、登録の手続きについては、営業所の所在地を管轄す

る都道府県生活衛生担当部署にお問い合わせください。なお、当該登録は、

建築物衛生法第12条の２第４項により有効期限が６年と定められています。

継続して特定技能外国人を受け入れる場合は、更新することが当然に必要で

あり、更新されなかった場合は、要件を満たさないこととなります。 

 ○ ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定

技能外国人に係る在留諸申請の前に、厚生労働大臣が設置するビルクリーニ

ング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後

は、協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。  

○ 構成員は、協議会に対して必要な協力を行うことや、厚生労働大臣が行う

必要な調査等に必要な協力を行うことなどが求められます。なお、これらは

オンラインによる調査などデジタルツールを使うことも含まれます。 

○ また、協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の

保護を図るため、ビルクリーニング分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の

設定について協議を行います。特定技能所属機関は、協議会において協議が

調った事項に関する措置を講じることが必要です。 

○ 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合、協議会に

対し必要な協力を行わない場合、厚生労働大臣が行う必要な調査等に必要な

協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受

入れができないこととなります。 

○ なお、協議会に関する詳細は、以下の厚生労働省のホームページ※をご覧

ください。 

※ ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ（在留資格「特

定技能」について） 

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html 

 

【確認対象の書類】 

○ ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員

であることの証明書 

※令和６年６月１５日より前において、初めて１号特定技能外国人を受け入れる場

合は【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１

２条の２第１項第１号に規定する事業又は第８号に規定する事業の登録を受けてい

る営業所において、特定技能外国人を受け入れる旨の誓約書（「ビルクリーニング分
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野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第２－１号）」誓

約事項４） 

○ 特定技能外国人を受け入れる営業所が「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総

合管理業」の登録を受けていることを証する文書（注）（「建築物清掃業登録証明書」

又は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」（建築物における衛生的環境の確保に

関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号）様式第６号）） 

（注）当該登録を受けていることが記載された「ビルクリーニング分野特定技能協

議会構成員資格証明書」を提出している場合は提出不要。ただし、当該登録の

有効期限が切れている場合は、当該登録を更新の上、「ビルクリーニング分野特

定技能協議会構成員資格証明書」の再発行が必要。 

○ 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じる旨の誓約書（「ビルクリー

ニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第２－

１号）」誓約事項６） 

○ 協議会に対し、必要な協力を行う旨の誓約書（「ビルクリーニング分野における特定

技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第２－１号）」誓約事項７） 

○ ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な

調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う旨の誓約書

（「ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参

考様式第２－１号）」誓約事項８） 

【留意事項】 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、

初めて１号特定技能外国人を受け入れる場合であっても、ビルクリーニング分野に

おける特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることを明らかにする

書類の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて 1 号特定技能外国人を受け入れる場合には、地方

出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該 1 号特定技能外国人の入国後

４か月以内にビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協

議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第２－１号）については、出入国在留管理庁

ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる 1 号特定技能外国人に係る在留

諸申請（初めて 1 号特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）

及びビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構

成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた 1 号特定技能外国人に係る在留期間

更新許可申請の際には、ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れ
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に関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際

に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。 

○ 特定技能外国人を受け入れる（雇用条件書記載の）事業所（営業所）は、「建築物

製造業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けている営業所と一致する

必要があります。 

○ 特定技能外国人の受入れ後に当該特定技能外国人を受け入れる営業所に変更があ

る場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては、次の書類

を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の

「第７章第１節第１」を御参照ください。変更後の特定技能外国人を受け入れる営業

所についても、「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けて

いる営業所であることが必要です。 

・特定技能外国人を受け入れる営業所が「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総

合管理業」の登録を受けていることを証する文書（「建築物清掃業登録証明書」又

は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」（建築物における衛生的環境の確保に

関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号）様式第６号）） 
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第４ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合する

こと。 

告示第１条 

ビルクリーニング分野における出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基

準を定める省令（平成２年法務省令第１６号）の表の法別表第１の２の表の特定技能

の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下欄第６号及び同令の表の法別表第１の２の表

の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下欄第７号に規定する告示で定める

基準は、申請人（同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。）に係

る特定技能雇用契約（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２

条の５第１項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。）において、当

該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象としない旨が

定められていることとする。 
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○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、ビルクリーニング分野

に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格

「特定技能２号」に係る上陸基準としてビルクリーニング分野に特有の事情

に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定め

たものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ

るものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣することも

派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 特定技能雇用契約において、特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の保護等に関する法律第２条第１号に規定する労働者派遣の対象

としないことを定める旨の誓約書（「ビルクリーニング分野における特定技能外国人

の受入れに関する誓約書（分野参考様式第２－１号）」誓約事項３） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

ビルクリーニング分野
特定技能２号評価試験

技能検定１級
（ビルクリーニング）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

別表（ビルクリーニング）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

【特定技能１号】
建築物内部の清掃

ビルクリーニング分野
特定技能１号評価試験

ビルクリーニング ビルクリーニング

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除
されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１項に規定する特定建築物の建築物内部の清掃又は同
法第12条の２第１項第１号に規定する建築物清掃業若しくは同項第８号に規定する建築物環境衛生総合管理業の登録を受けた営業所が行う建築物（住宅を除く。）内部の清掃に、複数の
作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての２年以上の実務経験）が課せられています。

【特定技能２号】
建築物内部の清掃に、複数の作業員を
指導しながら従事し、現場を管理する業
務及び同業務の計画作成、進行管理そ

の他のマネジメント業務

1



分野参考様式第２－１号 

 

ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人  

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日  

 

記 

ビルクリーニング分野において上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓

約します。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の

表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する

外国人をいう。）に従事させる業務が、建築物内部の清掃であること。 

２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の

表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する

外国人をいう。）に従事させる業務が、建設物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、

現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務であること。 

３．特定技能雇用契約において特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１

９号）別表第１の２の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）

第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするものではないことを定めること。 

４．建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項

第１号に規定する事業又は第８号に規定する事業の登録を受けた営業所において、特定技能外国人

を受け入れること。 

５．厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会

（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

６．協議会において協議が調った事項に関する措置を講じること。 

７．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

８．ビルクリーニング分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指

導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

作成年月日     年  月  日 

 

作成責任者               
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について- 

令和４年５月 

法務省・経済産業省編 

 

（制定履歴） 

令和４年５月２５日公表 

令和４年８月３０日一部改正 

令和４年１０月２０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

 

○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管す

る行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上

の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用

に関する方針を定めなければならないとされ、素形材・産業機械・電気電子

情報関連製造業分野（以下「製造業分野」という。）についても「素形材・産

業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能の在留資格に係る制

度の運用に関する方針」（令和４年４月２６日閣議決定。以下「分野別運用方

針」という。）及び「「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（令和４年５月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・経済産業省。

以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、製造業分野についても、出入国管理及び難民認定法第 7 条第 1 項

第 2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び 1号特定技能外国人支

援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子
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情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件（令和４年

経済産業省告示第１２７号。以下「告示」という。）において、製造業分野固

有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ること

を目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第 2 条の 5 第 1

項から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて

行う特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不

足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。

同号において同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特

定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した

技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第 2 条の 5 第 1 項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和 22 年法律第

49 号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとす

る。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第 1 の 2 の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成 31 年法務省令第６号）で定める分野に属する

同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当

該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるも

のであること。 

二～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第２条 

製造業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令第１条第１項第７号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認定法（昭

和２６年政令第３１９号）第２条の５第１項に規定する特定技能雇用契約に基づいて

外国人が同法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号及び第２号に掲げる活動

を行う事業所が、令和５年総務省告示第２５６号（統計法第２８条の規定に基づき、

統計基準として日本標準産業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げる産

業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 
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一 細分類 2194－鋳型製造業（中子を含む。） 

二 小分類 225－鉄素形材製造業 

三 小分類 235－非鉄金属素形材製造業 

四 細分類 2422－機械刃物製造業 

五 細分類 2424－作業工具製造業 

六 細分類 2431－配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く。） 

七 小分類 245－金属素形材製品製造業 

八 細分類 2462－溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 

九 細分類 2464－電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 

十 細分類 2465－金属熱処理業 

十一 細分類 2469－その他の金属表面処理業（ただし、アルミニウム陽極酸化処理

業に限る。） 

十二 小分類 248－ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 

十三 中分類 25－はん用機械器具製造業（ただし、細分類 2591－消火器具・消火

装置製造業を除く。） 

十四 中分類 26－生産用機械器具製造業 

十五 中分類 27－業務用機械器具製造業（ただし、小分類 274－医療用機械器具・

医療用品製造業及び小分類 276－武器製造業を除く。）  

十六 中分類 28－電子部品・デバイス・電子回路製造業 

十七 中分類 29－電気機械器具製造業（ただし、細分類 2922－内燃機関電装品製

造業を除く。） 

十八 中分類 30－情報通信機械器具製造業 

十九 細分類 3295－工業用模型製造業 

 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

 ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

   別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）の欄に掲げる業務とする。 

 イ 試験区分（３（２）ア関係）（2 号特定技能外国人） 

   別表２ｂ．業務区分（５（１）イ関係）の欄に掲げる業務とする。 
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分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

製造業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりと

する。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる

関連業務（鋳造の例：加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理等）に付随

的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区

分に従い、上記第１の１（１）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行

対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区

分に従い、上記第１の１（２）の「製造分野特定技能 2 号評価試験」及び「ビジ

ネス・キャリア検定３級」の試験合格並びに実務経験又は「技能検定１級」の試

験合格及び実務経験により確認された技能を要する業務 

 

【主たる業務】 

○ 特定技能雇用契約の雇用関係に関する事項に係る基準として、製造業分野

に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第１条第１項第７号に基づき告示を

もって定めたものです。 

○ 製造業分野の特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に

掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められま

す。 

① 細分類２１９４  鋳型製造業（中子を含む。） 

② 小分類２２５   鉄素形材製造業 

③ 小分類２３５   非鉄金属素形材製造業 

④ 細分類２４２２ 機械刃物製造業 

⑤ 細分類２４２４  作業工具製造業 

⑥ 細分類２４３１ 配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く。） 

⑦ 小分類２４５  金属素形材製品製造業 

⑧ 細分類２４６２ 溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 

⑨ 細分類２４６４ 電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 

⑩ 細分類２４６５ 金属熱処理業 

⑪ 細分類２４６９ その他の金属表面処理業（ただし、アルミニウム陽

極酸化処理業に限る。） 
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⑫ 小分類２４８ ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 

⑬ 中分類２５ はん用機械器具製造業（ただし、細分類２５９１消火器

具・消火装置製造業を除く。） 

⑭ 中分類２６ 生産用機械器具製造業 

⑮ 中分類２７ 業務用機械器具製造業（ただし、小分類２７４ 医療用

機械器具・医療用品製造業及び小分類２７６ 武器製造業を除く。）  

⑯ 中分類２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

⑰ 中分類２９ 電気機械器具製造業（ただし、細分類２９２２ 内燃機

関電装品製造業を除く。） 

⑱ 中分類３０ 情報通信機械器具製造業 

⑲ 細分類３２９５ 工業用模型製造業 

 

○ 前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、特定技能外国人が業

務に従事する事業場において、直近１年間で①～⑲に掲げるものについて製

造品出荷額等が発生していることを指します。 

製造品出荷額等とは、直近１年間における製造品出荷額、加工賃収入額の

合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ

額のことを指します。 

① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造さ

れたもの（原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含

む）を、直近１年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、

次のものも製造品出荷に含みます。 

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの 

イ 自家使用されたもの（その事業所において最終製品として使用され

たもの） 

ウ 委託販売に出したもの（販売済みでないものを含み、直近１年間中

に返品されたものを除く） 

② 加工賃収入額とは、直近１年間中に他企業の所有に属する主要原材料

によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、

処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃を

いいます。 

 

○ 製造業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1 号特定技能外国

人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能

外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求め

られるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を
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要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

さらに、当該業務は、告示第２条に掲げる産業に係るものでなければなりま

せん。 

 

【関連業務】 

○ 分野別運用要領に記載されているとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す。（注） 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

① 原材料・部品の調達・搬送作業 

② 各職種の前後工程作業 

③ クレーン・フォークリフト等運転作業 

④ 清掃・保守管理作業 

 

【その他業務関係】 

○ 分野別運用方針別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）及び別表２ｂ．業

務区分（５（１）イ関係）の欄に掲げる「電気電子機器組立て」の業務は、

電子機器を構成するコンデンサ等の電子部品製造作業を含みます。 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については経済産業省に

お問合せください。問い合わせ先については、経済産業省のホームページを

御覧ください。 

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html） 

 

【確認対象の書類】 

○ 製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第３

－１号） 

 

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第 2 条の 5 第 1 項及び第 2 項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第 3 項及び第 4 項

の規定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第 6 項

及び第 7 項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）第

2 条第 2 項第 2 号に規定する第 2 号企業単独型技能実習又は同条第 4 項第 2 号に

規定する第 2 号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、

かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業

務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当す

ることを要しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を

有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語

能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当して

いること。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他

の評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 



運用要領別冊 

9 

 

製造業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試

験に合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）と

する。 

また、特定技能１号の在留資格については、製造業分野に関する第２号技能実習

を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取

り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に掲げる試験 

  イ 実務経験 

    日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（２）「製造分野特定技能２号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定３級」又は

「技能検定１級」(運用方針３（２）アの試験区分：運用方針別表２ａ．試験区分

（３（２）ア関係）のとおり) 

 ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

 （技能水準） 

「製造分野特定技能２号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定３級」の合格

並びに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における３年以上の実務経験を要

件とする。 

（中略） 

  また、「技能検定１級」の合格及び同実務経験を満たす者は、上級の技能労働者が

通常有すべき熟練した技能を有するものと認める。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）製造業分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日

本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実
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習２号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表

のとおりとする。 

この場合、当該職種に係る第２号技能実習を良好に修了した者については、当

該技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務において要す

る技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要と

される一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経

験を有するものと評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常

会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記

第１の２（１）及び（２）の試験を免除する。 

 

○ １号特定技能外国人として製造業分野の業務に従事する場合には、本要領

別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

等が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験等の合

格に加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における３年以上の

実務経験が必要です。 

〇 この場合の「日本国内に拠点を持つ企業」とは日本国内に登記している本

店又は主たる事務所等がある企業をいいます。 

〇 「製造業の現場における実務経験」とは、日本標準産業分類に掲げる産業

のうち、大分類 E-製造業（ただし、「中分類 09-食料品製造業」及び「中分類

10-飲料・たばこ・飼料製造業」を除く。以下同じ。）に掲げるものを行って

いる事業所にて、製造品の加工等に従事した経験を指します。 

〇 前記の日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類Ｅ-製造業に掲げる

ものを行っているとは、事業所において、直近１年間で大分類 E-製造業に掲

げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。 

製造品出荷額等とは、直近１年間における製造品出荷額、加工賃収入額の

合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ

額のことを指します。 

① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造さ
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れたもの（原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含

む）を、直近１年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、

次のものも製造品出荷に含みます。 

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの 

イ 自家使用されたもの（その事業所において最終製品として使用され

たもの） 

ウ 委託販売に出したもの（販売済みでないものを含み、直近１年間中

に返品されたものを除く） 

② 加工賃収入額とは、直近１年間中に他企業の所有に属する主要原材料

によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、

処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃を

いいます。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げる技能試験の合格証明書の写

し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格している場合 

本要領別表の「試験免除等となる技能実習２号」欄に掲げる職種・作業に係る技能

検定３級又は技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 製造分野特定技能２号評価試験及びビジネス・キャリア検定合格者の場合 

 ・本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げるいずれかの製造分野特定

技能２号評価試験の合格証明書の写し 
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・本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げるいずれかのビジネス・キ

ャリア検定の合格証明書の写し 

○ 技能検定１級合格者の場合 

・本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げるいずれかの技能検定１級

の合格証書の写し 

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野２号特定技能外国人に求められ

る実務経験に係る証明書（分野参考様式第３－２号） 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格

証明書の提出が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格

していない場合（技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験

及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況

を評価した文書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 製造分野特定技能２号評価試験は、受験の際に、上記実務経験の有無を確認しま

す。詳細は、試験実施機関へご相談ください。 

○ 技能検定１級合格者の実務経験は、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書（分野参考様式第３－

２号）」にて確認します。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第 2 条の 5 第 3 項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２（略） 

告示第３条 

製造業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令第２条第１項第１３号の告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方と

なる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 経済産業省の組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会（次号にお

いて「協議会」という。）の構成員であること。 

二 経済産業省又は協議会の行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の

聴取、現地調査その他業務に対して必要な協力を行うこと。 

三 特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練又は研修を実施すること。 

四 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたと

きは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該

契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

３．分野の特性を踏まえて特に講じる措置 

（１）特定技能所属機関に対して講じる措置等 

  ウ 特定技能外国人の訓練・各種研修 

    特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修

を行うこと。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、製造業分野に特

有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をも

って定めたものです。 

○ 製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人
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に係る在留諸申請の前に、経済産業省が組織する製造業特定技能外国人材受

入れ協議・連絡会（以下「協議会」という。）の構成員にならなければなりま

せん。 

〇 構成員は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の

聴取、現地調査（オンライン調査も含む）その他業務に対し、必要な協力を

行わなければなりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能外国人から、製造業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を

求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしな

ければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技

能外国人の受入れができないこととなります。 

○ なお、協議会に関する問合せ先については、経済産業省のホームページを

御覧ください。 

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html） 

○ さらに、特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる際、必要に応

じた訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。特に当該特定技能外国

人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、労

働災害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施

する必要があります。 

 

【確認対象の書類】 

○ 製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第３

－１号） 

○ 協議会の構成員であることを明らかにする書類（経済産業省のホームページに掲

載されている会員名簿を印刷したもの（当該構成員の名称が掲載されているもの）） 

（ https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogikai/meibo1.p

df） 

 

 

  

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogikai/meibo1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogikai/meibo1.pdf
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第４ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第 2 条の 5 第 1 項及び第 2 項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第 3 項及び第 4 項

の規定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第 6 項

及び第 7 項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第１条 

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野（以下、単に「製造業分野」とい

う。）に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の表の

法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下欄第６号及び

法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下欄第７号の告

示で定める基準は、申請人が、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定す

る労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと

とする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、製造業分野に特有の事

情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特定技能
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２号」に係る上陸基準として製造業分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に

係る上陸基準省令第７条に基づき、告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ

るものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣することも

派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れはできないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第３

－１号） 

 



共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

製造分野特定技能１号
評価試験（機械金属加工） 鋳鉄鋳物鋳造

非鉄金属鋳物鋳造

ハンマ型鍛造

プレス型鍛造

ホットチャンバ
ダイカスト

コールドチャンバ
ダイカスト

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

金属プレス加工 金属プレス

鉄工 構造物鉄工

工場板金 機械板金

治工具仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

【特定技能１号】
機械金属加工（指導者の指示を理解し、
又は、自らの判断により、素形材製品や産
業機械等の製造工程の作業に従事）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
関する方針の一部変更について」（令和４年
８月３０日閣議決定)による変更前の運用方
針別表ａ．試験区分（３（１）関係）の欄に掲
げる試験のうち、下記に掲げる試験に合格し
た者は、製造分野特定技能１号評価試験
（機械金属加工）に合格したものとみなす。

製造分野特定技能１号評価試験（鋳造）
製造分野特定技能１号評価試験（鍛造）
製造分野特定技能１号評価試験（ダイカス
ト）
製造分野特定技能１号評価試験（機械加
工）
製造分野特定技能１号評価試験（金属プレ
ス加工）
製造分野特定技能１号評価試験（鉄工）
製造分野特定技能１号評価試験（工場板
金）
製造分野特定技能１号評価試験（仕上げ）
製造分野特定技能１号評価試験（プラス
チック成形）
製造分野特定技能１号評価試験（機械検
査）
製造分野特定技能１号評価試験（機械保
全）
製造分野特定技能１号評価試験（電気機
器組立て）
製造分野特定技能１号評価試験（塗装）
製造分野特定技能１号評価試験（溶接）
製造分野特定技能１号評価試験（工業包
装）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

鋳造

仕上げ

機械加工

鍛造

ダイカスト

1



共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

圧縮成形

射出成形

インフレーション成形

ブロー成形

機械検査 機械検査

機械保全 機械系保全

回転電機組立て

変圧器組立て

配電盤・制御盤組立
て

開閉制御器具組立
て

回転電機巻線製作

建築塗装

金属塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装

手溶接

半自動溶接

電気機器組立て

塗装

溶接

プラスチック成形

2



共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

工業包装 工業包装

【特定技能２号】
機械金属加工（複数の技能者を指導しな
がら、素形材製品や産業機械等の製造工
程の作業に従事し、工程を管理） 製造分野特定技能２号評価試験（機械金属加工）及

びビジネス・キャリア検定３級（生産管理プランニング
又は生産管理オペレーション）
技能検定１級（鋳造）
技能検定１級（鍛造）
技能検定１級（ダイカスト）
技能検定１級（機械加工）
技能検定１級（金属プレス加工）
技能検定１級（鉄工）
技能検定１級（工場板金）
技能検定１級（仕上げ）
技能検定１級（機械検査）
技能検定１級（機械保全）
技能検定１級（電気機器組立て）
技能検定１級（プラスチック成形)
技能検定１級（塗装）
技能検定１級（工業包装）

3



共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

治工具仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

圧縮成形

射出成形

インフレーション成形

ブロー成形

プリント配線板設計

プリント配線板製造

電子機器組立て 電子機器組立て

製造分野特定技能１号
評価試験（電気電子機器組立て）

機械加工
【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
関する方針の一部変更について」（令和４年
８月３０日閣議決定)による変更前の運用方
針別表ａ．試験区分（３（１）関係）の欄に掲
げる試験のうち、下記に掲げる試験に合格し
た者は、製造分野特定技能１号評価試験
（電気電子機器組立て）に合格したものとみ
なす。

製造分野特定技能１号評価試験（機械加
工）
製造分野特定技能１号評価試験（仕上げ）
製造分野特定技能１号評価試験（プラス
チック成形）
製造分野特定技能１号評価試験（プリント
配線板製造）
製造分野特定技能１号評価試験（電子機
器組立て）
製造分野特定技能１号評価試験（電気機
器組立て）
製造分野特定技能１号評価試験（機械検
査）
製造分野特定技能１号評価試験（機械保
全）
製造分野特定技能１号評価試験（工業包
装）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

仕上げ

プリント配線板製造

プラスチック成形

【特定技能１号】
電気電子機器組立て（指導者の指示を理
解し、又は、自らの判断により、電気電子機
器等の製造工程、組立工程の作業に従
事）

4



共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

回転電機組立て

変圧器組立て

配電盤・制御盤組立
て

開閉制御器具組立
て

回転電機巻線製作

機械検査 機械検査

機械保全 機械系保全

工業包装 工業包装

製造分野特定技能２号評価試験（電気電子機器組
立て）及びビジネス・キャリア検定３級（生産管理プラ
ンニング又は生産管理オペレーション）
技能検定１級（機械加工）
技能検定１級（仕上げ）
技能検定１級（機械検査）
技能検定１級（機械保全）
技能検定１級（電子機器組立て）
技能検定１級（電気機器組立て）
技能検定１級（プリント配線板製造）
技能検定１級（プラスチック成形)
技能検定１級（工業包装）

電気機器組立て

【特定技能２号】
電気電子機器組立て（複数の技能者を指
導しながら、電気電子機器等の製造工程、
組立工程の作業に従事し、工程を管理）
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共通（特定技能１号・２号）

職種 作業

別表（製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

特定技能２号

技能水準及び評価方法等

製造分野特定技能１号
評価試験（金属表面処理）

電気めっき

溶融亜鉛めっき

アルミニウム陽極酸
化処理

陽極酸化処理

製造分野特定技能２号評価試験（金属表面処理）及
びビジネス・キャリア検定３級（生産管理プランニング
又は生産管理オペレーション）
技能検定１級（めっき）
技能検定１級（アルミニウム陽極酸化処理）

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における３年以上の実務経験）が課せられています。

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に
関する方針の一部変更について」（令和４年
８月３０日閣議決定)による変更前の運用方
針別表ａ．試験区分（３（１）関係）の欄に掲
げる試験のうち、下記に掲げる試験に合格し
た者は、製造分野特定技能１号評価試験
（金属表面処理）に合格したものとみなす。

製造分野特定技能１号評価試験（めっき）
製造分野特定技能１号評価試験（アルミニ
ウム陽極酸化処理）

めっき

【特定技能１号】
金属表面処理（指導者の指示を理解し、
又は、自らの判断により、表面処理等の作
業に従事）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能２号】
金属表面処理（複数の技能者を指導しな
がら、表面処理等の作業に従事し、工程を
管理）
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分野参考様式第３－１号 

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

出入国在留管理庁長官 殿 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下

の事項について誓約します。 

【誓約事項】 
１ 特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技能の
在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、機械金属加工、電気電子機器組
立て、金属表面処理のいずれかの業務であること。 

２ 特定技能外国人が、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第２条の５第１項に規定する
特定技能雇用契約に基づいて同法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号及び第２号に掲げる活動を
行う事業所が、令和５年総務省告示第２５６号（統計法第２８条の規定に基づき、統計基準として日本標準産
業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っている
こと。 

１ 細分類 2194  鋳型製造業（中子を含む。） 
２ 小分類 225  鉄素形材製造業 
３ 小分類 235  非鉄金属素形材製造業 
４ 細分類 2422  機械刃物製造業 
５ 細分類 2424  作業工具製造業 
６ 細分類 2431  配管工事用附属品製造業（バルブ、コックを除く。） 
７ 小分類 245  金属素形材製品製造業 
８ 細分類 2462 溶融めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 
９ 細分類 2464 電気めっき業（表面処理鋼材製造業を除く。） 
１０ 細分類 2465  金属熱処理業 
１１ 細分類 2469 その他金属表面処理業（ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。） 
１２ 小分類 248  ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 
１３ 中分類 25  はん用機械器具製造業（ただし、細分類 2591消火器具・消火装置製造業を除く。） 
１４ 中分類 26 生産用機械器具製造業 
１５ 中分類 27 業務用機械器具製造業（ただし、小分類 274医療用機械器具・医療用品製造業及び小

分類 276武器製造業を除く。）  
１６ 中分類 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
１７ 中分類 29 電気機械器具製造業（ただし、細分類 2922内燃機関電装品製造業を除く。） 
１８ 中分類 30 情報通信機械器具製造業 
１９ 細分類 3295  工業用模型製造業 

３ 特定技能外国人を受け入れる際、当該特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事さ
せる等の場合には、十分な訓練や各種研修を実施すること。 

４ 経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会（以下「協議会」という。）の構成員で
あること。 

５ 経済産業省又は協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告、現地調査その他業務に
対し、必要な協力を行うこと。 

６ 特定技能雇用契約において、特定技能外国人を、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするものではな
いことを定めること。 

７ 特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管する関
係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

作成年月日        年  月  日 

作成責任者               



分野参考様式第３－２号 

 
 

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野２号特定技能外国人に求められ

る実務経験に係る証明書 

 

 

 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野における特定技能の在留資格

に係る制度の運用に関する方針に規定する２号特定技能外国人に求められる実務

経験について、下記のとおり証明します。 

 なお、本件について出入国在留管理官署から照会があった場合には、適切に対

応します。 

 

記 

 

１ 申請人 

氏   名  

生年月日  

国籍・地域  

 

２ 実務経験 

（１）業務内容 

   日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における実務 

 

（２）就業期間・就業場所 

１ 就業期間：    年  月  日～     年  月  日     

・企業名： 

・本社の住所：                   

 

※就業場所が本社と異なる場合には以下の内容も記載してください。 

・事業所名：                    

・事業所の住所：                  

・本社との関係：☐事業所 ☐子会社・関連会社 ☐その他（     ） 

２ 就業期間：    年  月  日～     年  月  日 

・企業名： 

・本社の住所： 

 

※就業場所が本社と異なる場合には以下の内容も記載してください。 

・事業所名：                    



・事業所の住所：                  

・本社との関係：☐事業所 ☐子会社・関連会社 ☐その他（     ） 

就業期間合計： 年 月 

 

※必要に応じ行を追加すること。 

※上記（１）の業務に従事していない期間がある場合は、従事していた期間ごと

に分けて記載すること。 

※「日本国内に拠点を持つ企業」とは日本国内に登記している本店又は主たる事

務所等がある企業をいう。 

※「製造業の現場における実務」とは日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大

分類 E-製造業（ただし、「中分類 09-食料品製造業」及び「中分類 10-飲料・た

ばこ・飼料製造業」を除く。）に掲げるものを行っている事業所にて、製造品の

加工等に従事した経験を指す。 

 

 

作成日    年  月  日 

                 

           事業者 

                氏名又は名称 
住  所 

連 絡 先 

作成責任者（署名）              

 

※複数事業所での実務経験がある場合には、申請時点で所属する事業者にて、合

計就業期間が３年を満たしていることを確認のうえ、本申請書に署名をするこ

と。 

※証明事項に事実と相違がある場合、申請人の在留資格が取り消される場合があ

る。 
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-建設分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・国土交通省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月６日一部改正 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和２年２月２８日一部改正 

令和２年４月１日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年３月３１日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

 

○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以下「法」

という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度の適正な

運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」（平

成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する行政機関の長等と

共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関する重要事項

等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関する方針（以下「分野別

運用方針」という。）を定めなければならないとされ、建設分野についても「建設

分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０年

１２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「建設分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」（平

成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・国土交通省。以下

「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能契約及び１号特定技能外国人支

援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特定技能基準

省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定

める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」という。）において

は、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該分野の事

情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっているところ、建設分野につい

ても、出入国管理及び難民認定法第 7 条第 1 項第 2 号の基準を定める省令及び
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特定技能雇用契約及び 1 号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規

定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の

長が告示で定める基準を定める件（平成３１年国土交通省告示第３５７号。以下

「告示」という。）において、建設分野固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、建設

分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを目的と

しています。 
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１項

から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行

う特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足す

る人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号に

おいて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程

度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特

定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した

技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属す

る同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は

当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させる

ものであること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

     特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める試

験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

    ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

       別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）の欄に掲げる業務とする。 

    イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

       別表２ｂ．業務区分（５（１）イ関係）の欄に掲げる業務とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 
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   建設分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとす

る。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事することと

なる関連業務（例：作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認

されない業務）に付随的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区

分に従い、上記第１の１（１）のいずれかの試験合格又は下記２（１）の技能実

習２号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務をいう。 

（２）２号特定技能外国人 

運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区

分に従い、上記第１の１（２）のいずれかの試験合格及び実務経験により確認さ

れた技能を要する業務をいう。 

 

【主たる業務】 

○ １号特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する

業務に、また、２号特定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要す

る業務に従事することが求められます。【特定技能基準省令第１条第１項】 

○ 本要領別表６－１に記載された試験の合格により確認された技能を要する

同表に記載された業務に主として従事しなければなりません。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

 

【その他業務関係】 

○ 本要領別表６－１に記載された業務区分において特定技能外国人が従事できる

業務内容及び主に想定される関連業務は別表６－２～別表６－７のとおりで

すが、専ら関連業務のみに従事することは認められません。 

○ 土木区分：「指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維

持、修繕に係る作業等」 

「土木施設」とは、一般に、土地に定着する工作物のうち建築物以外のも

のを広く含む概念であると解されており、道路、公園、河川堤防、港湾施設、

空港滑走路等がその代表的なものです。 

○ 建築区分：「指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築

若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等」 
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「建築物」は、一般に、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁 

を有するものをいいます。 

○ ライフライン・設備区分：「指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、

ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理

に係る作業等」 

本業務で行う作業は、電気通信、ガス、水道、電気等をネットワークとし

て整備、変更又は修理等行う作業と、それらを住宅等のいわゆる付帯設   

備として設置・接続等行う作業の、異なる２種類の作業で大きく構成されま

すが、どちらの作業も行うこともできます。 

○ 建設分野で特定技能外国人を受け入れることとなる事業者（以下「特定技

能所属機関」という。）となるための基準については、後述の「第３ 特定技

能雇用契約の適正な履行の確保及び適合１号特定技能外国人支援計画の適正

な実施の確保に係る基準等」及び「第４ 建設特定技能受入計画の認定」を

参照ください。 

 

【確認対象の書類】 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第６―

１号） 

【留意事項】 

○ 建設工事に該当しない除染等の業務に従事させることを主な目的としている場合

は、建設業への従事を目的とした受入れに該当しないことから、建設分野における

いずれの業務区分にも該当せず、建設分野においては受入れ対象外となります。な

お、特定技能外国人を建設工事に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる場

合の取扱いについては、ｐ２５の１号特定技能外国人に対する事前説明について

（告示様式第１別紙２の２、様式第２）の項の記載を参照してください。 

○ 労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習等が必要とされている業務につい

て、特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、当該教育又は講習等を修了させ

なければなりません。なお、外国人労働者については、一般に、日本語や我が国の

労働慣行に習熟していないことなどから、特定技能外国人に対し特別教育等の安全

衛生教育を実施するに当たっては、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いるなど、

その内容を確実に理解できる方法により行わなければなりません。 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る 1号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

イ～ロ （略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

ニ （略） 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

   建設分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に
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○ 特定技能外国人として建設分野の業務に従事する場合には、本要領別表６

－１に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。 

合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 

   また、特定技能１号の在留資格については、建設分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

    ア 技能水準（試験区分） 

        別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験 

    イ 日本語能力水準 

    （ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

  （イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

    ア 試験区分 

        別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に掲げる試験 

    イ 実務経験 

       建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理

する者（班長）としての実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）建設分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準・日本語

能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習２

号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のと

おりとする。 

この場合、当該職種に係る第２号技能実習を良好に修了した者については、

当該技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要する

技能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要と

される一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は

経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者につい

ては、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度

日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価

し、上記第１の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表６－１

に定める職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試

験が免除されます。 

〇 本要領別表６－１に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修

了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ

４以上）のいずれの試験も免除されます。 

〇 ２号特定技能外国人については、試験合格に加えて、「建設現場において複

数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者（班長）と

しての実務経験」も必要です。 

○ 業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職

種に係る能力評価基準のレベル３相当の「就業日数（職長＋班長）」を必要な

実務経験とし、対応する能力評価基準がない場合については、「就業日数（職

長＋班長）が３年（勤務日数 645 日）以上であること」を必要な実務経験と

します。  

○ ２号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの

能力評価基準のある職種及び各職種に必要な就業日数については、別表６－

８をご確認ください。 

  

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号＞ 

○ 試験合格者の場合 

・本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げる技能試験の合格証明書の写

し 

・日本語能力水準を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（N４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表６－１に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格している場合 

本要領別表の「試験免除等となる技能実習２号」欄に掲げる職種・作業に係る技

能検定３級又は技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）技能水準
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に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号＞ 

○ 本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げる技能試験の合格証明書の

写し 

○ 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理す

る者（班長）としての実務経験を有することを証する書類（分野参考様式第６－３

号） 

〇 ただし、２号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステム

の能力評価基準のある職種における能力評価でレベル３を取得している場合には、

「能力評価（レベル判定）結果通知書」の写しを提出すれば、上記の実務経験を有す

ることを証する書類（分野参考様式第６－３号）は不要。 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格

証明書の提出が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格

していない場合（技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験

及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況

を評価した文書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 上記の実務経験として必要な就業日数を満たしているか否かについては、建設キ

ャリアアップシステムに蓄積された就業日数（職長＋班長）及び就業履歴数（職長

＋班長）で確認します。 

○ そのため、上記の実務経験を有することを証する書類（分野参考様式第６－３）

の作成・提出に当たってはあらかじめ建設キャリアアップシステムに登録しておく

必要があります。 

○ 建設キャリアアップシステムに蓄積されていない就業日数及び就業履歴数の証明

方法については、分野参考様式第６－３号別紙の経歴証明書により確認します。ま

た、経歴証明書については誓約欄まで正確に記入することが必要です。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合１号特定技能外国人支

援計画の適正な実施の確保に係る基準等 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二 （略） 

十三 前各号に定めるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に定めるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示第２条 

建設分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める特定技能雇用

契約の相手方となる本邦の公私の機関（以下「特定技能所属機関」という。）の基準は、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定

技能の項の下欄第１号に掲げる活動を行おうとする外国人（以下「１号特定技能外国

人」という。）と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属機関が次のいずれ

にも該当すること。 

イ １号特定技能外国人の受入れに関する計画（以下「建設特定技能受入計画」とい

う。）について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けていること。 

ロ イの認定を受けた建設特定技能受入計画を適正に実施し、国土交通大臣又は第７

条に規定する適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること。 

ハ ロに規定するほか、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこ

と。 

ニ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書

面を交付すること。 

ニ 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げ
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る活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする特定技能所属

機関が次のいずれにも該当すること。 

イ 建設業法（昭和二十四年法律第百号）第３条第１項の許可（同条第３項の許可の

更新を含む。以下同じ。）を受けていること。 

ロ 建設キャリアアップシステム（一般財団法人建設業振興基金が提供するサービス

であって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者

や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該

サービスを利用する者の利用に供するものをいう。以下同じ。）に登録しているこ

と。 

ハ 第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、 

同条第１号イに規定する行動規範を遵守すること。 

第３条 

前条第１号イの認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、様式第１

により建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２  建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があった場合において、その建設

特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その

認定をするものとする。 

一～八（略） 

第４条・第５条（略） 

第６条 

国土交通大臣は、認定受入計画（前条第１項の規定による変更の認定及び同条第２項

の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施状況を

確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定

技能所属機関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。 

２ 国土交通大臣は、１号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規

定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報

の収集並びに特定技能所属機関及び１号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わ

せることができる。 

第７条 

適正就労監理機関は、国土交通大臣が、次に掲げる１号特定技能外国人の適正な就労

環境を確保するための業務を行う能力を有すると認めた者とする。 
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一 特定技能所属機関及び１号特定技能外国人に対する巡回訪問その他の方法によ

る指導及び助言 

二 １号特定技能外国人からの苦情又は相談への対応 

三 その他１号特定技能外国人の適正な就労環境の確保のために必要な業務 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（２）建設分野の特性を踏まえて特に講じる措置 

ア 建設業者団体及び元請企業に対して特に課す条件 

① 建設業は多数の専門職種に分かれており、建設業者団体も多数に分かれてい

ること等から、特定技能外国人の受入れに係る建設業者団体は、建設分野にお

ける外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため、共同して以下の取組を実

施する団体を設けること。 

・ 建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向け

た共同ルールの策定及び遵守状況の確認 

・ 海外の現地機関との調整、試験場所の確保、受験者の募集、試験の実施等 

・ 試験合格者及び試験免除者に対する必要に応じた訓練・各種研修の実施等 

・ 試験合格者及び試験免除者の就職先の斡旋・転職支援等 

② 建設現場では、元請企業が現場管理の責任を負うことから、特定技能所属機

関が下請企業である場合、元請企業は、特定技能所属機関が受け入れている特

定技能外国人の在留・就労の資格及び従事の状況（就労場所、従事させる業務

の内容、従事させる期間）について確認すること。 

イ 特定技能所属機関に対して特に課す条件 

建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わる

ため現場ごとの就労管理が必要となることや、季節や工事受注状況による仕事の

繁閑で報酬が変動するという実態もあり、特に外国人に対しては適正な就労環境

確保への配慮が必要であることから、以下のとおりとする。 

① 特定技能所属機関は、建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条の許可を

受けていること。 

② 特定技能所属機関は、国内人材確保の取組を行っていること。 

③ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本

人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇

給を行う契約を締結していること。 

④ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまで

の間に、当該契約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解すること

ができる言語で書面を交付して説明すること。 

⑤ 特定技能所属機関は、当該機関及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリ
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アアップシステムに登録すること。 

⑥ 特定技能所属機関は、外国人の受入れに関するア①の団体（当該団体を構成

する建設業者団体を含む。）に所属すること。 

⑦ 特定技能１号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常

勤の職員（外国人技能実習生、１号特定技能外国人を除く。）の総数を超えな

いこと。 

⑧ 特定技能所属機関は、国土交通省の定めるところに従い、１号特定技能外国

人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能

受入計画」の認定を受けること。 

⑨ 特定技能所属機関は、国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧

において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。 

⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必

要な協力を行うこと。 

⑪ 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明す

る書面を交付すること。 

⑫ そのほか、建設分野での特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れに必要な事

項 

 

１．建設分野において１号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結しようと

する特定技能所属機関に求める基準 

○ 建設分野の１号特定技能所属機関は、建設特定技能受入計画の国土交通大

臣による認定を受け、当該計画を適正に実施していることについて国土交通

省又は適正就労監理機関による確認等を受けることが求められます。 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合１号特定技能外国人支援計

画の適正な実施の確保に係る基準として、建設分野に特有の事情に鑑みて特

定技能基準省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に基づき告示をもっ

て定めたものです。 

○ 建設分野において１号特定技能外国人を受け入れる場合には、国土交通大

臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通

省への建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の認定前に、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが、地方出入国在留管理

局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには、建設特定技能受入

計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。【告示第２

条第１号イ】 

○ １号特定技能外国人の特定技能所属機関には、認定計画を適正に実施して

いることについて国土交通省又は適正就労監理機関の確認を受けること及び
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国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められ、当該調査・

指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技

能外国人の受入れはできないこととなります。【告示第２条第１号ロ・ハ】 

○ 特定技能外国人から、建設分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求

められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ

ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能

外国人の受入れができないこととなります。【告示第２条第１号ニ】 

○ また、国土交通省は、１号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するた

め、適正就労監理機関に、巡回訪問その他の方法により、特定技能所属機関

及び１号特定技能外国人に対する認定計画の実施状況の確認、情報収集、指

導・助言を行わせることとしています。【告示第６条第２項】 

〇 特定技能所属機関が正当な理由なく適正就労監理機関の巡回訪問に対して

非協力的な態度を取ることや適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な

対応をとることは、１号特定技能外国人の適正な就労環境の確保を妨げる行

為であり、国土交通大臣による報告の徴収若しくは指導の対象となり、又は

特定技能所属機関の基準に適合しないこととなります。【告示第２条第１号

ロ・ハ、第６条第１項】 

〇 なお、国土交通大臣が認めた適正就労監理機関の名称等は、国土交通省の

ホームページにて公表しています。 

○ １号特定技能外国人が退職した場合は、当該特定技能外国人の受入計画は

満了したことになります。退職した１号特定技能外国人が同じ特定技能所属

機関で就労を開始したい場合は、新たに当該特定技能外国人にかかる計画を

申請し、国土交通省の認定を受ける必要があります。 

○ 建設特定技能受入計画は、就労中又は就労予定の１号特定技能外国人が一

人もいなくなった場合であっても認定の取消しがなされるまでは継続されて

います。このため、就労中又は就労予定の特定技能外国人が一人もいなくな

った場合であっても、第２条第１号ロ・ハ及び第３条各号の要件を満たして

いる必要があります。これらの要件を満たす義務を免除されるためには、認

定受入計画の取消申請を行い、国土交通省の承認を受けて、認定受入計画を

取り消す必要があります。 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた

訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。特に当該１号特定技能外国

人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の場合には、労

働災害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修等を実

施する必要があります。 
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２．建設分野において２号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結しようと

する特定技能所属機関に求める基準 

○ ２号特定技能外国人の特定技能所属機関には、建設業法第３条第１項の許

可を受けていること、建設キャリアアップシステムに登録していること及び

告示第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所

属し、同条第１号イに規定する行動規範を遵守することが求められます。【告

示第２条第２号イ・ロ・ハ】 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号＞ 

○ 建設特定技能受入計画の認定証（告示様式第３）の写し 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第６―

１号） 

＜特定技能２号＞ 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第６－

１号） 

○ 建設分野における２号特定技能外国人特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公

私の機関の基準に関する誓約書（分野参考様式第６―２号） 

〇 建設業法（昭和 24 法律第 100 号）第３条第 1 項の許可を受けていることを証す

る書類 

〇 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号又は

事業者ＩＤを明らかにする書類（登録後に送付されるハガキ又はメールの写し） 
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第４ 建設特定技能受入計画の認定 

 

【関係規定】 

告示第３条 

前条第１号イの認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、様式第１

により建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 

２ 建設特定技能受入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 認定申請者に関する事項 

二 国内人材確保の取組に関する事項 

三 １号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項 

四 １号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項 

３ 国土交通大臣は、第１項の規定による認定の申請があった場合において、その建設

特定技能受入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その

認定をするものとする。 

一 認定申請者が次に掲げる要件をいずれも満たしていること。 

イ 建設業法第３条第１項の許可を受けていること。 

ロ 建設キャリアアップシステムに登録していること。 

ハ 第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建設業者団体に所属し、

同条第１号イに規定する行動規範を遵守すること。 

ニ 建設特定技能受入計画の申請の日前５年以内又はその申請の日以後に、建設業

法に基づく監督処分（同法第２９条第１項第５号による処分を除く。）を受けて

いないこと。 

ホ 職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材

確保の取組を行っていること。 

二 １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額

以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を

特定技能雇用契約に明記していること。 

三 １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契約

に係る重要事項について、様式第２により当該外国人が十分に理解することができ

る言語で説明していること。 

四 １号特定技能外国人の受入れを開始し、若しくは終了したとき又は１号特定技能

外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったときは、国

土交通大臣に報告を行うこと。 

五 １号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 

六 １号特定技能外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合

には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこと。 
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七 １号特定技能外国人の総数が常勤の職員（１号特定技能外国人及び技能実習生

（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年

法律第８９号）第２条第１項に規定する技能実習生をいう。）を含まない。）の総数

を超えないこと。 

八 １号特定技能外国人に対し、受け入れた後において、国土交通大臣が指定する講

習又は研修を受講させること。 

第４条 

国土交通大臣は、第２条第１号イの認定をしたときは、認定申請者に対し、様式第

３による認定証を交付するものとする。 

２ 国土交通大臣は、第２条第１号イの認定を受けた建設特定技能受入計画（以下

「認定受入計画」という。）の適正な実施を確保するため、建設キャリアアップシス

テムを運営する一般財団法人建設業振興基金、第７条に規定する適正就労監理機関

及び第１０条の登録を受けた法人に対し、認定申請者の同意を得て、必要最小限度

の範囲で、認定受入計画の内容を提供することができる。 

第５条 

特定技能所属機関は、認定受入計画について変更をするときは、国土交通大臣の認

定を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 特定技能所属機関は、前項に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その内

容を国土交通大臣に届け出なければならない。 

３ 特定技能所属機関は、全ての１号特定技能外国人の受入れを終了し、新たな特定

技能雇用契約の締結を行わない場合は、国土交通大臣に認定受入計画の認定の取消

しを申請することができる。 

４ 前２条の規定は、第１項の認定について準用する。 

第６条 

国土交通大臣は、認定受入計画（前条第１項の規定による変更の認定及び同条第２

項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施状

況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるとき

は、特定技能所属機関に対し、報告を求め、又は指導をすることができる。 

２ 国土交通大臣は、１号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に

規定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な

情報の収集並びに特定技能所属機関及び１号特定技能外国人に対する指導及び助言

を行わせることができる。 

第７条（略） 

第８条 

国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を

取り消すことができる。 
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一 認定受入計画が第３条第３項各号のいずれかに適合しなくなったと認めると

き。 

二 認定受入計画が適正に実施されていないとき。 

三 不正の手段により第２条第１号イ又は第５条第１項の認定を受けたとき。 

四 第６条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

五 特定技能所属機関から第５条第３項の規定に基づく申請があったとき。 

 

１．概要 

告示第２条第１号イの認定を受けようとする者は、告示様式第１により建設

特定技能受入計画を作成し関係法令に適合した添付書類とともに、国土交通大

臣に提出する必要があります。 

国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後、当該計画の認定前に、地方

出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが、地方出入国在

留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには、建設特定技能

受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。 

 

２．建設特定技能受入計画の認定 

 

（１）建設特定技能受入計画の認定要件及び記載事項 

  

建設特定技能受入計画（以下「計画」という。）は、試験を経て雇用する場合、

技能実習修了者を雇用する場合（技能実習先でそのまま継続して雇用する場合

及び技能実習先以外の企業で雇用する場合いずれも含む）、既に日本で就労中

の特定技能外国人の転職者を雇用する場合（一度退職した特定技能外国人を退

職時と同じ特定技能所属機関が再雇用する場合を含む）など、新たに特定技能

雇用契約を結ぶ場合には必ず国土交通大臣の認定が必要です。 

計画は、低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪

な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維

持すること、他産業・他国と比して有為な外国人材を確保すること、雇用者・

被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不

法就労を防止すること、特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった

場合でも建設業界として特定技能外国人の雇用機会を確保すること等、特定技

能外国人を受け入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項

について、国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担

保しようとするものです。したがって、計画の遵守は、国のみならず、業界の

共通利益に資するものです。 
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計画の認定及び記載事項に係る留意事項は、以下のとおりです。また、計画

の認定後、認定受入計画の内容について、必要最小限の範囲で、建設キャリア

アップシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金、適正就労監理機関及

び特定技能外国人受入事業実施法人に提供しますので、あらかじめご了解くだ

さい。 

 

①特定技能所属機関になろうとする者に関する事項【告示第３条第３項第１号

ロ・ハ】 

 

〇建設キャリアアップシステムへの事業者登録 

 建設キャリアアップシステムを活用することで、特定技能外国人に対する、

日本人と同様の、客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払の実現

や、工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の

確認、不法就労の防止等の効果が得られます。 

 特定技能所属機関になろうとする者は、あらかじめ建設キャリアアップシス

テムに登録する必要があります。 

 計画には、登録後に付される建設キャリアアップシステム事業所番号（以下

「事業者ＩＤ」という。）を記載してください。 

 なお、建設キャリアアップシステムの登録方法については、一般財団法人建

設業振興基金のホームページ等をご覧になり、不明な点があれば当該法人に

お問い合わせください。 

 

〇特定技能外国人受入事業実施法人への所属等 

 建設業界自ら特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組

を実施する営利を目的としない組織として国土交通大臣の登録を受けた者

は、特定技能外国人受入事業実施法人（以下「登録法人」という。）とし

て、当該事業を行うこととなります。 

 特定技能所属機関は、直接的又は間接的に登録法人に所属し、行動規範を遵

守する必要があります。登録法人の正会員である建設業者団体を通して間接

的に加入するか、登録法人の賛助会員として直接加入するか、いずれかの方

法で登録法人に所属し、登録法人が定める行動規範に従い、適正な受入れを

行って頂く必要があります。 

 登録法人の名称、所在地、登録年月日等の情報は、国土交通省のホームペー

ジにて公表しています。 

 

②国内人材確保の取組に関する事項【告示第３条第３項第１号ホ】 



運用要領別冊 

21 

 

 本在留資格（特定技能）は、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもな

お、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限

って外国人材の受入れを可能とするものです。国内で人材の確保に係る相応

の努力を行っているかどうかが重要な審査のポイントです。職員に対する処

遇をおろそかにしていないかや、適正な労働条件による求人の努力を行って

いるか、について審査をします。 

 したがって、ハローワークで求人した際の求人票や特定技能所属機関が雇用

している日本人技能者の経験年数及び報酬額（月額）が確認できる賃金台帳

の内容を確認した結果、適切な雇用条件（処遇等）での求人が実施されてい

ない場合や、既に雇用している職員（技能者）の報酬が経験年数等を考慮し

た金額であることが確認できない場合、計画は認定されないこととなりま

す。 

 その他の国内人材確保の取組としては、例えば、建設技能者の技能及び経験

を適切に評価して処遇改善を図ることを目的として建設業界全体で取り組ん

でいる建設キャリアアップシステムに加入し積極的に運用していること、な

どが想定されます。 

 職員の適切な処遇の確保、適切な労働条件を提示した労働者の募集等を行っ

ているかについては、（２）提出書類の⑨にて確認を行いますので、補足事

項がある場合には、その内容を記入してください。 

 また、就業規則や賃金規定を適切に定め、運用されているかも国内人材確保

の取り組みの一環として評価し、計画認定後も、国又は適正就労監理機関に

より必要に応じて助言、改善指導を行います。 

    

③１号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項【告示第３条第３項

第２号～第７号】 

 

〇１号特定技能外国人の処遇について（告示様式第１別紙１の３（５）（６）、告

示様式第１別紙２の１） 

 報酬予定額については、告示第３条第３項第２号において「同等の技能を有

する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習

熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記している

こと」を要件としています。 

 

（報酬の額） 

 １号特定技能外国人は技能実習修了者と同様に、既に一定程度の経験又は技

能等を有していることから、相応の経験を有する者として扱う必要がありま
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す。なお、建設分野特定技能１号評価試験又は技能検定３級合格者は３年程

度又は５年程度の経験を有する者として扱うこととします。 

このため、報酬予定額を決める際には、技能実習２号修了者であれば概ね３

年間、技能実習３号修了者であれば概ね５年間、日本に在留し技能実習を修

了した者であることから、従事しようとする業務について、概ね３年又は５

年程度の経験者として取り扱う必要があります。技能実習生として受け入れ

たことがある者を特定技能外国人として雇用する場合、技能実習生の最終年

度の報酬を上回ることはもちろんのこと、実際に１号特定技能外国人になろ

うとする者と同等の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬と比較

し、適切に報酬予定額を設定する必要があります。また、建設就労者受入事業に

おける建設就労者として従事した経験を有する特定技能外国人については、その経

験年数を加算して報酬額を決定する必要があります。なお、同等の技能を有する日

本人の処遇が低い場合は、処遇改善等、国内人材確保に向けた取組を行っておら

ず、告示第３条第３項第１号ホの基準を満たさないものと判断します。 

 特定技能所属機関になろうとする者が、技能実習生・建設就労者を雇用して

いる又は雇用していたことがある場合は、当該技能実習生・建設就労者に支

払っている又は支払っていた報酬とも比較し、適切に報酬予定額を設定する

必要があります。 

 業務区分統合により、既に就労中（認定済で受入前の者を含む）の１号特定

技能外国人の報酬を直ちに変更する必要はありません。 

しかし、認定計画以外の職種や作業に１号特定技能外国人が従事する場合は、

同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払う必要

があるため、変更後に従事する業務内容について同等の技能を有する日本人

と同等額以上の報酬額になるよう整合のとれた昇給を行い、その旨を明記し

た雇用契約を締結したうえで、国土交通大臣に外国人就労管理システム上で

届け出る必要があります。 

 特定技能の業務区分は、一定の工事を行う上で必要となる基本的な知識・経

験等をもとに、共通する技能が認められる作業を業務として区分したもので

す。したがって例えば、「とび」の技能実習３号を修了した者を「建設機械施工」に

従事させる予定である場合、５年の「建設機械施工」の技能を有する者として取り扱

います。この者が建設就労者であった場合は建設就労の期間（２年又は３年）の経

験が加算され、７年～８年の「建設機械施工」の経験を有する者として報酬予定額

を決める必要があり、同等の「建設機械施工」の技能を有する日本人と同等額以上

の報酬であることが求められます。 

 国土交通省の計画の認定審査において、同等の技能を有する日本人と同等額

以上の原則の徹底、賃金が高い地域への特定技能外国人の偏在、集中の緩和
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の観点から、申請書に記載された報酬額について 

・同じ事業所内の同等技能を有する日本人の賃金 

・事業所が存する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準 

・全国における同一又は類似職種の賃金の水準 

・他の在留資格から変更して継続雇用する場合には、これまでの賃金 

・既に１号特定技能外国人が在籍している場合は当該者、技能実習生が在籍

している場合は当該者の賃金 

と比較して審査を行い、低いと判断される場合には引き上げるよう指導する

ことがあります。その場合には、特定技能所属機関は、報酬額を変更の上で、

再度、雇用契約の重要事項説明や契約締結の手続を行っていただくことにな

ります。 

 また、１号特定技能外国人については、建設キャリアアップシステムへの技

能者登録が要件となっていますので、同システムによる能力評価を活用しつ

つ、技能レベルに応じた適切な処遇を心がけてください。客観的な能力評価

基準に基づき国籍を問わず処遇することにより、日本人、外国人それぞれか

ら、処遇に対する納得感が得られることになり、低賃金への不満を理由とし

た失踪を抑制する効果が期待できます。 

 

（報酬の支払形態） 

 日給制や時給制の場合、季節や工事受注状況による仕事の繁閑によりあらか

じめ想定した報酬予定額を下回ることもあり、報酬面のミスマッチが特定技

能外国人の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性を否定できません。 

 したがって、特定技能外国人については安定的な報酬を確保するため、仕事

の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち月給制（※）によりあらかじ

め特定技能外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが

必要です。特定技能所属機関で雇用している他の職員が月給制でない場合も、

特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払が求められます。 

 また、「報酬を安定的に支払い」とは、月給制のほか、特定技能外国人への報

酬の支払いをより確実かつ適正なものとするため、報酬の支払方法を預貯金

口座への振込とすることも意味しています。厚生労働大臣の指定を受けた資

金移動業者の口座への資金移動による報酬支払（デジタル払い）を選択する

ことも可能です。特定技能所属機関は、重要事項事前説明の段階で特定技能

外国人に対し、報酬の支払方法として預貯金口座への振込みまたはデジタル

払いであることを説明した上で、当該外国人の同意を得る必要があります。 

※ 本要領において「月給制」とは、「１カ月単位で算定される額」（基本給、毎月

固定的に支払われる手当及び残業代の合計）で報酬が支給されるものを指し
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ます。 

※ 特定技能外国人に支給される報酬のうち「１カ月単位で算定される額」が、

同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる１カ月当たりの平均

的な報酬額と同等であることが求められます。 

※ 特定技能外国人の自己都合による欠勤（年次有給休暇を除く）分の報酬額を

基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由と

した現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められ

ません。天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休

業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の 60％以上を支払う必要があ

ります。また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申

出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。 

※ １カ月あたりの所定労働日数が変動したり、変形労働時間制を採用すること

により１カ月の所定労働時間数が変動したりする場合も、「１カ月単位で算定

される額」で報酬を支給しなければなりません。 

 

（昇給等） 

 １号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して５年を超えな

い範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。したがって、専

ら勤続年数のみを条件とする毎年の所定内賃金の上昇又は概ね一年以内に達

成されることが確実であると見込まれる事項を条件とする昇給が必須である

他、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評

価におけるレベルがステップアップした際の昇給を行う場合には、それらの

昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約及び計画に記載しておくことが

必要です。 

 また、賞与、各種手当や退職金についても日本人と同等に支給する必要があ

り、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。 

  就業規則や賃金規定において、無期雇用契約者と有期雇用契約者で賞与・退

職金の取扱いが異なる場合は、無期雇用契約者と同等以上である必要があり

ます。これは、１号特定技能外国人は本人の希望ではなく、制度によって有

期雇用契約しか選択できないものであるため、無期雇用契約者と同等以上と

するものです。 

 

〇１号特定技能外国人に対する事前説明について（告示様式第１別紙２の２、様

式第２） 

 特定技能所属機関は、必ず告示様式第２を用い、１号特定技能外国人に支払

われる報酬予定額や業務内容等について、申請日及び雇用開始予定日前概ね
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６か月以内に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明

し、当該契約に係る重要事項について理解していることを確認した上で、特

定技能雇用契約を締結する必要があります。「当該外国人が十分に理解する

ことができる言語」が日本語である場合にはその根拠（例：日本の高校を卒

業している、日本の大学を卒業している、日本語検定でN2以上に合格してい

る等）を申請書に記載してください。単に技能実習２号又は３号を修了して

いるというだけでは根拠となりません。 

 「平成31年３月28日付け基発0328第28号・厚生労働省労働基準局長通知」

記２に記載された事項に係る、高所からの墜落・転落災害、機械設備、車両

系建設機械等によるはさまれ・巻き込まれ等のおそれのある業務、化学物

質、石綿、電離放射線等にばく露するおそれのある業務や夏季期間における

屋外作業等の暑熱環境における作業などの危険又は有害な業務に特定技能外

国人を従事させる可能性がある場合には、その旨を当該特定技能外国人に説

明し、理解を得なければ当該業務に従事させることはできません。また、転

倒災害発生のおそれとその防止対策等について、当該特定技能外国人が理解

していることを確認する必要があります。 

 当該業務に１号特定技能外国人を従事させる可能性がある場合には、必ず、

告示様式第２の「６．業務内容」欄に明記のうえ、健康上のリスクとその予

防方策について具体的かつ丁寧に説明を行い、当該外国人から理解・納得を

得た場合に限り、雇用契約を締結するようにしてください。なお、従事させ

る理由の如何によっては計画を認定しないこともあり得ます。 

 説明は直接対面で行うことを必ずしも要さず、テレビ電話等の映像と音声が

双方向で確認できるもので行うことも可能であり、説明時に通訳の方が同席

することは差し支えありません。 

 なお、送出し国の国内法制や我が国との間の協力覚書等によっては、主たる

業務か付随的な関連業務かの別にかかわらず、従事させることができない業

務もありますので、ご留意ください。例えば、ベトナムに関しては、同国の

国内法令によって、放射能の影響下にある区域、放射能汚染区域における就

労が禁止されているため、そのような活動が想定される場合、ベトナム当局

は、我が国とベトナムとの間の協力覚書の規定に基づき、ベトナム国内で必

要な手続を完了したことを証する推薦者表を作成しないことに留意願いま

す。 

 また、計画の適正な実施の確保を目的とした場合に限り、必要最小限の範囲

で、国土交通省が一般財団法人建設業振興基金等へ当該計画の記載事項に係

る情報を提供することについて、特定技能外国人の同意を得る必要がありま

す。 
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※ １号特定技能外国人支援計画の実施においては、在留資格認定証明書交付申

請前又は在留資格変更許可申請前の事前ガイダンスを行わなければなりま

せん。これに加えて、従事させる業務の内容、報酬に係る情報提供につい

て、告示様式第２を用いて行わなければなりません。（事前ガイダンスにつ

いては、特定技能外国人受入れに関する運用要領（別冊（支援））を参照し

てください。）。 

 

〇１号特定技能外国人の受入れ状況等の報告について（告示様式第１別紙２の４） 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入れを開始したとき、特定技

能雇用契約が終了したとき、当該外国人が２号特定技能に移行したとき又は

当該外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となった

とき（例：経営悪化に伴う雇止め、受入計画の認定の取り消し、在留資格の喪

失、特定技能外国人の失踪等）は、国土交通大臣に報告を行う必要がありま

す。（告示第３条第３項第４号） 

報告の種類 報告を行うべき事由 報告の時期 

受入報告 特定技能外国人を受け入れたと

き 

受入を開始後１ヶ月以

内 

退職報告 特定技能雇用契約が終了したと

き 

契約の終了後速やかに 

２号移行報告 特定技能２号に移行したとき ２号特定技能に移行後

速やかに 

継続不可事由発

生報告書 

経営悪化に伴う雇い止め 

受入計画認定の取消 

在留資格の喪失 

特定技能外国人の失踪 等 

報告を行うべき事由が

発生後速やかに 

 特に、告示第３条第３項第４号による受入れの報告は、受入れ後原則として

１か月以内に行う必要があり、退職報告は特定技能雇用契約の終了後、２号

移行報告は２号特定技能に移行後速やかに行う必要があります。 

※ 特定技能雇用契約の終了や特定技能外国人が活動を継続することが困難とな

ったときは、別途、地方出入国在留管理局に対する届出も必要ですので留意

ください（特定技能外国人受入れに関する運用要領「第７章 特定所属機関

に関する届出」を参照してください。）。 

 

〇建設キャリアアップシステムへの技能者登録 

 建設キャリアアップシステムには、特定技能所属機関のみならず、特定技能

外国人も入国後速やかに登録する必要があります。技能者登録は簡易型登
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録・詳細型登録のいずれかを指定することはありませんが、昇給や手当に建

設キャリアアップシステムのレベルアップが条件となっている場合は、レベ

ル判定のできる詳細型登録である必要があります。 

 既に日本に在留している技能実習修了者等を雇用する場合には、建設キャリ

アアップ技能者ＩＤを明らかにする書類（建設キャリアアップカードの写

し）を申請時に提出する必要があります。 

 海外から新規に入国される特定技能外国人の場合、入国後原則として１か月

以内に、建設キャリアアップ技能者ＩＤを明らかにする書類（建設キャリア

アップカードの写し）を国土交通省へ提出する必要があります。国土交通省

は、特定技能外国人に限らず技能者全員を建設キャリアアップシステムに登

録することを通じて、特定技能所属機関における客観的基準に基づく技能と経験

に応じた賃金支払いの実現を図っていきたいと考えています。 

 

〇元請建設業者の指導について（告示様式第１別紙２の６） 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人が従事する建設工事において、申

請者が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者

（元請建設業者）からの、国土交通省が別途定めるガイドライン（特定技能

制度に関する下請指導ガイドライン※）に基づく指導に従わなければなりません。 

※ ガイドラインは、国土交通省のホームページにおいて公表しています。 

 例えば、特定技能所属機関が１号特定技能外国人を現場に入場させる際には、

現場入場届出書を各添付書類と併せて元請建設業者に提出することが必要と

なります。 

 認定受入計画の内容は、告示第４条第２項の規定に基づき、建設キャリアア

ップシステムを運用する一般財団法人建設業振興基金に提供されますので、

同システムに蓄積されることになり、その情報に基づき、元請建設業者が指

導することがあります。 

 

〇常勤職員数（告示様式第１別紙１ １(10)、３(２)） 

 建設分野の１号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関となろうとする

者の常勤の職員（全ての１号特定技能外国人及び技能実習生を含まない）の総

数を超えてはいけません。 

 建設技能者は、一つの事業所だけで働くわけではなく、様々な現場に出向い

て働くことが想定されますので、支援を要する１号特定外国人を監督者が適

切に指導し、育成するためには、一定の常勤雇用者が必要であるためです。 

 

④１号特定技能外国人の安全衛生教育及び技能の習得に関する事項【告示第３条
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第３項第８号】 

 

〇受入れ後の講習又は研修について（告示様式第１別紙２の７） 

 国土交通大臣が、１号特定技能外国人の受入れ後に受講すべき講習又は研修

（以下「受入れ後講習」という。）を指定した場合、特定技能所属機関は、

１号特定技能外国人の受入れ後、当該外国人に対し、受入れ後講習を受講さ

せることが必要です。指定した受入れ後講習に参加させない場合には、認定

要件を満たさないものとして取り扱います。 

 講習又は研修を受けさせる義務は、特定技能外国人に課される義務ではな

く、特定技能所属機関が受入計画の認定を受けるための要件です。このた

め、講習又は研修を受けさせる際は、特定技能所属機関の業務の一環とし

て、当該特定技能外国人の出勤日として取り扱う必要があるとともに、講習

又は研修に参加するために必要な時間（移動時間等を含む）については通常

の出張と同様に取り扱う必要があります。 

 国土交通大臣が指定する受入れ後講習の一つに、適正就労監理機関が実施す

る講習があります。本講習は、計画の真正性確認や母国語相談ホットライン

窓口、転職支援等の仕組みの情報提供など、適正就労環境確保の観点から、

１号特定技能外国人として就労を開始するに当たって必要な知識、情報等を

付与することを目的として行うものです。 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入れ後、概ね３か月～６か月

の間に、当該外国人に対し当該講習を受講させることが必要です。当該講習

については、適正就労監理機関から特定技能所属機関に対し、１号特定技能

外国人の受入れ後に日時や場所等の通知がなされますので、受講可能なもの

を選択し受講させてください。 

 この他、国土交通大臣が指定する講習又は研修の内容については、国土交通

省のホームページにて公表しています。 

 

○受入予定期間（計画期間）について（告示様式第１別紙１ ３（１）） 

 １号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が５年となっ

ています。計画期間や特定技能雇用契約期間、在留期限に関わらず、「１号

特定技能」での通算在留期間が５年に達した時点で、以後の在留は認められ

ないことに留意してください。 

 

〇安全衛生教育について（告示様式第１別紙１ ４(1)） 

 計画には、１号特定技能外国人に従事させる業務に従い、労働安全衛生法に

基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等を箇条書きしてください。
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１号特定技能外国人に従事させようとする業務に必要となる安全衛生教育の

内容が満たされていない場合、国土交通省は特定技能所属機関に対し、指導

を行うことがあります。なお、「平成 31 年３月 28 日付け基発 0328 第 28 号・

厚生労働省労働基準局長通知」記２に記載された事項に係る、危険又は有害

な業務に特定技能外国人を従事させる場合には、雇い入れ時等の安全衛生教

育や特別教育等において、当該危険又は有害な業務に伴う労働災害発生のお

それとその防止対策等について正確に理解させるよう留意が必要です。 

 労働安全衛生法に基づく特別教育等の安全衛生教育又は技能講習等の受講の

ための旅費、受講料などの費用負担は、特定技能所属機関が負担することに

なります。 

 

〇技能の習得について（告示様式第１別紙１ ４(2)） 

 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人の受入後、在留期間中のできる限

り早期に職種毎の能力評価基準に定める安全衛生講習を受講させ、建設キャ

リアアップシステムのレベル２の能力レベルに相当する技能教育を施すよう

努めてください。 

 特定技能所属機関は、受入後３年以内に技能検定２級、５年以内に技能検定

１級の取得を目指す等、５年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう

努める必要があります。 

 計画には、特定技能外国人の在留中の具体的な技能の習得の目標を記載して

ください。 

 

（２）提出書類 

① 建設特定技能受入計画認定申請書（告示様式第１） 

※ オンライン申請の場合不要 

② 建設特定技能受入計画（告示様式第１（別紙１、別紙２、別紙３）） 

※ オンライン申請の場合不要 

③ 特定技能所属機関になろうとする者の登記事項証明書 

④ 常勤の職員の数を明らかにする文書（常勤の職員の社会保険の加入状況が分か

る書類を添付すること） 

⑤ 建設業法（昭和 24 法律第 100 号）第３条第１項の許可を受けていることを証

する書類 

⑥ 特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号

又は事業者ＩＤを明らかにする書類（登録後に送付されるハガキ又はメールの

写し） 

⑦ 建設キャリアアップ技能者ＩＤを明らかにする書類（建設キャリアアップカ
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ードの写し） 

⑧ 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類（会員証明

書の写し） 

⑨ ハローワークで求人した際の求人票（計画申請日から１年以内のもの） 

⑩ １号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等

額以上の報酬額を安定的に支払うことを証する書類 

※ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳（直近の日本人に対する平均的な月額

の報酬支払実績が分かるもの）及び実務経験年数を証する書類を含む 

⑪ 特定技能所属機関となろうとする者が、特定技能外国人と締結した特定技能雇

用契約書及び雇用条件書の写し（※１） 

⑫ １号特定技能外国人に対し、特定技能雇用契約を締結するまでの間に、当該契

約に係る重要事項について、当該外国人が十分に理解することができる言語で

書面を交付して説明したことを証する書類の写し（告示様式第２） 

⑬ 就業規則及び賃金規程（「常時１０人以上の労働者を使用しない」企業であっ

てこれらを作成していない場合には提出不要。これらを作成している場合には

提出してください。） 

⑭ 法人番号の確認ができる書類（法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番

号公表サイト（http://www.houjinbangou.nta.go.jp）より自社の情報を印刷し

たものの写しのいずれか１点） 

 

※１ 雇用契約書・雇用条件書は、労働基準法等に従い、適切に契約されたもの

を提出してください。国土交通省に雇用契約書・雇用条件書を提出して頂く

のは、労働に関する法令に関する審査を行うものではなく、建設特定技能受

入計画の認定に必要な事項の裏付け資料として使用し、建設分野特有の基準

を満たしているかを確認したうえで審査を行うためです。建設特定技能受入

計画が認定されたからといって、その申請に添付された雇用契約書・雇用条

件書に記載された内容が、労働に関する法令等に照らして適法であると国土

交通省が認定したものとはなりません。労働に関する法令に関しての適法性

に疑義がある場合は、国土交通省への申請前に、申請企業等を所管する労働

基準監督署にご相談のうえ、適法に締結された契約書等を提出してください。 

 

（３）申請先 

外 国 人 就 労 管 理 シ ス テ ム ( https://gaikokujin-

shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal ) 

※原則としてオンラインによる申請となります。上記ＵＲＬ又は国土交通省

ホームページのリンクからお進みください。 

https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal
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※計画の審査及び認定は各地方整備局等において行います。お問い合わせ先

は国土交通省のホームページをご確認ください。 

    

３．建設特定技能受入計画の変更 

 

計画の記載事項に変更がある場合、特定技能所属機関は、国土交通大臣に対し

て計画の変更申請又は届出を行う必要があります。 

 

 変更については原則としてオンラインによる申請又は届出になります。 

 変更の申請については分野参考様式第６－７、変更の届出については様式第

６－８を使用し、変更箇所が分かるように記載してください。 

 提出先は、２．（３）と同様です。 

 変更を行わず特定技能外国人の受入れを継続した場合、告示第８条により計

画の認定が取り消される可能性がありますので、留意してください。 

 新たな１号特定技能外国人の追加の場合も、１号特定技能外国人受入リスト

の変更となるため、変更申請となります。 

 １つの特定技能所属機関が保有することができる認定受入計画は１つのみと

なります。既に有効な認定受入計画を保有している特定技能所属機関が、新

たな別個の特定技能受入計画を申請した場合は、告示第３条第３項第７号の

１号特定技能外国人の総数が常勤の職員の総数を超えないことという基準に

ついて、第８条第３号に定める不正の手段により第２条第１号イの認定を受

けたとみなされ、計画の認定が取り消される可能性がありますので、くれぐ

れも重複申請をしないように十分留意してください。 

 変更申請中に新たな別の変更申請をすることはできません。先に申請された

変更申請の内容と抵触する別の変更申請がなされた場合に、どちらの変更申

請に基づいて審査を行えばよいかの判断ができなくなるためです。変更申請

を行う場合は、十分な余裕をもって申請を行うようにしてください。 

（変更申請が必要なケース） 

  １．雇用の根幹に関わる事項の変更 

  ２．受入の根幹に関わる事項の変更 

  ３．その他の重要事項の変更 

 

（変更届出が必要なケース） 

変更申請事項以外の事項の変更 

※変更申請と変更届出の区分につきましては、国土交通省のホームページを

ご確認ください。 
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（その他留意事項） 

１号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する場合、国土

交通省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、再来日以後の計画期

間について新たな計画の認定を受ける必要があります。 

また、この場合、地方出入国在留管理局にも以下の届出が必要になります。 

①雇用契約を終了する場合 

「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」及び「特定技能所属機関

による特定技能雇用契約に係る届出（特定技能雇用契約の終了）」 

②新たな雇用契約を締結する場合 

  「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出（新たな特定技能雇

用契約の締結）」 

 新たな雇用契約に対応する建設特定技能受入計画認定証の写しを添付してく

ださい。    

※届出方法の詳細については、特定技能外国人受入れに関する運用要領の第７

章 特定技能所属機関に関する届出をご確認ください。 

 

４．建設特定技能受入計画の認定の取消し 

 

告示第８条のいずれかに該当するときは、計画の認定が取り消されることとな

ります。 

また、計画の認定が取り消された場合、特定技能所属機関は、特定技能外国人

を他の特定技能所属機関へ転職させるための支援を行う必要があります。 

建設分野の場合、告示第１０条の登録法人が転職先の斡旋を行うことになって

いますので、特定技能所属機関自らが転職先を確保できない場合には、登録法人

に対して、転職の支援が必要な旨、報告を行ってください。 
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第５ 特定技能外国人受入事業実施法人の登録等 

 

【関係規定】 

告示第１０条 

建設分野における特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の

特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以

下同じ。）の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としな

い法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受け

ることができる。 

一 次に掲げる取組（以下「特定技能外国人受入事業」という。）を行うこと。 

イ 特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて構成員が遵守すべき

行動規範の策定及び適正な運用 

ロ 建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（平成

３０年１２月２５日閣議決定）で定めるすべての試験区分についての建設分野

特定技能評価試験の実施 

ハ 特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職のあっせんその他

の特定技能外国人の雇用の機会の確保を図るために必要な取組 

ニ 特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保す

るための取組 

二 特定技能外国人が従事することとなる業務に関係する建設業者団体及び主とし

て発注者から直接建設工事を請け負う建設業者を構成員とする建設業者団体を構

成員に含むものであること。 

三 国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会

の構成員となり、当該協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 第１号ニの取組に係る業務のうち第７条第１号及び第２号に掲げる業務に該当

するものについては、委託により適正就労監理機関に行わせるものとし、当該委

託に要する費用を負担すること。 

第１１条 

前条の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）は、次に掲げる事項

を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 

一 名称及び住所並びにその代表者の氏名 

二 事務所の所在地 

三 特定技能外国人受入事業の実施体制及び実施方法に関する事項 

２ 前項の申請書には、登録申請者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約す

る書面を添付しなければならない。 

第１２条 
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国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は前条第１

項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若

しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 

一 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上

の支配力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。）のうちに次

に掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの 

イ 第１６条の規定により第１０条の登録の取消しの処分を受ける原因となった

事項が発生した当時現に当該取消し処分を受けた法人の役員であった者で、当

該取消しの日から起算して５年を経過しないもの 

ロ 第１０条の登録の申請の日前５年以内又はその申請の日以後に、出入国又は

労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

二 特定技能外国人受入事業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていな

い者 

三 第１６条の規定により第１０条の登録を取り消され、当該取消しの日から起算

して５年を経過しない者 

第１３条 

国土交通大臣は、第１１条第１項の規定による登録の申請を受けた場合において、

登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を登録申請者

に通知しなければならない。 

第１４条 

第１０条の登録を受けた者（以下「登録法人」という。）は、第１１条第１項各号に

掲げる事項に変更があったときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな

い。 

２ 第１１条第２項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

第１５条 

国土交通大臣は、登録法人の特定技能外国人受入事業の適正な実施を確保するため

に必要があると認めるときは、当該法人に対し、当該事業に関し報告を求め、又は指

導をすることができる。 

第１６条 

国土交通大臣は、登録法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取

り消すことができる。 

一 第１２条第１号又は第２号に該当するに至ったとき。 

二 第１４条第１項の規定に違反したとき。 

三 不正の手段により第１０条の登録を受けたとき。 

四 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理
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由を当該登録を取り消された者に通知しなければならない。 

第１７条 

国土交通大臣は、第１０条の登録をしたとき又は登録法人から第１４条第１項の規

定による変更の届出（第１１条第１項第１号及び第２号に掲げる事項の変更に係るも

のに限る。）があったときは、登録法人に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 

一 名称及び住所並びにその代表者の氏名 

二 事務所の所在地 

三 登録をした年月日又は登録法人が変更をした年月日 

２ 国土交通大臣は、前条第１項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を

取り消された者に係る次に掲げる事項を公表するものとする。 

一 名称及び住所並びにその代表者の氏名 

二 登録をした年月日 

三 登録を取り消した年月日 

３ 前２項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものと

する。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（１）「建設分野特定技能１号評価試験」又は「技能検定３級」（運用方針３（１）ア

の試験区分：運用方針別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）のとおり） 

ア 技能水準及び評価方法（特定技能１号） 

（技能水準） 

当該試験は、図面を読み取り、指導者の指示・監督を受けながら、適切かつ安

全に作業を行うための技能や安全に対する理解力等を有する者であることを認

定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力と

して稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。 

（評価方法） 

① 「建設分野特定技能１号評価試験」 

試験言語：日本語 

実施主体：国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人 

実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式 

② 「技能検定３級」 

試験言語：日本語 

実施主体：都道府県（一部事務は都道府県職業能力開発協会） 

実施方法：学科試験及び実技試験 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 
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① 建設分野特定技能１号評価試験については、試験の実施に当たり、試験問題

の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配置、顔

写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施等、

替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。 

② 技能検定３級については、各試験実施主体において講じられている顔写真

付きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施等の措置に従う。 

（２）「建設分野特定技能２号評価試験」、「技能検定１級」又は「技能検定単一等級」

（運用方針３（２）アの試験区分：運用方針別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）

のとおり） 

ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

（技能水準） 

当該試験の合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業

に従事し、工程を管理する者（以下「班長」という。）としての実務経験（必要

な年数については、試験区分ごとに国土交通省が別途定める。）を要件とする。

当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であることを認

定するものである。また、班長としての実務経験を確認することで、その者が建

設現場において複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する能

力も有すると認められる。 

したがって、これらの要件を満たす者は、法第２条の３第１項に規定する特

定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針（以下「基本方針」とい

う。）に定める熟練した技能を有するものと認める。 

（評価方法) 

① 「建設分野特定技能２号評価試験」 

 試験言語：日本語 

 実施主体：国土交通大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人 

 実施方法：コンピューター・ベースド・テスティング（ＣＢＴ）方式 

② 「技能検定１級」又は「技能検定単一等級」 

 試験言語：日本語 

実施主体：都道府県（一部事務は都道府県職業能力開発協会） 

 実施方法：学科試験及び実技試験 

イ 試験の適正な実施を担保する方法 

① 建設分野特定技能２号評価試験については、試験の実施に当たり、試験問題

の厳重な管理、当該試験内容に係る実務経験を有する試験監督員の配置、顔

写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認や持ち物検査の実施等、

替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じる。 

② 技能検定１級及び技能検定単一等級については、各試験実施主体において
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講じられている顔写真付きの公的な身分証明書による当日の本人確認の実施

等の措置に従う。 

 

１．概要 

   

建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するため

の取組を実施する営利を目的としない法人は、要件を満たせば、国土交通大臣

から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。建設分

野で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関はすべて、この登録を受け

た法人に直接または間接的に所属し、その行動規範を遵守することが求められ

ます。 

登録法人の名称、所在地、登録年月日等の情報は、国土交通省のホームペー

ジにて公表しています。 

 

２．特定技能外国人受入事業実施法人の登録 

 

（１）登録要件 

 

①特定技能外国人受入事業【告示第１０条第１号】 

 

〇行動規範の策定及び当該規範の適正な運用 

 特定技能外国人受入事業実施法人（以下「登録法人」という。）は、特定技能

外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて、低賃金や社会保険未加入と

いった処遇で労働者を雇用するなどの劣悪な労働環境が確認される企業の建

設市場への参入を認めず公正な競争環境を整備すること、他産業・他国と比

して有為な外国人材を確保すること、建設分野における外国人技能者の失踪・

不法就労を防止すること、特定技能所属機関における受注環境の変化が起こ

った場合に建設業界として特定技能外国人の転職先などの雇用機会を確保す

ること等の課題に対処するために設けるものです。 

 登録法人は、これらの課題に的確に対応するための行動規範を策定し、当該

行動規範の適正な運用を図る必要があります。 

 

〇建設分野特定技能評価試験の実施 

 登録法人は、すべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験を実施

する必要があります。また、登録法人は建設分野特定技能１号及び２号に係

る特定技能評価試験の作成に当たっては試験実施業務区分ごとに、関係建設
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業者団体（登録法人の正会員である専門工事業団体に限る。）又は当該団体加

盟企業の職員からなる試験委員と国土交通省及び登録法人から構成される試

験委員会の確認を受ける必要があります。 

 

〇建設分野における特定技能外国人に対する講習、訓練又は研修の実施、就職の

あっせん等の取組 

 登録法人は、建設分野における特定技能外国人が有する能力を有効に発揮で

きる環境を整備するため、海外現地機関と業務提携をしたうえで、教育訓練

プログラムを策定し、教育訓練実施のための講師の派遣や訓練に必要な資機

材の調達等について取り組む必要があります。 

 また、登録法人は専門工事業団体と連携して、特定技能外国人に対し、必要

な技能研修や日本語研修等について取り組む必要があります。 

 就職のあっせんについては、建設労働者の場合、民間の有料職業紹介事業者に

よる人材あっせんが受けられないため、他業種と比べて特定技能外国人の求人求

職に不利となっています。したがって、主に登録法人が、企業からの求人情報を集

約し、求人求職のあっせん等を行うことになります（ハローワーク等の無料職業

紹介の活用は自由に行えます）。また、建設分野特定技能外国人や技能実習修了

者が現所属先から転職を希望した際の対応も求めに応じて行うことになりま

す。 

 

〇特定技能所属機関が認定受入計画に従った受入れを行っていることを確保する

ための取組 

 計画に従った受入れを行っていることを継続的に確認することは、建設業界

の共通の利益に資するものであるため、国のみならず、建設業界を代表する

立場である登録法人自身にもその役割を担わせることとしたものです。いわ

ば、登録法人は、建設業界の自警団としての役割を担っていると考えて良い

でしょう。 

 登録法人は、構成員間での取組はもちろん、国及び適正就労監理機関とも連

携し、計画に従った受入れを継続的に呼びかけるとともに、定期的な巡回訪

問等による指導及び助言、特定技能外国人に対する常時の相談及び苦情の受

付とそれを受けた対応も含め、適正な受入れに対応できる体制を構築する必

要があります。 

 

②登録法人の構成員 

 特定技能外国人が従事することとなる業務に関係する専門工事業団体及び元

請建設業者団体を構成員とする必要があります。 
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 これ以外の建設業者団体や建設関係団体、登録支援機関などについても構成

員となることが想定されます。 

※特定技能所属機関が、登録法人の構成員である建設業者団体のいずれにも

加入していない場合は、当該特定技能所属機関自身が登録法人の構成員とな

ることが求められます。 

 

③協議会への参画 

 登録法人は、②のとおり、受入れ職種に関係する専門工事業団体及び元請建

設業団体が構成員であり、かつ、特定技能所属機関すべてが直接または間接

的に所属していることから、業界団体及び特定技能所属機関を代表する立場

として、国土交通省が設置する建設分野に係る特定技能外国人の受入れに関

する協議会の構成員となり、調査又は指導に対する必要な協力を行うことが

求められます。 

 

④適正就労監理機関への委託 

 登録法人は、特定技能所属機関が計画に従った受入れを行っていることを確

保するための取組の一つとして、特定技能所属機関及び１号特定技能外国人

に対する巡回訪問その他の方法による指導・助言、１号特定技能外国人から

の苦情・相談への対応を行うことが想定されます。 

 これらの業務は、告示第 10 条第１号ニに規定する登録法人が実施する取組の

一つに該当するものですが、特定技能所属機関における特定技能外国人の就

労状況をモニタリングし、建設技能や労働関係法令等に関する専門的知識に

基づき的確に指導や助言を行うことが求められる監理業務であるため、一定

の専門性及び独立性が必要です。 

 適正就労監理機関は、国土交通省がこれらの業務を行う能力を有すると認め

た者であり、特定技能所属機関とは利害関係を有さない独立した主体ですの

で、登録法人は、上記業務を行う際には、この適正就労監理機関に対し、委託

により行わせるものとし、当該委託に要する費用を負担するものとします。 

 

（２）提出書類（様式任意） 

① 特定技能外国人受入事業実施法人登録申請書 

② 登記事項証明書 

③ 定款 

④ 役員名簿（氏名（フリガナ含む）、生年月日、性別、住所等を記載） 

⑤ 貸借対照表又は正味財産増減計算書の写し 

※設立初年度に登録申請を行う場合、正味財産増減計算書は見込額を計
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上すること。 

⑥ 事業内容が確認できる書類 

⑦ 申請者が告示第 12 条各号のいずれにも該当しないことの誓約書 

⑧ 建設業者団体構成員名簿 

⑨ 実施体制図 

 

（３）申請先 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 

国土交通省不動産・建設経済局国際市場課 

（郵送又は持参） 

 

３．登録に係る申請書記載事項の変更 

法人は、登録申請時の申請事項に変更がある場合は、国土交通大臣に対して届

出を行う必要があります（様式は任意）。提出先は、２．（３）と同様です。 

 

４．法人の登録及び取消しに係る公表 

国土交通省が法人の登録を行った場合又は告示第１６条のいずれかに該当する

として法人の登録を取り消した場合は、当該法人の事業者名その他の情報を国土

交通省のホームページにて公表します。 
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特定技能所属機関等が行う手続等（フロー図） 

１号特定技能外国人の受入れから帰国までの間において、特定技能所属機関等

が行う必要のある主な手続（申請、報告等）については下図のとおりです。 

時期    １号特定技能外国人 特定技能所属機関 特定技能外国人受入事業実施法人 

入国前

又は在

留資格

変更前                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入国時

等 

 

受入時 

 

 

 

 

 

 

転職時 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建設特定技能受入計画の認定申請後に当該計画の認定を待たずに在留資格の申請を行うことが可能です。その場合、当該計

画の認定が得られ次第、地方出入国在留管理局へ建設特定技能受入計画認定証（写し）を提出してください。 

特定技能雇用契約にかかる重要事項説明 

特定技能雇用契約締結 

建設特定技能受入計画の認定申請 

（申請先：国）（※） 

在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請 

（申請先：入）（※） 

実施法人又は当該法人を構成する建設業

者団体への加入 

（申請先：法等） 

１号特定技能外国人の受入報告 

（報告先：国） 

１号特定技能外国人の退職報告書 

（報告先：国） 

【凡例】国→国土交通省 入→地方出入国在留管理局、法→実施法人 基：建設業振興基金 

 実施法人の登録申請 

（申請先：国） 

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録申

請 

（申請先：基） 

 

転職支援 

＜日本国内に在留している場合＞ 

建設キャリアアップシステムの登録

完了 

（申請先：基） 

 

 

各種試験の受験 

（対象者のみ） 

 

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録完

了の届出（届出先：国） 

（報告先：国） 

 

１号特定技能外国人の受入報告 

（報告先：国） 

実施法人の登録 

＜国外から入国する場合＞ 

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録完了 

（原則として入国から１ヶ月以内） 
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また、２号特定技能外国人の受入れにおいて、特定技能所属機関等が行う必要

のある主な手続（申請、報告等）については下図のとおりです。 

 

時期    ２号特定技能外国人 特定技能所属機関 特定技能外国人受入事業実施法人 

入国前

又は在

留資格

変更前                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入国時

等 

 

受入時 

 

 

 

 

 

 

転職時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請 

（申請先：入） 

実施法人又は当該法人を構成する建設業

者団体への加入 

（申請先：法等） 

【凡例】国→国土交通省 入→地方出入国在留管理局、法→実施法人 基：建設業振興基金 

 実施法人の登録申請 

（申請先：国） 

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録申

請 

（申請先：基） 

 

＜日本国内に在留している場合＞ 

建設キャリアアップシステムの登録

完了 

（申請先：基） 

 

 

各種試験の受験 

（対象者のみ） 

 

実施法人の登録 

＜国外から入国する場合＞ 

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの登録完了 

（原則として入国から１ヶ月以内） 

１号特定技能外国人の退職報告書 

（対象者のみ・報告先：国） 

在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請 

（申請先：入） 
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第６ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る 1号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法

務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に

適合すること。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該特定の産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務

大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

告示第１条 

建設分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省

令の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下欄

第６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下

欄第７号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号

に規定する労働者派遣及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法

律第３３号）第２条第９項に規定する建設業務労働者の就業機会確保の対象となる

ことを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、建設分野に特有の事情

に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号及び在留資格「特定技能２号」
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に係る上陸基準として建設分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸

基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたものです。 

○ １号又は２号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は直

接雇用に限るとするもので、１号又は２号特定技能外国人を労働者派遣及び

建設業務労働者の就業機会確保（以下「派遣等」という。）の対象とすること

も、派遣等の対象とされた者を受け入れることもできません。 

○ １号又は２号特定技能外国人について、派遣等の対象とし、又は、派遣等

の対象とされた者を受け入れた場合には、入国・在留諸申請において不正に

許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等に該当し、出入国に関する法令

に関し不正又は著しく不当な行為を行ったものとして、以後５年間は、特定

技能外国人の受入れができないこととなります。 

 

【確認対象の書類】 

○ 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第６―

１号） 

 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

パーカッション式さく
井工事作業

ロータリー式さく井
工事作業

型枠施工 型枠工事作業

鉄筋施工 鉄筋組立て作業

とび とび作業

コンクリート圧送施
工

コンクリート圧送工
事作業

ウェルポイント施工
ウェルポイント工事

作業

押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

鉄工 構造物鉄工作業

建築塗装作業

鋼橋塗装作業

【特定技能１号】
土木（指導者の指示・監督を受けなが
ら、土木施設の新設、改築、維持、修繕
に係る作業等に従事）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について」（令和４年８月３０日
閣議決定)による変更前の運用方針別表１ａ．試
験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、建設分野特
定技能１号評価試験（土木）に合格したものとみな
す。

建設分野特定技能１号評価試験（型枠施工）
建設分野特定技能１号評価試験（コンクリート圧
送）
建設分野特定技能１号評価試験（トンネル推進
工）
建設分野特定技能１号評価試験（建設機械施
工）
建設分野特定技能１号評価試験（土工）
建設分野特定技能１号評価試験（鉄筋施工）
建設分野特定技能１号評価試験（とび）
建設分野特定技能１号評価試験（海洋土木工）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

建設機械施工

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

さく井

塗装

建設分野特定技能１号評価試験（土木）
技能検定３級（型枠施工）
技能検定３級（鉄筋施工）
技能検定３級（とび）
技能検定３級（造園）
技能検定３級（塗装）

1



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

手溶接

半自動溶接

内外装板金作業

ダクト板金作業

建具製作
木製建具手加工

作業

建築大工 大工工事作業

型枠施工 型枠工事作業

【特定技能１号】
建築（指導者の指示・監督を受けなが
ら、建築物の新築、増築、改築若しくは
移転又は修繕若しくは模様替に係る作業
等に従事）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能２号】
土木（複数の建設技能者を指導しなが
ら、土木施設の新設、改築、維持、修繕
に係る作業等に従事し、工程を管理）

建設分野特定技能２号評価試験（土
木）
技能検定１級（型枠施工）
技能検定１級（コンクリート圧送施工）
技能検定１級（鉄筋施工）
技能検定１級（とび）
技能検定１級（ウェルポイント施工）
技能検定１級（鉄工（構造物鉄工作
業））
技能検定１級（塗装）
技能検定１級（さく井）
技能検定１級（造園）
技能検定単一等級（路面標示施工）

建築板金

溶接

建設分野特定技能１号評価試験（建築）
技能検定３級（型枠施工）
技能検定３級（左官）
技能検定３級（かわらぶき）
技能検定３級（鉄筋施工）
技能検定３級（内装仕上げ施工）
技能検定３級（とび）
技能検定３級（建築大工）
技能検定３級（建築板金）
技能検定３級（塗装）
技能検定３級（ブロック建築）
技能検定３級（広告美術仕上げ）

2



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

鉄筋施工 鉄筋組立て作業

とび とび作業

石材加工作業

石張り作業

タイル張り タイル張り作業

かわらぶき かわらぶき作業

左官 左官作業

プラスチック系床仕
上げ工事作業

カーペット系床仕上
げ工事作業

鋼製下地工事作
業

ボード仕上げ工事
作業

カーテン工事作業

表装 壁装作業

サッシ施工
ビル用サッシ施工

作業

石材施工

内装仕上げ施工

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について」（令和４年８月３０日
閣議決定)による変更前の運用方針別表１ａ．試
験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、建設分野特
定技能１号評価試験（建築）に合格したものとみな
す。

建設分野特定技能１号評価試験（型枠施工）
建設分野特定技能１号評価試験（左官）
建設分野特定技能１号評価試験（コンクリート圧
送）
建設分野特定技能１号評価試験（土工）
建設分野特定技能１号評価試験（屋根ふき）
建設分野特定技能１号評価試験（鉄筋施工）
建設分野特定技能１号評価試験（鉄筋継手）
建設分野特定技能１号評価試験（内装仕上げ）
建設分野特定技能１号評価試験（とび）
建設分野特定技能１号評価試験（建築大工）
建設分野特定技能１号評価試験（建築板金）
建設分野特定技能１号評価試験（吹付ウレタン断
熱）

3



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

防水施工
シーリング防水工

事作業

コンクリート圧送施
工

コンクリート圧送工
事作業

築炉 築炉作業

鉄工 構造物鉄工作業

建築塗装作業

鋼橋塗装作業

手溶接

半自動溶接

溶接

塗装
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共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

【特定技能２号】
建築（複数の建設技能者を指導しなが
ら、建築物の新築、増築、改築若しくは
移転又は修繕若しくは模様替に係る作業
等に従事し、工程を管理）

建設分野特定技能２号評価試験（建
築）
技能検定１級（型枠施工）
技能検定１級（左官）
技能検定１級（コンクリート圧送施工）
技能検定１級（かわらぶき）
技能検定１級（鉄筋施工）
技能検定１級（内装仕上げ施工）
技能検定１級（表装）
技能検定１級（とび）
技能検定１級（建築大工）
技能検定単一等級（枠組壁建築）
技能検定単一等級（エーエルシーパ
ネル施工）
技能検定単一等級（バルコニー施工）
技能検定１級（建築板金）
技能検定１級（熱絶縁施工（吹付け硬
質ウレタンフォーム断熱工事作業））
技能検定１級（石材施工）
技能検定１級（タイル張り）
技能検定１級（築炉）
技能検定１級（鉄工（構造物鉄工作
業））
技能検定１級（塗装）
技能検定１級（防水施工）
技能検定１級（建具製作)
技能検定１級（カーテンウォール施工)
技能検定１級（自動ドア施工）
技能検定１級（サッシ施工）
技能検定１級（ガラス施工）
技能検定１級（ブロック建築）
技能検定１級（樹脂接着剤注入施
工）
技能検定１級（広告美術仕上げ）
技能検定１級（厨房設備施工）
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共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表６-１（建設）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等
（注）

内外装板金作業

ダクト板金作業

冷凍空気調和機
器施工

冷凍空気調和機
器施工作業

建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工
保温保冷工事作

業

手溶接

半自動溶接

（注１）試験の合格に加えて、実務経験要件（建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者（班長）としての実務経験）が課せられている。
（注２）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除される。

【特定技能２号】
ライフライン・設備（複数の建設技能者を
指導しながら、電気通信、ガス、水道、電
気その他のライフライン・設備の整備・設
置、変更又は修理の作業等に従事し、工
程を管理）

建設分野特定技能２号評価試験（ラ
イフライン・設備）
技能検定１級（配管）
技能検定１級（建築板金）
技能検定１級（熱絶縁施工（保温保
冷工事作業））
技能検定１級（冷凍空気調和機器施
工）

【特定技能１号】
ライフライン・設備（指導者の指示・監督
を受けながら、電気通信、ガス、水道、電
気その他のライフライン・設備の整備・設
置、変更又は修理に係る作業等に従事）

建設分野特定技能１号評価試験（ライフライン・設
備）
技能検定３級（配管）
技能検定３級（建築板金）
技能検定３級（冷凍空気調和機器施工）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について」（令和４年８月３０日
閣議決定)による変更前の運用方針別表１ａ．試
験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、建設分野特
定技能１号評価試験（ライフライン・設備）に合格
したものとみなす。

建設分野特定技能１号評価試験（電気通信）
建設分野特定技能１号評価試験（配管）
建設分野特定技能１号評価試験（建築板金）
建設分野特定技能１号評価試験（保温保冷）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

建築板金

配管

溶接
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試験区分 建設分野特定技能１号評価試験（土木）等 

業務区分 土木 

業務の定義 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 

主な業務内容 ① 型枠施工 

② コンクリート圧送 

③ トンネル推進工 

④ 建設機械施工 

⑤ 土工 

⑥ 鉄筋施工 

⑦ とび 

⑧ 海洋土木工 

⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

 

別表６－２ 



 

試験区分 建設分野特定技能１号評価試験（建築）等 

業務区分 建築 

業務の定義 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは

模様替に係る作業等に従事 

主な業務内容 ①型枠施工 

②左官 

③コンクリート圧送 

④屋根ふき 

⑤土工 

⑥鉄筋施工 

⑦鉄筋継手 

⑧内装仕上げ 

⑨表装 

⑩とび 

⑪建築大工 

⑫建築板金 

⑬吹付ウレタン断熱 

⑭その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表６－３ 



 

試験区分 建設分野特定技能１号評価試験（ライフライン・設備）等 

業務区分 ライフライン・設備 

業務の定義 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備

の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 

主な業務内容 ① 電気通信 

② 配管 

③ 建築板金 

④ 保温保冷 

⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

 

別表６－４ 



 

試験区分 建設分野特定技能 2 号評価試験（土木）等 

業務区分 土木 

業務の定義 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、

工程を管理 

主な業務内容 ① 型枠施工 

② コンクリート圧送 

③ トンネル推進工 

④ 建設機械施工 

⑤ 土工 

⑥ 鉄筋施工 

⑦ とび 

⑧ 海洋土木工 

⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表６－5 



 

試験区分 建設分野特定技能 2 号評価試験（建築）等 

業務区分 建築 

業務の定義 複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは

模様替に係る作業等に従事し、工程を管理 

主な業務内容 ①型枠施工 

②左官 

③コンクリート圧送 

④屋根ふき 

⑤土工 

⑥鉄筋施工 

⑦鉄筋継手 

⑧内装仕上げ 

⑨表装 

⑩とび 

⑪建築大工 

⑫建築板金 

⑬吹付ウレタン断熱 

⑭その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別表６－6 

 



 

試験区分 建設分野特定技能 2 号評価試験（ライフライン・設備）等 

業務区分 ライフライン・設備 

業務の定義 複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備

の整備・設置、変更又は修理の作業等に従事し、工程を管理 

主な業務内容 ① 電気通信 

② 配管 

③ 建築板金 

④ 保温保冷 

⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業 

想定される関連業

務 

① 原材料・部品の調達・搬送 

② 機器・装置・工具等の保守管理 

③ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 

④ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 

⑤ 清掃・保守管理作業 

⑥ その他、主たる業務に付随して行う作業 

 

  

別表６－7 

 



技能評価基準の呼称 能力評価実施団体
能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日数（職⾧及び班⾧）

能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日履歴数（職⾧及び班⾧）

基礎ぐい工事
全国基礎工事業団体連合会

日本基礎建設協会
１年（215日）以上  215以上

土工 日本機械土工協会 １年（215日）以上  215以上

発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

03 コンクリート圧送工 コンクリート圧送 全国コンクリート圧送事業団体連合会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

06 さく井工 さく井 全国さく井協会 １年（215日）以上  215以上 土木

08 ボーリング工 グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

10 グラウト工 グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

土工 日本機械土工協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

13 地盤改良工事工 グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

17 グラウト工（薬液注入） グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

18 グラウト工（ジェットグラウト工） グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

19 グラウト工（岩盤注入） グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

基礎ぐい工事
全国基礎工事業団体連合会

日本基礎建設協会
１年（215日）以上  215以上

発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

02 掘削工 基礎ぐい工事
全国基礎工事業団体連合会

日本基礎建設協会
１年（215日）以上  215以上 土木/建築

01 造園工 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

02 造園修景工 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

03 公園設備工 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

04 植栽工 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

05 芝張工 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

06 植木職 造園 １年（215日）以上  215以上 土木

とび
日本建設躯体工事業団体連合会

日本鳶工業連合会
2年（430日）以上  430以上

橋梁 日本橋梁建設協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

基礎ぐい工事
全国基礎工事業団体連合会

日本基礎建設協会
１年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

07 土止め工 エクステリア 日本エクステリア建設業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

07 石工 01 石工 エクステリア 日本エクステリア建設業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上

エクステリア 日本エクステリア建設業協会 １年（215日）以上  215以上

01 電気工 電気工事 日本電設工業協会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

08 火災報知器据付工 消火設備 消防施設工事協会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

鉄筋 全国鉄筋工事業協会 3年（645日）以上  645以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

02 鉄筋圧接工 圧接 全国圧接業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上

基礎ぐい工事
全国基礎工事業団体連合会

日本基礎建設協会
１年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

機械土工 日本機械土工協会 １年（215日）以上  215以上

発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

02 しゅんせつ工 海上起重 日本海上起重技術協会 １年（215日）以上  215以上 土木

03 コンクリートポンプ車運転工 コンクリート圧送 全国コンクリート圧送事業団体連合会 １年（215日）以上  215以上 土木

05 海上工事機械運転工 海上起重 日本海上起重技術協会 １年（215日）以上  215以上 土木

機械土工 日本機械土工協会 １年（215日）以上  215以上

海上起重 日本海上起重技術協会 １年（215日）以上  215以上

発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上

海上起重 日本海上起重技術協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

海上起重 日本海上起重技術協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

18 さく岩工 01 さく岩工 発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

19 トンネル特殊工 01 トンネル工（特殊作業員） トンネル 日本トンネル専門工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木

20 トンネル作業員 01 トンネル工（普通作業員） トンネル 日本トンネル専門工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木

別表６-8（建設）

建設キャリアアップシステムにおける技能者登録上の職種コード

（能力評価基準のある職種のみ）
必要な実務経験

特定技能

業務区分大分類コード番号

及び大分類

小分類コード番号及び小分類

（※就業履歴の蓄積対象となる職種分類）

02 普通作業員

01 普通作業員 土木/建築

04 造園工
日本造園建設業協会

日本造園組合連合会

01 特殊作業員

01 特殊作業員 土木/建築

11 土工 土木/建築

08 ブロック工 01 ブロック工 建築

09 電工

06 とび工

01 とび工 土木/建築

06 くい打ち工 土木/建築

03 吹付塗装工 土木/建築

13 溶接工 01 溶接工
土木/建築

/ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

10 鉄筋工
01 鉄筋工 土木/建築

12 塗装工

01 塗装工 土木/建築

土木

08 クレーン運転工 土木

14
運転手

（特殊）

01 運転手（特殊）・建設機械運転工 土木

06 掘削機械運転工 土木

07 くい打機運転工
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技能評価基準の呼称 能力評価実施団体
能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日数（職⾧及び班⾧）

能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日履歴数（職⾧及び班⾧）

別表６-8（建設）

建設キャリアアップシステムにおける技能者登録上の職種コード

（能力評価基準のある職種のみ）
必要な実務経験

特定技能

業務区分大分類コード番号

及び大分類

小分類コード番号及び小分類

（※就業履歴の蓄積対象となる職種分類）

21 トンネル世話役 01 トンネル工（世話役） トンネル 日本トンネル専門工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木

橋梁 日本橋梁建設協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

23 橋りょう塗装工 01 橋りょう塗装工 建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

橋梁 日本橋梁建設協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

グラウト 日本グラウト協会 １年（215日）以上  215以上

圧入 全国圧入協会 １年（215日）以上  215以上

型枠 日本型枠工事業協会 １年（215日）以上  215以上

プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上

01 大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

02 宮大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

03 造作大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

04 組立大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

05 営繕大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

06 木工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

07 大工（ツーバイフォー工法） 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

08 外装大工 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

09 大工(丸太組工法) 建築大工 0.5年（108日）以上  108以上 建築

01 左官工 左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上 建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上

01 配管工 配管

日本空調衛生工事業協会

日本配管工事業団体連合会

全国管工事業協同組合連合会

１年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

配管

日本空調衛生工事業協会

日本配管工事業団体連合会

全国管工事業協同組合連合会

１年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

消火設備 消防施設工事協会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

03 配管工（冷暖房） 配管

日本空調衛生工事業協会

日本配管工事業団体連合会

全国管工事業協同組合連合会

１年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

配管

日本空調衛生工事業協会

日本配管工事業団体連合会

全国管工事業協同組合連合会

１年（215日）以上  215以上

消火設備 消防施設工事協会 １年（215日）以上  215以上

05 配管工（プラント） 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

06 ボイラー設置工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

07 ポンプ設置工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

08 浄化設備工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

09 計装工（給排水衛生設備） 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

10 水道施設工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

11 消防施設工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

12 ガス器具取付工 配管 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

13 冷凍空調設備工 冷凍空調 日本冷凍空調設備工業連合会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

03 シート防水工 防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

04 アスファルト防水工 防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 建築

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 建築

防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

07 セメント防水工 防水 全国防水工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

39 板金工 01 板金工 建築板金 日本建築板金協会 １年（215日）以上  215以上
建築

/ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上

タイル張り 日本タイル煉瓦工事工業会 3年（645日）以上  645以上

道路標識・路面標示 全国道路標識・標示業協会 １年（215日）以上  215以上

22 橋りょう特殊工 01 橋りょう特殊工 土木

24 橋りょう世話役 01 橋りょう世話役 土木

25 土木一般世話役 01 土木一般世話役 土木/建築

35 左官

02 吹付工 建築

03 外壁仕上工 建築

33 型わく工 01 型わく工 土木/建築

34 大工

JBN・全国工務店協会

全国建設労働組合総連合

全国住宅産業地域活性化協議会

日本ツーバイフォー建築協会

日本木造住宅産業協会

日本ログハウス協会

プレハブ建築協会

ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

日本空調衛生工事業協会

日本配管工事業団体連合会

全国管工事業協同組合連合会

38 防水工

01 防水工

02 塗膜防水工

05 シーリング防水工

36 配管工

02 配管工（給排水・衛生）

04 配管工（ガス）

建築

06 ウレタン防水工

40 タイル工 01 タイル工
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技能評価基準の呼称 能力評価実施団体
能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日数（職⾧及び班⾧）

能力評価基準のレベル３に対応する

必要な就業日履歴数（職⾧及び班⾧）

別表６-8（建設）

建設キャリアアップシステムにおける技能者登録上の職種コード

（能力評価基準のある職種のみ）
必要な実務経験

特定技能

業務区分大分類コード番号

及び大分類

小分類コード番号及び小分類

（※就業履歴の蓄積対象となる職種分類）

41 サッシ工 01 サッシ工 サッシ・カーテンウォール 日本サッシ協会
建築開口部協会 １年（215日）以上  215以上 建築

42 屋根ふき工 01 屋根工 左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上 建築

01 内装工 内装仕上 全国建設室内工事業協会 3年（645日）以上  645以上 建築

02 内装仕上工 内装仕上

全国建設室内工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

3年（645日）以上  645以上 建築

04 軽鉄工 内装仕上

全国建設室内工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

3年（645日）以上  645以上 建築

06 ボード張り工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

07 床張り工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

08 壁装（クロス）工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

11 フローリング工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

12 二重床工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

13 表具師 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

14 経師 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

15 ブラインド工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

16 家具工 内装仕上 3年（645日）以上  645以上 建築

01 ガラス工 硝子工事 3年（645日）以上  645以上 建築

02 ガラスブロック工 硝子工事 3年（645日）以上  645以上 建築

02 シャッター工 サッシ・カーテンウォール １年（215日）以上  215以上 建築

03 鋼製建具工 サッシ・カーテンウォール １年（215日）以上  215以上 建築

04 カーテンウォール工 サッシ・カーテンウォール １年（215日）以上  215以上 建築

01 ダクト工（空気調和設備） ダクト
日本空調衛生工事業協会

全国ダクト工業団体連合会
１年（215日）以上  215以上 土木/建築

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

01 保温工 保温保冷 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

保温保冷 １年（215日）以上  215以上

ウレタン断熱 日本ウレタン断熱協会 １年（215日）以上  215以上

04 防露工 保温保冷 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

05 耐火被覆工（湿式） 保温保冷 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

06 耐火被覆工（乾式） 保温保冷 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

建築塗装 日本塗装工業会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

外壁仕上 日本外壁仕上業協同組合連合会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

保温保冷 日本保温保冷工業協会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

01 建築ブロック工 エクステリア 日本エクステリア建設業協会 １年（215日）以上  215以上 建築

03 ALC工 ＡＬＣ ＡＬＣ協会 １年（215日）以上  215以上 建築

49 設備機械工 10 冷凍空調設備工 冷凍空調 日本冷凍空調設備工業連合会 １年（215日）以上  215以上 ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

05 道路標識設置工 道路標識・路面標示 １年（215日）以上  215以上 土木

06 路面標示設置工(区画線工) 道路標識・路面標示 １年（215日）以上  215以上 土木

左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上 土木

エクステリア 日本エクステリア建設業協会 １年（215日）以上  215以上 土木

11 運動施設工 運動施設 日本運動施設建設業協会 １年（215日）以上  215以上 土木

26 解体工 発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上 建築

27 解体工（コンクリート工作物） 発破・破砕 日本発破・破砕協会 １年（215日）以上  215以上 建築

34 ＰＣ工 プレストレストコンクリート プレストレスト・コンクリート工事業協会 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

37 切断穿孔工 切断穿孔 ダイヤモンド工事業協同組合 １年（215日）以上  215以上 土木/建築

40 仕上多能工 左官 日本左官業組合連合会 １年（215日）以上  215以上 建築

43 内装工

全国建設室内工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

全国建設室内工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

44 ガラス工
全国板硝子工事協同組合連合会

全国板硝子商工協同組合連合会

ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備

日本保温保冷工業協会

07 耐火被覆工（塗装）

45 建具工 日本サッシ協会
建築開口部協会

46 ダクト工

03 塗装工（空気調和設備）

48 建築ブロック工

52
その他

（施工）

全国道路標識・標示業協会

10 エクステリア工（外構工）

47 保温工

日本保温保冷工業協会

02 熱絶縁工
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分野参考様式第６－１号（特定技能所属機関） 

 

建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 
 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

       特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

 

建設分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技
能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。以下
同じ。）を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が、土木，建築又はライフライン・設備の
いずれかであること。 

２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技
能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）を雇
用する場合にあっては、当該外国人に従事させる業務が土木，建築又はライフライン・設備のいずれかである
こと。 

３．特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を行うこ
とが必要であり、特に当該１号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる等の
場合には、十分な訓練や各種研修等を実施すること。 

４．特定技能雇用契約において特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の在留
資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣及び建設労働者の雇用の改
善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）第２条第９項に規定する建設業務労働者の就業機会確保の対象
とするものではないことを定めること。 

５．１号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結する場合にあっては、１号特定技能外国人の受入れに関する
計画（以下「建設特定技能受入計画」という。）について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を
受けていること。 

６．１号特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結する場合にあっては、建設特定技能受入計画を適正に実施
し、国土交通大臣又は適正就労監理機関により、その旨の確認を受けること。 

７．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

８．特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分

野を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

作成年月日       年  月  日 

作成責任者                  



 

分野参考様式第６－２号（特定技能所属機関） 

 

建設分野における２号特定技能外国人特定技能雇用契約の 

相手方となる本邦の公私の機関の基準に関する誓約書 
 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

       特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

２号特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

 

建設分野における上記の２号特定技能外国人を受け入れるに当たり、特定技能雇用契約の相手

方となる本邦の公私の機関が以下の基準をいずれも満たしていることについて誓約します。 

【誓約事項】 

１．建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許可を受けていること。 

２．建設キャリアアップシステム（一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを 

利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積 

し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。）に登録していること。 

３．出入国管理及び難民認定法第７条第１項第１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基 

づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件（平 

成３１年３月１５日 国土交通省告示第３５７号）第１０条の登録を受けた法人又は当該法人を構成する建 

設業者団体に所属し、同条第１号イに規定する行動規範を遵守すること。 

 

(注１）誓約事項に１つでも該当しなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管す

る関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

（注２）誓約事項１について、建設業法（昭和 24法律第 100号）第３条第 1項の許可を受けていることを証

する書類を添付すること。 

（注３）誓約事項２について、特定技能所属機関になろうとする者の建設キャリアアップシステム申請番号

又は事業者ＩＤを明らかにする書類（登録後に送付されるハガキ又はメールの写し）を添付するこ

と。 

作成年月日       年  月  日 

作成責任者                  



 

分野参考様式第６－３号（特定技能外国人） 

年  月  日 
 

２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

申請者 

氏名 

性別 

国籍・地域 

生年月日  

 

建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に規定す

る２号特定技能外国人に求められる実務経験については下記のとおりです。 

 

記 

 
〇建設キャリアアップシステムの技能者情報に必要な実務経験が蓄積されている場合 

① 申請する業務区分に対応する職種  

② ①で選択した職種の建設キャリアアップシステムの技能者情報

に基づく就業日数(職長＋班長) 
 

③ ①で選択した職種の建設キャリアアップシステムの技能者情報

に基づく就業履歴数(職長＋班長) 
 

（注意） 

１ ２号特定技能外国人の業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準

のある職種及び各職種に必要な就業日数と就業履歴数、下記２、３で求めている就業日数

（職長及び班長や就業履歴数（職長及び班長）がわかる表示画面の写しや経歴証明書につ

いては国土交通省ホームページをご確認ください。また、能力評価基準のある職種の内、

代表的な職種における業務区分の対応については、分野別運用要領別冊の「第２ 特定技

能外国人が有すべき技能水準」を参照ください。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3

_000001_00003.html 

２ ②が実務経験に必要な就業日数以上（記載例：1年（215日）以上）であること及び③

が実務経験に必要な就業履歴以上であることを確認して記載すること。また、②及び③に

ついては同システムにおける表示画面の写しを添付すること。 

 

〇建設キャリアアップシステムの技能者情報に必要な実務経験が蓄積されていない場合 

④ ①で選択した職種の経歴証明書に基づく就業日数(職長＋班長)  

⑤ ①で選択した職種の経歴証明書に基づく就業履歴数(職長＋班長)  
（注意） 

３ ②と④の合計が実務経験に必要な就業日数以上であること及び③と⑤の合計が実務経験

に必要な就業履歴数以上であることを確認して記載すること。また、②及び③については

同システムにおける表示画面の写しを添付し、④及び⑤については別紙経歴証明書を添付

すること。 

 



 

別紙 

年  月  日 

経歴証明書 

出入国在留管理庁長官 殿 

証明者 

事業者名 

役職名 

氏名 

建設キャリアアップシステム事業者 ID 

 

下記に示す申請者の建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する方針に規定する２号特定技能外国人に求められる実務経験のうち、建設キャ

リアアップシステムに蓄積されてない就業日数については下記のとおりです。 

 

記 

（１）申請者 

フリガナ  

氏名  

建設キャリアアップシステム技能者 ID  

申請する業務区分に対応する職種  

 

（２）職長又は班長としての就業日数及び就業履歴数 

就業期間 就業日数 就業履歴数 

① 年 月 日～   年 月 日  日   

② 年 月 日～   年 月 日  日  

③ 年 月 日～   年 月 日  日    

合計 日   

※必要に応じ行を追加すること。 

※転職や離職などによって職長、班長として就労していない期間がある場合は、

就労していた期間ごとに入力すること。 

 

誓約欄 

この証明事項に事実と相違がある場合には、在留資格が取り消されても異存の

無いことを誓約いたします。 

 

申請者氏名               



 

分野参考様式第６－４号（特定技能所属機関） 

年  月  日 
 

１号特定技能外国人受入報告書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

所在地 

名 称 

代表者の氏名  

 

１号特定技能外国人を受け入れましたので、出入国管理及び難民認定法第７条

第１項第２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当

該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の第３条第３

項４号の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 建設特定技能受入計画の認定番号 

 

２ 特定技能外国人の氏名（フリガナ） 

 

３ 特定技能外国人の生年月日 

 

４ 特定技能外国人の性別 

 

５ 特定技能外国人の国籍 

 

６ 特定技能外国人の在留カード番号 

 

７ 特定技能外国人の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤ 

 

８ 特定技能外国人が修了した建設分野技能実習又は特定活動、職種及び作業の

名称又は合格した試験 

 

９ 上陸年月日 

 

１０ 建設特定技能開始年月日 

 

１１ 在留期間満了年月日 



 

分野参考様式第６－５号（特定技能所属機関） 

年  月  日 
 

１号特定技能外国人退職報告書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

所在地 

名 称 

代表者の氏名  

 

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技

能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づ

き建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で

定める基準を定める件の第３条第３項４号に基づき報告します。 

 

記 

 

１ 建設特定技能受入計画の認定番号 

 

２ 特定技能外国人の氏名（フリガナ） 

 

３ 特定技能外国人の生年月日 

 

４ 特定技能外国人の性別 

 

５ 特定技能外国人の国籍 

 

６ 特定技能外国人の在留カード番号 

 

７ 特定技能外国人の建設キャリアアップシステム技能者ＩＤ 

 

８ 転職（予定）先の特定技能所属機関の名称 

 

９ 上陸年月日 

 

１０ 退職年月日 

 

１１ 在留期間満了年月日 

 

 



 

分野参考様式第６－６号（特定技能所属機関） 

 

年  月  日 
 

1号建設特定技能継続不可事由発生報告書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

 

所在地 

名 称 

代表者の氏名  

 

建設特定技能を継続することが不可能となる事由が発生しましたので、出入国

管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契

約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分

野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基

準を定める件の第３条第３項４号に基づきの規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

 

記 

 

１ 建設特定技能受入計画の認定番号 

 

２ 発生日 

 

３ 発生事由 

（ 倒産 ・ 経営悪化 ・ 不正行為認定 ・ 実習認定の取消し等 ・     

行方不明 ・ 特定技能所属機関と特定技能外国人との間の諸問題 ・そ

の他 ） 

 

４ 発生事由の詳細 

※ 行方不明者の発生の場合は、１号特定技能外国人の氏名、国籍、性別、生
年月日、入国日、建設キャリアアップシステム技能者ＩＤ、行方不明に至る
経緯等について記載する。 

 

５ 今後の対処方法 

  

 

 

 



 

分野参考様式第６－７号（特定技能所属機関） 

 

年  月  日 

 

1 号建設特定技能受入計画変更申請書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

 

所在地 

名 称 

代表者の氏名  

 

 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技

能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づ

き建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で

定める基準を定める件の第５条第１項の規定に基づき、建設特定技能受入計画に

ついて下記のとおり変更が生じましたので申請します。 

 

記 

（変更内容） 

○特定技能所属機関に関する事項 

 変更箇所 変更後 変更前 

①     

②     

③     

④     

 

○１号特定技能外国人に関する事項 

別紙のとおり 

 ※ 変更事項のみ記載すること 

 

 

（補足等） 

※ 補足が必要な変更内容について、適宜記載すること 

 

  



 

分野参考様式第６－７号（別紙） 

 

特定技能外国人受入リスト（変更） 

 

１ 特定技能所属機関に関する事項 

（１） 特定技能所属機関名：  

（２） 特定技能所属機関の代表者名： 

 

２ 特定技能外国人に関する事項 

 特定技能外国人 1 特定技能外国人 2 特定技能外国人 3 

氏名（フリガナ）    

生年月日    

性別    

国籍    

建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ技能者Ｉ

Ｄ 

   

業務区分    

就労させる場所（都道府県

単位） 

   

計画期間    

基本賃金（月額）    

修了した建設分野技能実習

の職種及び作業 

   

技能実習時の報酬（月額基

本給） 

   

修了した建設特定活動の職

種及び作業 

   

建設特定活動時の報酬（月

額基本給） 

   

合格した技能試験    

合格した日本語能力試験    

※ 4名以上受け入れる場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。 

※ 対象外の項目については「-」とすること。 

※ 技能実習又は建設特定活動時の月額基本給については、直近の金額を記入すること。 

※ 合格した技能試験及び日本語能力試験について、建設分野技能実習又は建設特定活動を修了した者は

記入不要。 



 

分野参考様式第６－８号（特定技能所属機関） 

年  月  日 

 

1号建設特定技能受入計画変更届出書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

 

所在地 

名 称 

代表者の氏名  

 

 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技

能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づ

き建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で

定める基準を定める件の第５条第２項の規定に基づき、建設特定技能受入計画に

ついて下記のとおり軽微な変更をしましたので届出します。 

 

記 

（変更内容） 

 変更箇所 変更後 変更前 

①     

②     

③     

④     

 

 

（補足等） 

※ 補足が必要な変更内容について、適宜記載すること 

 

 

 

 

 



 

分野参考様式第６－９号（特定技能所属機関） 

年  月  日 

 

 

1号建設特定技能受入計画認定取消申請書 

 

地方整備局長 

北海道開発局長 殿 

 

 

（特定技能所属機関） 

所在地 

名 称 

代表者の氏名          

 

 

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技

能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づ

き建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で

定める基準を定める件（以下「告示」という。）第３条第３項の規定に基づき認定

を受けた建設特定技能受入計画認定の取消しを申請します。 

 

記 

 

１ 建設特定技能受入計画認定番号 

 

 

２ 取消申請を行う理由 

 

 

 

 

 



運用要領別冊 

 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-造船・舶用工業分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・国土交通省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

令和６年３月２９日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する

関係行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度

上の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運

用に関する方針を定めなければならないとされ、造船・舶用工業分野につい

ても「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」と

いう。）及び「「造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度

の運用に関する方針」に係る運用要領」（平成３０年１２月２５日法務省・警

察庁・外務省・厚生労働省・国土交通省。以下「分野別運用要領」という。）

が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成３1 年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、造船・舶用工業分野についても、出入国管理及び難民認定法第７

条第１項第２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能
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外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に

特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基

準を定める件（平成３１年国土交通省告示第３５９号。以下「告示」という。）

において、造船・舶用工業分野固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、造

船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図

ることを目的としています。
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１項か

ら第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う特

定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材

の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同

じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又

は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定め

る基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとする。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属する同令

で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分野

に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものである

こと。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める試験

区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）の欄に掲げる業務とする。 

イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

別表２ｂ．業務区分（５（１）イ関係）の欄に掲げる業務とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

造船・舶用工業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のと
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おりとする。なお、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本人が通常従事するこ

ととなる関連業務（例：資材の運搬、清掃等）に付随的に従事することは差し支えない。

また、国土交通省は、別に定めるところにより、当該特定技能外国人が従事する業務が、

造船・舶用工業分野に属する技能を要する業務であることの確認を行う。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区分に

従い、上記第１の１（１）のいずれかの試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移

行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務 

（２）２号特定技能外国人 

運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区分に

従い、上記第１の１（２）のいずれかの試験合格及び実務経験により確認された技能

を要する業務 

 

【主たる業務】 

○ 造船・舶用工業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定

技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号

特定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するこ

とが求められるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認され

た技能を要する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなり

ません。 

○ 本要領別表に記載された業務の考え方は以下のとおりです。 

 ・造船の業務区分については、溶接、塗装、鉄工、とび、配管、船舶加工と

いった船舶の製造工程において必要となる各種作業が対象となります。 

 ・舶用機械の業務区分については、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、

配管、鋳造、金属プレス加工、強化プラスチック成形、機械保全、舶用機

械加工といった舶用機械の製造工程において必要となる各種作業が対象と

なります。 

 ・舶用電気電子機器の業務区分については、機械加工、電気機器組立て、金

属プレス加工、電子機器組立て、プリント配線板製造、配管、機械保全、

舶用電気電子機器加工といった舶用電気電子機器の製造工程において必要

となる各種作業が対象となります。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 
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○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

・読図作業 

・作業工程管理 

・検査（外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等） 

・機器・装置・工具の保守管理 

・機器・装置・運搬機の運転 

・資材の材料管理・配置 

・部品・製品の養生 

・足場の組立て・解体 

・廃材処理 

・梱包・出荷 

・資材・部品・製品の運搬 

・入出渠 

・清掃 

 

【その他業務関係】 

○ 国土交通省が行う特定技能外国人が従事する業務内容の確認は、特定技能

雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が造船・舶用工業分野に係る事業

を営む者であることをもって確認します。詳細は第３をご参照下さい。 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人の受入れを希望する場合で、事業内容から造船・舶用工業

分野で認められた業務に該当するか否かが御不明なときは、次の窓口までお

問合せください。 

国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634 

 

【確認対象の書類】 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様

式第７－１号）（特定技能所属機関） 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

イ～ロ （略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

ニ （略） 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

造船・舶用工業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定
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める試験に合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）

とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、造船・舶用工業分野に関する第２号技

能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとし

て取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

技能水準（試験区分及び実務経験） 

ア 試験区分 

別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に掲げる試験 

イ 実務経験 

複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「造船・舶用工業分野特定技能２号試験」又は「技能検定１級」（運用方針３（２）

アの試験区分：運用方針別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）のとおり） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

  （技能水準） 

   当該試験の合格及び造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理す

る監督者としての実務経験を２年以上有すること（注）を要件とする。 

   （中略） 

  （注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、造船・舶用工業分野の１号特定

技能外国人として本邦に在留する者（業務区分「溶接」として在留する者を除く。）

については、同日以前の期間に関しては、造船・舶用工業において複数の作業員

を指揮・命令・管理する監督者として就労していたかに関わらず、当該者に該当

していたものとして取り扱う。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）造船・舶用工業分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準・

日本語能力水準を満たすものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習２号



運用要領別冊 

8 

 

 

○ １号特定技能外国人として造船・舶用工業分野の業務に従事する場合には、

本要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。 

○ なお、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

等が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験の合格

に加えて、監督者として複数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・

舶用工業における業務に２年以上従事した実務経験が必要です。 

この場合の「監督者」は、グループ長やグループリーダー等といった者を

いい、実務経験とは、例えば、自らのグループの各従業員への作業指示、製

作物の確認、安全確保のための設備や作業場環境の点検、作業計画の作成、

作業の進捗管理等を行いながら、造船・舶用工業における業務に従事した経

験をいいます。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・本要領別表の特定技能１号外国人が従事する業務区分に応じた、「技能水準及び評

価方法等」の欄に掲げる造船・舶用工業分野特定技能１号試験又は技能検定３級の

合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとおり

とする。 

この場合、当該職種に係る第２号技能実習を良好に修了した者については、当該

技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、

技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる一定の

専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するもの

と評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者については、

技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話が

でき、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１の２

（１）及び（２）の試験を免除する。 
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国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習

２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力

試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格している場合 

本要領別表の特定技能１号外国人が従事する業務区分に応じた、「試験免除等と

なる技能実習２号」欄に掲げる職種・作業に係る技能検定３級又は技能評価試験

（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

 ＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験合格者の場合 

・本要領別表の特定技能２号外国人が従事する業務区分に応じた、「技能水準及び評

価方法等」の欄に掲げる造船・舶用工業分野特定技能２号試験の合格証明書の写し 

○ 技能検定１級合格者の場合 

・本要領別表の特定技能２号外国人が従事する業務区分に応じた、「技能水準及び評

価方法等」の欄に掲げる技能検定１級の合格証明書の写し 

・造船・舶用工業分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書（分野

参考様式第７－３号） 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時の

技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格証明書の提出

が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない

場合（技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語

試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文

書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験は、受験の際に、上記実務経験の有無を確認

します。詳細は、試験実施機関へご確認ください。 
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○ 技能検定１級合格者の実務経験は、「造船・舶用工業分野２号特定技能外国人に求

められる実務経験に係る証明書」（分野参考様式第７－３号）にて確認します。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履

行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議

の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

２（略） 

告示第２条 

造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等

を定める省令第２条第１項１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 造船法（昭和２５年法律第１２９号）第６条第１項の事業を営む者、小型船造船業

法（昭和４１年法律第１１９号）第２条第１項に規定する小型船造船業を営む者その

他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。 

二 国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する

協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に

あっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・

舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（２）特定技能所属機関に対して特に課す条件 

 オ 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対し、必要に応じて訓練・各種研修を実施

すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、造船・舶用工業

分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき

告示をもって定めたものです。 

○ 造船・舶用工業分野において特定技能外国人の受入れを行う場合は、在留



運用要領別冊 

12 

 

諸申請を行う前に造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについ

て、国土交通省の確認を受ける必要があります。当該確認に係る手続の詳細

は、「http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html」を御参照くだ

さい。 

○ 造船・舶用工業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技

能外国人に係る在留諸申請の前に、国土交通省が設置する造船・舶用工業分

野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議

会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 

○ 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する

場合は、当該登録支援機関も、支援を委託される特定技能外国人に係る在留

諸申請の前に、国土交通省が設置する造船・舶用工業分野における特定技能

外国人の受入れに関する協議会に加入する必要があります。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、委託を受けた特定技能所属機関において、特定技能外国人の受入

れができないこととなります。 

○ 特定技能外国人から造船・舶用工業分野に係る実務経験を証明する書面の

交付を求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付

をしなければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、

特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関に係る協議会への加入手続の詳細は、

「http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html」を御参照くださ

い。 

○ 特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた

訓練・各種研修の実施等を行うことが必要です。特に当該１号特定技能外国

人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる場合には、労働災

害を防止するために、十分な訓練や安全衛生教育を含む各種研修を実施する

必要があります。 

○ 造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることの確認及び協議会への

加入に関する問合せ先は次のとおりです。 

国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634 

 

【確認対象の書類】 

○ 造船・舶用工業事業者の確認通知書 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であ

ることの証明書（特定技能所属機関） 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様

tel:03-5253-8634
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式第７－１号）（特定技能所属機関） 

※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は

【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であ

ることの証明書（登録支援機関） 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様

式第７－２号）（登録支援機関） 

※令和６年６月１５日より前において、初めて１号特定技能外国人支援計画の全部の

実施の委託を受けて支援を行う場合は【留意事項】○２つ目を参照してください。 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在留

管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又は

初めて１号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合で

あっても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入国

在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以内に

造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員とな

る旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第７－１号）については、出入国在留管理庁ホ

ームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請

（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び造船・

舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨

の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際

には、造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成

員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当

該申請は不許可となることに留意してください。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受け

て支援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該１

号特定技能外国人の入国後４か月以内に造船・舶用工業分野における特定技能外国

人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第７－２号）については、出入国在留管理庁ホ

ームページに掲載しています。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託

を受けて支援を行う場合の当該１号特定技能外国人に係る在留諸申請（初めて１号
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特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を開始してから４か月

以内の申請を除く。）及び造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに

関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている１号特定技

能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明

書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には、当該申請は不許可と

なることに留意してください。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援計

画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも

のにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示第２条 

造船・舶用工業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等

を定める省令第２条第１項１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 造船法（昭和２５年法律第１２９号）第６条第１項の事業を営む者、小型船造船業

法（昭和４１年法律第１１９号）第２条第１項に規定する小型船造船業を営む者その

他の造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること。 

二 国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する

協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に

あっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における造船・

舶用工業分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第

７号に基づき告示をもって定めたものです。 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係

る基準」と同様のものとなっています。 

  

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 
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第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも

のにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除く。）

及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るも

のにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示第１条 

造船・舶用工業分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め

る省令の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下欄

第６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下欄第

７号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び

派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労

働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として造船・舶用工業分野に特

有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特

定技能２号」に係る上陸基準として造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑み

て同在留資格に係る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたもの

です。 

○ １号又は２号特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労

働者派遣によるものであってはならないとするもので、１号又は２号特定技

能外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることもできません。 
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○ １号又は２号特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた

場合には、入国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽

文書の行使等に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行

為を行ったものとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができない

こととなります。 

 

【確認対象の書類】 

○ 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様

式第７－１号）（特定技能所属機関） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

手溶接

半自動溶接

建築塗装

金属塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装

鉄工 構造物鉄工

とび とび

建築配管

プラント配管

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（造船）
技能検定３級（塗装）
技能検定３級（とび）
技能検定３級（配管）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和６年３月２９日閣議決定)による変
更前の運用方針別表１ａ．試験区分（３
（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、造
船・舶用工業分野特定技能１号試験
（造船）に合格したものとみなす。

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（溶接）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（塗装）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（鉄工）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能１号】
造船（監督者の指示を理解し又は自らの判
断により船舶の製造工程の作業に従事）

塗装

配管

溶接

1



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（造船）
技能検定１級（塗装）
技能検定１級（鉄工）
技能検定１級（とび）
技能検定１級（配管）

手溶接

半自動溶接

建築塗装

金属塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能１号】
舶用機械（監督者の指示を理解し又は自
らの判断により舶用機械の製造工程の作
業に従事）

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（舶用機械）
技能検定３級（塗装）
技能検定３級（仕上げ）
技能検定３級（機械加工）
技能検定３級（配管）
技能検定３級（鋳造）
技能検定３級（機械保全）

溶接

塗装

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度
の運用に関する方針の一部変更に
ついて」（令和６年３月２９日閣議決
定)による変更前の運用方針別表２
ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に
掲げる試験のうち、下記に掲げる試
験に合格した者は、造船・舶用工業
分野特定技能２号試験（造船）に合
格したものとみなす。

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（溶接）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（塗装）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（鉄工）

【特定技能２号】
造船（複数の作業員を指揮・命令・管理し
ながら船舶の製造工程の造船作業に従
事）

2



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

鉄工 構造物鉄工

治工具仕上げ

金型仕上げ

機械組立仕上げ

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

建築配管

プラント配管

鋳鉄鋳物鋳造

非鉄金属鋳物鋳造

金属プレス加工 金属プレス

強化プラスチック成形 手積み積層成形

機械保全 機械系保全

鋳造

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和６年３月２９日閣議決定)による変
更前の運用方針別表１ａ．試験区分（３
（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、造
船・舶用工業分野特定技能１号試験
（舶用機械）に合格したものとみなす。

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（溶接）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（塗装）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（鉄工）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（仕上げ）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（機械加工）

仕上げ

機械加工

配管

3



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（舶用機械）
技能検定１級（塗装）
技能検定１級（鉄工）
技能検定１級（仕上げ）
技能検定１級（機械加工）
技能検定１級（配管）
技能検定１級（鋳造）
技能検定１級（金属プレス加工）
技能検定１級（強化プラスチック成
形）
技能検定１級（機械保全）

普通旋盤

フライス盤

数値制御旋盤

マシニングセンタ

【特定技能１号】
舶用電気電子機器（監督者の指示を理解
し又は自らの判断により舶用電気電子機器
の製造工程の作業に従事）

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（舶用電気電子機器）
技能検定３級（機械加工）
技能検定３級（電気機器組立て）
技能検定３級（電子機器組立て）
技能検定３級（プリント配線板製造）
技能検定３級（配管）
技能検定３級（機械保全）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能２号】
舶用機械（複数の作業員を指揮・命令・管
理しながら舶用機械の製造工程の作業に
従事）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度
の運用に関する方針の一部変更に
ついて」（令和６年３月２９日閣議決
定)による変更前の運用方針別表２
ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に
掲げる試験のうち、下記に掲げる試
験に合格した者は、造船・舶用工業
分野特定技能２号試験（舶用機
械）に合格したものとみなす。

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（溶接）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（塗装）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（鉄工）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（仕上げ）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（機械加工）

機械加工

4



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

回転電機組立て

変圧器組立て

配電盤・制御盤組立
て

開閉制御器具組立
て

回転電機巻線製作

金属プレス加工 金属プレス

電子機器組立て 電子機器組立て

プリント配線板設計

プリント配線板製造

建築配管

プラント配管

機械保全 機械系保全

電気機器組立て

プリント配線板製造

配管

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和６年３月２９日閣議決定)による変
更前の運用方針別表１ａ．試験区分（３
（１）ア関係）の欄に掲げる試験のうち、
下記に掲げる試験に合格した者は、造
船・舶用工業分野特定技能１号試験
（舶用電気電子機器）に合格したものと
みなす。

造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（機械加工）
造船・舶用工業分野特定技能１号試験
（電気機器組立て）

5



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

別表（造船・舶用工業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（舶用電気電子機器）
技能検定１級（機械加工）
技能検定１級（電気機器組立て）
技能検定１級（金属プレス加工）
技能検定１級（電子機器組立て）
技能検定１級（プリント配線板製造）
技能検定１級（配管）
技能検定１級（機械保全）

【特定技能２号】
舶用電気電子機器（複数の作業員を指
揮・命令・管理しながら舶用電気電子機器
の製造工程の作業に従事）

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も
免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として２年以上の実務経験）が課せられ
ています。

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度
の運用に関する方針の一部変更に
ついて」（令和６年３月２９日閣議決
定)による変更前の運用方針別表２
ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に
掲げる試験のうち、下記に掲げる試
験に合格した者は、造船・舶用工業
分野特定技能２号試験（舶用電気
電子機器）に合格したものとみな
す。

造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（機械加工）
造船・舶用工業分野特定技能２号
試験（電気機器組立て）

6



分野参考様式第７－１号（特定技能所属機関） 

 

造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 
 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

造船・舶用工業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約

します。 

【誓約事項】 

１．特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技能の
在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を雇用する場合にあっては、当該外国人に従事させる
業務が、造船、舶用機械又は舶用電気電子機器のいずれかであること。 

２．特定技能所属機関は、１号特定技能外国人を受け入れる際、必要に応じた訓練・各種研修の実施等を行うこ
とが必要であり、特に当該１号特定技能外国人が技能実習で従事した職種とは異なる業務に従事させる場合に
は、十分な訓練や各種研修等を実施すること。 

３．特定技能雇用契約において特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするものではないことを
定めること。 

４．国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であるこ
と。 

５．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

６．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

７．登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)～(3)までの
いずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

(1) 協議会の構成員であること。 

(2) 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

(3) 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

８．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者 



分野参考様式第７－２号（登録支援機関） 

 

造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

造船・舶用工業分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能

外国人支援計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．国土交通省が設置する造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下

「協議会」という。）の構成員であること。 

２．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

３．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者               

 



分野参考様式第７－３号 

 
 

造船・舶用工業分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書 

 

 

 造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方

針に規定する２号特定技能外国人に求められる実務経験について、下記のとおり

証明します。 

 なお、本件について出入国在留管理官署から照会があった場合には、適切に対

応します。 

 

記 

 

１ 申請人 

氏   名  

生年月日  

国籍・地域  

 

２ 実務経験 

（１）業務内容 

   造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者と

しての業務 

  ※「監督者」とはグループ長やグループリーダー等といった者をいい、実務

経験とは、例えば、自らのグループの各従業員への作業指示、製作物の確認、

安全確保のための設備や作業場環境の点検、作業計画の作成、作業の進捗管

理等を行いながら、造船・舶用工業における業務に従事した経験をいう。 

 

（２）上記（１）の業務に従事していた就業期間 

年  月  日～    年  月  日   （計： 年 月）  

※必要に応じ行を追加すること。 

※上記（１）の業務に従事していない期間がある場合は、従事していた期間ごと

に記載すること。 

 

作成日    年  月  日 

                 

           事業者 

                氏名又は名称 
住  所 

連 絡 先 



作成責任者（署名）              

 

※ 証明事項に事実と相違がある場合、申請人の在留資格が取り消される場合があ

る。 



運用要領別冊 

1 

 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

－自動車整備分野の基準について－ 

平成３１年３月 

法務省・国土交通省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管す

る行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上

の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用

に関する方針を定めなければならないとされ、自動車整備分野についても「自

動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」

（平成３０年１２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び

「「自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

方針」に係る運用要領」（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・

厚生労働省・国土交通省。以下「分野別運用要領」という。）が定められまし

た。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３1 年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、自動車整備分野についても、出入国管理及び難民認定法第７条第

１項第２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能外国

人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事
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情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定め

る件（平成３１年国土交通省告示第３５８号。以下「告示」という。）におい

て、自動車整備分野固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図る

ことを目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１

項から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて

行う特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不

足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。

同号において同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特

定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した

技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属す

る同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は

当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させる

ものであること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

   特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

 ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的

な業務 

 イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

   他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整

備、特定整備、特定整備に付随する一般的な業務 
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分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

自動車整備分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のと

おりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事するこ

ととなる関連業務（例：整備内容の説明、関連部品の販売、清掃等）に付随的に従

事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務に

従い、上記第１の１（１）又は（２）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２

号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する自動車の「日常点検整

備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特定整備に付随する業務」の基礎的な

業務 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務に

従い、上記第１の１（３）又は（４）の試験合格及び実務経験により確認された

技能を要する自動車の「日常点検整備」、「定期点検整備」、「特定整備」又は「特

定整備に付随する業務」の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務 

 

【主たる業務】 

○ 自動車整備分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能

外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定

技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが

求められるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技

能を要する本要領別表に記載された日常点検整備、定期点検整備、特定整備、

特定整備に付随する業務（電子制御装置の整備や板金塗装など）に主として

従事しなければなりません。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは、認められません 

・ 整備内容の説明及び関連部品の販売 
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・ 部品番号検索・部内発注作業 

・ ナビ・ＥＴＣ等の電装品の取付作業 

・ 洗車作業 

・ 下廻り塗装作業 

・ 車内清掃作業 

・ 構内清掃作業 

・ 部品等運搬作業 

・ 設備機器等清掃作業 

 

【その他業務関係】 

○ なお、技能実習制度においては、作業の定義として、『地方運輸局長から認

証を受けた自動車特定整備事業場（対象とする装置の種類が限定されていな

いこと）における作業でなければなりません。なお、対象とする自動車の種

類が二輪自動車のみの自動車特定整備事業場は除くものとする。』とされて

いますが、特定技能においては、地方運輸局長から認証を受けた自動車特定

整備事業場であって、対象とする装置の種類が限定されている事業場や、対

象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も、自動車整

備分野の業務に該当します。 

 

【確認対象の書類】 

○ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式

第８－１号）（特定技能所属機関） 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

自動車整備分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める
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試験に合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者。た

だし、「自動車整備士技能検定２級」に合格した者を除く。）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、自動車整備分野に関する第２号技能実

習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取

り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

「自動車整備分野特定技能１号評価試験」又は「自動車整備士技能検定試験３

級」 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

  ア 技能水準（試験区分） 

    ｢自動車整備分野特定技能２号評価試験｣又は「自動車整備士技能検定試験２

級」 

  イ 実務経験 

    道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 78 条第１項に基づく地方運輸

局長の認証を受けた事業場（以下「認証工場」という。）における実務経験を要

件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第 1 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（３）「自動車整備分野特定技能２号評価試験」（運用方針３（２）アの試験区分） 

 ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

 （技能水準） 

  当該試験の合格及び道路運送車両法第 78 条第１項に基づく地方運輸局長の認証を

受けた事業場における３年以上の実務経験を要件とする。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「自動車整備職種、自動車整備作業」の第２号技能実習を良好に修了した者につ

いては、当該技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要

する技能と、道路運送車両法に基づく「日常点検整備」、「定期点検整備」及び「特

定整備」を実施することができるという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認

められることから、自動車整備業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即

戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第１の１
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○ １号特定技能外国人として自動車整備分野の業務に従事する場合には、本

要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

等が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験の合格

に加えて、道路運送車両法第 78 条第１項に基づく地方運輸局長の認証を受

けた事業場における３年以上の実務経験が必要です（「自動車整備士技能検

定２級」に合格した者を除く。）。 

この場合の実務経験とは分解、点検、調整等の整備作業をいい、具体的に

は以下の作業となります。 

・ 道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第３条に規定す

る特定整備に係る作業 

・ 電子制御装置の整備、板金塗装等の特定整備に付随する整備作業 

・ キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、調整等

の整備作業 

・ 自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業 

・ 自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業 

・ 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・技能水準を証するものとして、次のいずれか 

自動車整備分野特定技能１号評価試験の合格証明書の写し 

自動車整備士技能検定試験３級の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして、次のいずれか 

（１）及び（２）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

 外国人自動車整備技能実習評価試験（専門級）の合格証明書又は実技試験の結果

通知書の写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 技能水準を証するものとして、次のいずれか 

・自動車整備分野特定技能２号評価試験の合格証明書の写し 

・自動車整備士技能検定試験２級の合格証明書の写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の外国人自動車整備技能実習評価試験の合格証明書又は実技試験の結果通知書の提

出が必要です。 

○ 外国人自動車整備技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格していない場合

（技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語試験

を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書

の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 自動車整備分野特定技能２号評価試験は、受験の際に、上記実務経験の有無を確

認します。詳細は、試験実施機関へご確認ください。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２ （略） 

告示第２条 

自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等

を定める省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第７８条第１項に基づき地方運

輸局長から認証を受けた事業場を有すること。 

二 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する

協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしているこ

と。 

イ 前３号のいずれにも該当すること。 

ロ １級又は２級の自動車整備士の技能検定（道路運送車両法第５５条第１項の

技能検定をいう。）に合格した者又は自動車整備士の養成施設（同条第３項に規

定する養成施設をいう。）において５年以上の指導に係る実務の経験を有する者

が置かれていること。 

 六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自

動車整備分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、自動車整備分野

に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示
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をもって定めたものです。 

○ 自動車整備分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外

国人に係る在留諸申請の前に、国土交通省が設置する自動車整備分野に係る

特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、

国土交通省等が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければ

なりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能外国人から、自動車整備分野に係る実務経験を証明する書面の交

付を求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付を

しなければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特

定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ なお、自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関

する問合せ先は次のとおりです。特定技能外国人の受入れを検討している方

は、管轄の地方運輸局又は沖縄総合事務局の窓口までご相談ください。 

  国土交通省ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html 

○ 加えて、特定技能所属機関は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第７８条第１項に基づく、地方運輸局長の認証を受けていなければなり

ません。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援

機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能

外国人に係る在留諸申請の前に、自動車整備分野に係る特定技能外国人の受

入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省等が行う

調査又は指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。 

○ また、登録支援機関は、支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行

う者として、自動車整備士１級又は２級の資格を有する者又は自動車整備士

の養成施設において５年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなけ

ればなりません。 

○ 上記、自動車整備士の養成施設における指導に係る実務経験者を選任する

場合は、実際に従事した自動車整備士の養成施設の名称を明示してください。

なお、国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の一覧は

次の国土交通省ＨＰで公表されていますので、実務に携わった養成施設が該

当するかどうかを確認の上、記載してください。 

国土交通省ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html 

 

【確認対象の書類】 
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○ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式

第８－１号）（特定技能所属機関） 

○ 受付印のある「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」

又は「自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」（特定技能所属

機関） 

 ※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は

【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式

第８－２号）（登録支援機関） 

○ 受付印のある「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」

又は「自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」（登録支援機関） 

 ※令和６年６月１５日より前において、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施

の委託を受けて支援を行う場合は【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 自動車整備士１級若しくは２級の資格を有する者の自動車整備士技能検定合格証

の写し又は自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の経験を有

する者の実務経験証明書（分野参考様式第８－３号） 

※ 実務経験証明書は、従事した自動車整備士養成施設の代表者が作成し 、かつ、次

の項目の記載が必要となります。 

・ 氏名 

・ 従事した自動車整備士養成施設の名称、住所 

・ 実務経験期間（開始年月日及び終了年月日並びに経験年ヶ月） 

・ 自動車整備士養成施設の代表者名（直筆又は代表者印の押印） 

・ 担当していた指導実務内容 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、

又は初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であ

っても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、受付印のある「自動車整備分野特定技

能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」の提出が必要です。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）の際には、

受付印のある「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」

又は「自動車整備分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書」の提出が必
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要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留

意してください。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支

援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、受付印の

ある「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」の提出が

必要です。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請（初

めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから４か

月以内の申請を除く。）の際には、受付印のある「自動車整備分野特定技能協議会

入会届出書兼構成員資格証明書」又は「自動車整備分野特定技能協議会構成員資

格証明書発行申請書」の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には

当該申請は不許可となることに留意してください。 

○ 特定技能外国人の受入れ後に当該特定技能外国人が業務に従事する事業場に変更

がある場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第２条 

自動車整備分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等

を定める省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第７８条第１項に基づき地方運

輸局長から認証を受けた事業場を有すること。 

二 国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する

協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

にあっては、次のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしているこ

と。 

イ 前３号のいずれにも該当すること。 

ロ １級又は２級の自動車整備士の技能検定（道路運送車両法第５５条第１項の

技能検定をいう。）に合格した者又は自動車整備士の養成施設（同条第３項に規

定する養成施設をいう。）において５年以上の指導に係る実務の経験を有する者

が置かれていること。 

六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人の当該機関における自

動車整備分野に係る実務経験を証する書類を交付すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

自動車整備分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号

に基づき告示をもって定めたものです。 
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○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 
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第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令(特定技能１号) 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合する

こと。 

告示第１条 

自動車整備分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定め

る省令の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下

欄第６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下

欄第７号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号

に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結してい

ないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、自動車整備分野に特有

の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特定

技能２号」に係る上陸基準として自動車整備分野に特有の事情に鑑みて同在
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留資格に係る上陸基準省令第 7 号に基づき告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ

るものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣することも

派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式

第８－１号）（特定技能所属機関） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

自動車整備分野特定技能１号評価試
験

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、自動車整備分野特定技能１号評
価試験に合格したものとみなす。

自動車整備分野特定技能評価試験

自動車整備士技能検定３級

自動車整備分野特定技能２号評価試験

自動車整備士技能検定２級

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除
されます。
（注）特定技能２号については、試験の合格に加えて、実務経験要件（道路運送車両法第78条第１項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験）が課せら
れています（「自動車整備分野特定技能２号評価試験」に限る。）。

【特定技能１号】
自動車の日常点検整備、定期点検整備、
特定整備、特定整備に付随する基礎的な
業務

自動車整備 自動車整備

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能２号】
他の要員への指導を行いながら従事する
自動車の日常点検整備、定期点検整備、
特定整備、特定整備に付随する一般的な
業務

別表（自動車整備）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

1



分野参考様式第８－１号（特定技能所属機関） 

 

自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 
 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

自動車整備分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約しま

す。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技
能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）に従
事させる業務が、自動車整備（自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備若しくは特定整備に付随する
基礎的な業務）であること。 

２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技
能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）に従
事させる業務が、自動車整備（他の要員への指導を行いながら従事する自動車の日常点検整備、定期点検整
備、特定整備若しくは特定整備に付随する一般的な業務）であること。 

３．特定技能雇用契約において特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表
第１の２の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働
者派遣の対象とするものではないことを定めること。 

４．国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。 

５．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

６．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

７．登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)～(4)ま
でのいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

(1) 協議会の構成員であること。 

(2) 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

(3) 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

(4) １級又は２級の自動車整備士の技能検定（道路運送車両法第５５条第１項の技能検定をいう。）に合格し
た者又は自動車整備士の養成施設（同条第３項に規定する養成施設をいう。）において５年以上の指導に係
る実務の経験を有する者が置かれていること。 

８．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し．報告を行うこと。 

作成年月日       年  月  日 

作成責任者                 



分野参考様式第８－２号（登録支援機関） 

 

自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

    氏名又は名称 

    住    所 

    特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

自動車整備分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国

人支援計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．国土交通省が設置する自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協

議会」とする。）の構成員であること。 

２．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

３．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

４．１級又は２級の自動車整備士の技能検定（道路運送車両法第５５条第１項の技能検定をいう。）に

合格した者又は自動車整備士の養成施設（同条第３項に規定する養成施設をいう。）において５年

以上の指導に係る実務の経験を有する者が置かれていること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者               

 



      

分野参考様式第８－３号 

自動車整備実務経験証明書 

 

氏  名  

従事した自動車 

整備士養成施設 

名称 

 

 

住所 

〒 

 

実務経験期間 

開始年月日      年    月    日 

終了年月日      年    月    日 

経験年ヶ月     年    ヶ月 

担当していた 

指導実務内容 

 

 

上記に相違ないことを証明します。 

 
作成年月日      年    月    日 

養成施設名                  

電 話 番 号                  

代 表 者                 



運用要領別冊 
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-航空分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・国土交通省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する

行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の

運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に

関する方針を定めなければならないとされ、航空分野についても「航空分野

における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０年１

２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「航空分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・国土交通

省。以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、航空分野についても、出入国管理及び難民認定法第 7 条第 1 項第

2 号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び 1 号特定技能外国人支援

計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当

該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件（平成３



運用要領別冊 
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１年国土交通省告示第３６０号。以下「告示」という。）において、航空分野

固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第 2 条の 5 第 1 項

から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属する同

令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分

野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであ

ること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

  ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

    別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）の欄に掲げる業務 

  イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

    別表２ｂ．業務区分（５（１）イ関係）の欄に掲げる業務 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 
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航空分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりと

する。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとな

る関連業務（例：事務作業、除雪作業等）に付随的に従事することは差し支えな

い。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区

分に従い、上記第１の１（１）のいずれかの試験合格又は下記２（１）の技能実

習２号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区

分に従い、上記第１の１（２）のいずれかの試験合格及び実務経験により確認さ

れた技能を要する業務 

 

【主たる業務】 

○ 航空分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能外国人

は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能外

国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求めら

れるところ、分野別運用方針及び分野別運用要領に基づき、本要領別表に記

載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表に記載された

業務に主として従事しなければなりません。 

○ 本要領別表に記載された業務の考え方は以下のとおりです。 

・空港グランドハンドリングの業務区分（空港グランドハンドリング（地上

走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等））については、航空機地上走行支

援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空

機内外の清掃整備業務（以下「空港グランドハンドリング」という。）が対

象となります。 

・航空機整備の業務区分（航空機整備（機体、装備品等の整備業務等））につ

いては、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機

の機体、装備品又は部品の整備業務全般（以下「航空機整備等」という。）

が対象となります。 

・なお、業務の遂行に際しては、航空法等の関係法令や安全管理規程、業務

規程、運航・整備規程、社内規定等の規程類を遵守することが必要です。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ
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ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

・事務作業 

・作業場所の整理整頓や清掃 

・積雪時における作業場所の除雪 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については国土交通省航

空局にお問合せください。問合せ先については、国土交通省航空局のホーム

ページを御覧ください。 

 （URL：http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html） 

 

【確認対象の書類】 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９－

１号）（特定技能所属機関） 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の

適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２条第

２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定する第

２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了

している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技

能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有し

ていることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力

を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ （略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

 イ～ロ （略） 

 ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評

価方法により証明されていること。 

 ニ （略） 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

   航空分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に

合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 
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また、特定技能１号の在留資格については、航空分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

  別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄に掲げる試験 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄に掲げる試験 

  イ 実務経験 

  （ア）空港グランドハンドリング業務においては、現場において技能者を指導しな

がら作業に従事した実務経験を要件とする。 

  （イ）航空機整備業務においては、現場において専門的な知識・技量を要する作業

を実施した実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定技能産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「航空分野特定技能２号評価試験」又は「航空従事者技能証明」（運用方針３

（２）アの試験区分：運用方針別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）のとお

り） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

   （技能水準） 

  （ア）「航空分野特定技能２号評価試験（空港グランドハンドリング）」 

     当該試験の合格及び空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導

しながら作業に従事した実務経験を要件とする。 

  （イ）「航空分野特定技能２号評価試験（航空機整備）」又は「航空従事者技能証

明」 

     当該試験への合格又は航空従事者技能証明の取得、及び航空機整備の現場に

おいて、専門的な知識・技量を要する作業を実施した３年以上の実務経験を要

件とする。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 
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○ １号特定技能外国人として航空分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験の合格

又は技能証明の取得に加えて、以下の実務経験が必要です。 

・業務区分：空港グランドハンドリング 

空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従

事した実務経験 

この場合の実務経験とは、航空機の駐機場への誘導や移動、手荷物・貨物

の仕分け、手荷物・貨物の航空機への移送・搭降載、客室内清掃等、特定技

能２号として就業する上で必要となる知識や技能を習得（安全管理規定の理

解や作業資格の取得など）した上で、新入社員等に指導したことをいいます。 

・業務区分：航空機整備 

航空機整備の現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した

３年以上の実務経験 

この場合の実務経験とは航空会社や航空機整備会社において、国家資格整

備士等の指導・監督の下、ドック整備や材料・部品等の領収検査等、機体、

（１）「空港グランドハンドリング職種：航空機地上支援、航空貨物取扱及び客室清

掃」の第２号技能実習を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技

能が、１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能と、空港における航空機の

誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積付け、

航空機内の清掃という点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることか

ら、修得した技能が「地上走行支援業務」、「手荷物・貨物取扱業務」、「航空機内外

の清掃整備業務」といった空港グランドハンドリング業務で必要とされる一定の専

門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと

評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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装備品等の専門的・技術的な整備業務に 3 年以上従事したことをいいます。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・技能水準を証するものとして次のいずれか 

航空分野特定技能１号評価試験（空港グランドハンドリング）の合格証明書の写し 

航空分野特定技能１号評価試験（航空機整備）の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号

を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ

４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

空港グランドハンドリング技能実習評価試験（専門級）の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）技

能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 業務区分：空港グランドハンドリングの場合 

・航空分野特定技能２号評価試験（空港グランドハンドリング）の合格証明書の写し 

○ 業務区分：航空機整備の場合 

・航空分野特定技能２号評価試験（航空機整備）合格者の場合 

航空分野特定技能２号評価試験（航空機整備）の合格証明書の写し 

・航空従事者技能証明取得者の場合 

本要領別表の「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げるいずれかの航空従事者技能

証明の写し  

 航空分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書（分野参考様式第

９－３号） 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、空港グランドハンドリング技能実習評価試験（専門級）の合格証明書の写しの提
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出が必要です。 

○ 空港グランドハンドリング技能実習評価試験（専門級）に合格していない場合（技

能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語試験を受

験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出

が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 航空分野特定技能２号評価試験は、受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。

詳細は、航空局または試験実施機関へご確認ください。 

○ 航空従事者技能証明取得者の実務経験は、「航空分野２号特定技能外国人に求めら

れる実務経験に係る証明書（航空機整備）」（分野参考様式第９－３号）にて確認しま

す。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

２ （略） 

告示第２条 

航空分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 空港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号）第１２条第１項若しくは第１２

条の２第１項の承認を受けた者（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１００

条第１項の許可を受けた者を含む。）若しくは同規則第１３条第１項の承認を受け

た者若しくは同規則第１２条第１項、第１２条の２第１項若しくは第１３条第１

項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基

づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハ

ンドリングを営む者であること、又は同法第２０条第１項第３号、第４号若しく

は第７号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を

受けた者であること。 

二 国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

にあっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

六 特定技能所属機関である場合にあっては、特定技能外国人からの求めに応じ、

実務経験を証明する書面を交付すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、航空分野に特有

の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をもっ
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て定めたものです。 

○ 空港グランドハンドリングの業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定

技能所属機関は、空港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号）第１２条第

１項若しくは第１２条の２第１項の承認を受けた者（航空法（昭和２７年法

律第２３１号）第１００条第１項の許可を受けた者を含む。）若しくは同規則

第１３条第１項の承認を受けた者若しくは同規則第１２条第１項、第１２条

の２第１項若しくは第１３条第１項の規定に準じて定められた条例、規則そ

の他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うこと

を認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければな

りません。 

○ 航空機整備の業務区分の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、

航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２０条第１項第３号、第４号若しく

は第７号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者（以下「航

空機整備等に係る能力について認定を受けた者」という。）若しくは当該者か

ら業務の委託を受けた者でなければなりません。 

○ 航空分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に

係る在留諸申請の前に、国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に加

入し、加入後は協議会に対し、また国土交通省が行う調査又は指導に対し、

必要な協力を行うなどしなければなりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能外国人から航空分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求め

られた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面を交付しなければ

ならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能外国

人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能所属機関が適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録

支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定

技能外国人に係る在留諸申請の前に、航空分野特定技能協議会に加入し、加

入後は協議会に対し、また、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な

協力を行うものでなければなりません。 

○ 特定技能外国人の受入れを検討している場合、特定技能雇用契約の締結前

であっても、協議会事務局（国土交通省航空局）に協議会への加入等につい

て相談することができます。 

○ なお、航空分野特定技能協議会に関する問合せ先については、国土交通省

航空局のホームページを御覧ください。 

（URL：http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html） 

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
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【確認対象の書類】 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９－

１号）（特定技能所属機関） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書（特定技能所属機関） 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９－

２号）（登録支援機関） 

○ 航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書（登録支援機関） 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又

は初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっ

ても、航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以

内に航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第９－１号）については、出入国在留管理庁

ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び航空

分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外

国人に係る在留期間更新許可申請の際には、航空分野特定技能協議会の構成員で

あることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該

申請は不許可となることに留意してください。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支

援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該１号

特定技能外国人の入国後４か月以内に航空分野特定技能協議会の構成員となる旨

の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第９－２号）については、出入国在留管理庁

ホームページに掲載しています。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に受け入れる１号特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してか

ら４か月以内の申請を除く。）及び航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓

約書を提出して支援を行っている１号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申

請の際には、航空分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要
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です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意

してください。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第２条 

航空分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 空港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号）第１２条第１項若しくは第１２

条の２第１項の承認を受けた者（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１００

条第１項の許可を受けた者を含む。）若しくは同規則第１３条第１項の承認を受け

た者若しくは同規則第１２条第１項、第１２条の２第１項若しくは第１３条第１

項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基

づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハ

ンドリングを営む者であること、又は同法第２０条第１項第３号、第４号若しく

は第７号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を

受けた者であること。 

二 国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合に

あっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

六 特定技能所属機関である場合にあっては、特定技能外国人からの求めに応じ、実

務経験を証明する書面を交付すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

航空分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号に基づ

き告示をもって定めたものです。 
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○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 
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第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合する

こと。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第１条 

航空分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令

（平成２年法務省令第１６号）の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１

号に掲げる活動の項の下欄第６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２

号に掲げる活動の項の下欄第７号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者

派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律

第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技

能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、航空分野に特有の事情

に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特定技能２

号」に係る上陸基準として、航空分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係
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る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該特定技能外国人は労働者

派遣によるものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣す

ることも派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第９－

１号（特定技能所属機関）） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

航空機地上支援

航空貨物取扱

客室清掃

【特定技能２号】
空港グランドハンドリング（社内資格等を有
する指導者やチームリーダーとして、地上
走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等
に従事し、工程を管理）

航空分野特定技能２号評価試験
（空港グランドハンドリング）

別表（航空業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

【特定技能１号】
空港グランドハンドリング（社内資格等を有
する指導者やチームリーダーの指導・監督
の下、地上走行支援業務、手荷物・貨物
取扱業務等に従事）

航空分野特定技能１号評価試験
（空港グランドハンドリング）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、航空分野特定技能１号評価試験
（空港グランドハンドリング）に合格したも
のとみなす。

特定技能評価試験（航空分野：空港グ
ランドハンドリング）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

空港グランド
ハンドリング

【特定技能１号】
航空機整備
（機体、装備品等の整備業務等）

航空分野特定技能１号評価試験
（航空機整備）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、航空分野特定技能１号評価試験
（航空機整備）に合格したものとみな
す。

特定技能評価試験（航空分野：航空機
整備）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

1



職種 作業
特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等

試験免除等となる技能実習２号
技能水準及び評価方法等

航空分野特定技能２号評価試験
（航空機整備）

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除
されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（業務区分：空港グランドハンドリングにおいては、現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験、業務
区分：航空機整備においては、現場において、専門的な知識・技量を要する作業を実施した３年以上の実務経験）が課せられています。

航空従事者技能証明のうち以下のいず
れか

一等航空整備士（飛行機）
一考航空整備士（回転翼航空機)
二等航空整備士（飛行機）
二等航空整備士（回転翼航空機）
一等航空運航整備士（飛行機）
一等航空運航整備士（回転翼航空機）
二等航空運航整備士（飛行機）
二等航空運航整備士（回転翼航空機）
航空工場整備士（機体構造関係）
航空工場整備士（ピストン発動機関係）
航空工場整備士（タービン発動機関係）
航空工場整備士（プロペラ関係）
航空工場整備士（計器関係）
航空工場整備士（電子装備品関係）
航空工場整備士（電気装備品関係）
航空工場整備士（無線通信機器関係）

【特定技能２号】
航空機整備
（自らの判断により行う、機体、装備品等の
専門的・技術的な整備業務等）

2



分野参考様式第９－１号（特定技能所属機関） 
 

航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 
 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

航空分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定

技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、空港グランドハンド

リング（地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等）又は航空機整備（機体、装備品等の整備業務等）

であること。 

２．特定技能雇用契約において特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするもので

はないことを定めること。 

３．空港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号）第１２条第１項若しくは第１２条の２第１項の承認を

受けた者（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１００条第１項の許可を受けた者を含む。）若しくは

同規則第１３条第１項の承認を受けた者若しくは同規則第１２条第１項、第１２条の２第１項若しくは

第１３条第１項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港

管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、

又は同法第２０条第１項第３号、第４号若しくは第７号の能力について同項の認定を受けた者若しくは

当該者から業務の委託を受けた者であること。 

４．国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」とす

る。）の構成員であること。 

５．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

６．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

７．登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)か

ら(3)までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

(1) 協議会の構成員であること。 

(2) 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

(3) 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

８．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 
 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者                



分野参考様式第９－２号（登録支援機関） 

 

航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

      氏名又は名称 

      住    所 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

航空分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国人支援

計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．国土交通省が設置する航空分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

とする。）の構成員であること。 

２．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

３．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者               

 



分野参考様式第９－３号 

 
 

航空分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書 

 

 

 航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に規定す

る２号特定技能外国人に求められる実務経験について、下記のとおり証明します。 

 なお、本件について出入国在留管理官署から照会があった場合には、適切に対

応します。 

 

記 

 

１ 申請人 

氏   名  

生年月日  

国籍・地域  

 

２ 実務経験 

（１）業務内容 

   現場において、専門的な知識・技量を要する作業 

   ※「実務経験」とは航空会社や航空機整備会社において、国家資格整備士

等の指導・監督の下、ドック整備や材料・部品等の領収検査等、機体、

装備品等の専門的・技術的な整備業務に 3 年以上従事したことをいう。 

 

（２）上記（１）の業務に従事していた就業期間 

年  月  日～    年  月  日   （計： 年 月）  

※必要に応じ行を追加すること。 

※上記（１）の業務に従事していない期間がある場合は、従事していた期間ごと

に記載すること。 

 

作成日    年  月  日 

                 

           事業者 

                氏名又は名称 
住  所 

連 絡 先 

作成責任者（署名）              

 

※ 証明事項に事実と相違がある場合、申請人の在留資格が取り消される場合がある。 



 

1 

 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-宿泊分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・国土交通省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する

行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の

運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に

関する方針を定めなければならないとされ、宿泊分野についても「宿泊分野

における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０年１

２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「宿泊分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・国土交通

省。以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、宿泊分野についても、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第

２号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援

計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当

該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件（平成３
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１年国土交通省告示第３６１号。以下「告示」という。）において、宿泊分野

固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、宿

泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを目

的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第 2条の 5第 1項

から第 4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属す

る同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は

当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させる

ものであること。 

二～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務は、上記３（１）ア及び（２）アに定める試験

区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

  ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

    宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿

泊サービスの提供に従事する業務 
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  イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

    複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接

客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

宿泊分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりと

する。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとな

る関連業務（例：館内販売、館内備品の点検・交換等）に付随的に従事することは

差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務に

従い、上記第１の１（１）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行対象

職種・作業修了により確認された技能を要する宿泊施設におけるフロント、企

画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務をい

う。 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務に

従い、上記第１の１（２）の試験合格及び実務経験により確認された技能を要す

る業務で、複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広

報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務をいう。 

 

【主たる業務】 

○ 宿泊分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能外国人

は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能外

国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求めら

れるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要

する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。 

○ 宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及び

レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け

入れることとしていることから、試験等で立証された能力を用いてこれらの

業務に幅広く従事する必要があります。ただし、職場の状況に応じて、例え

ば、許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置さ

れるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。 

 

【関連業務】 
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○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

・ 旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務 

・ 旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

 

【確認対象の書類】 

○ 旅館業許可証（旅館・ホテル営業許可書） 

【留意事項】 

○ 条例では書類の名称を「旅館業許可書」としている例が多くあります。 

○ 簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 
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分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

宿泊分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に

合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、宿泊分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

「宿泊分野特定技能１号評価試験」 

  イ 日本語能力水準 

  （ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    「宿泊分野特定技能２号評価試験」 

  イ 実務経験 

    宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接

客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事した実務経験

を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

１．技能水準及び評価方法等 

（２）「宿泊分野特定技能２号評価試験」（運用方針３（２）アの試験区分） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

  （技能水準） 

    当該試験は、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の様々な業

務について、非定型的な内容も含め、熟練した技能で独力で実施できることを認

定するものである。また、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロ

ント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に２年以上従事した実務

経験を要件とする（注）。 

   （中略） 

（注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の１号特定技能外国

人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設

において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたか
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○ １号特定技能外国人として宿泊分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された技能試験の合格

に加えて、国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロン

ト、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に２年以上従事した実

務経験が必要です。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・宿泊分野特定技能１号評価試験の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

 日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

に関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２ 第２号技能実習を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「宿泊職種、接客・衛生管理作業」の第２号技能実習を良好に修了した者につい

ては、当該技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務におい

て要する技能と、フロント、接客、レストランサービス業務を実施することができ

るという点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、宿泊業の業

務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知

識又は経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

  宿泊技能実習評価試験（専門級）の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

  ＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）技能

水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 宿泊分野特定技能２号評価試験の合格証明書の写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、宿泊技能実習評価試

験（専門級）の合格証明書の写しの提出が必要です。 

○ 宿泊技能実習評価試験（専門級）に合格していない場合（技能実習法施行前の旧

制度の技能実習生も含む。）には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実

習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 宿泊分野特定技能２号評価試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。

詳細は、試験実施機関へご確認ください。 

 

  



 

10 

 

第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２ （略） 

告示第２条 

宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 旅館・ホテル営業（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規

定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。）の形態で旅館業を営み、か

つ、次のいずれにも該当すること。 

イ 旅館業法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。 

ロ １号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動を行おうとす

る外国人をいう。以下同じ。）及び２号特定技能外国人（同欄第２号に掲げる活

動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。）を、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。次号において「風

営法」という。）第２条第６項第４号に規定する施設において就労させないこと

としていること。 

ハ １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定

する接待を行わせないこととしていること。 

二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会

の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

にあっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしてい
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ること。 

六 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面

を交付すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、宿泊分野に特有

の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をもっ

て定めたものです。 

○ 特定技能所属機関は、旅館・ホテル営業（旅館業法（昭和 23 年法律第 138

号）第 2 条第 2 項に規定する旅館・ホテル営業をいう。）の許可を受けて旅

館業を営んでおり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 6 項第 4 号に規定する施設（ラブホテル

等）に該当しないものでなければなりません。 

○ また、特定技能外国人に対して風俗営業法第２条第３項に規定する「接待」

を行わせてはなりません。 

○ 宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に

係る在留諸申請の前に、国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国

人の受入れに関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が

行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援

機関に委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能

外国人に係る在留諸申請の前に、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに

関する協議会に加入し、加入後は協議会のほか、国土交通省が行う調査又は

指導に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。 

○ 特定技能外国人から宿泊分野に関する実務経験を証明する書面の交付を求

められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ

ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能

外国人の受入れができないこととなります。 

○ なお、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関する問

合せ先は、次のとおりです。 

国土交通省観光庁観光産業課 

電話 03-5253-8330 

 

【確認対象の書類】 

○ 旅館業許可証（旅館・ホテル営業許可書） 
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○ 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１０

－１号）（特定技能所属機関） 

○ 宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証

明書（特定技能所属機関） 

○ 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１０

－２号）（登録支援機関） 

○ 宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証

明書（登録支援機関） 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又

は初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっ

ても、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること

の証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以

内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の

誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１０－１号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び宿泊

分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を

提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、宿泊

分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書

の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可とな

ることに留意してください。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支

援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定

技能外国人の入国後４か月以内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関す

る協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１０－２号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請（初

めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから４か
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月以内の申請を除く。）及び宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議

会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る

在留期間更新許可申請の際には、宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関す

る協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出

がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。 

○ 特定技能外国人の受入れ後に当該外国人が業務に従事する事業所（ホテルや旅館）

に変更がある場合には、特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たって

は、次の書類を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する

運用要領」の「第７章第１節第１」を御参照ください。 

・旅館業許可証（旅館・ホテル営業許可書） 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示第２条 

宿泊分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 旅館・ホテル営業（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規

定する旅館・ホテル営業をいう。イにおいて同じ。）の形態で旅館業を営み、か

つ、次のいずれにも該当すること。 

イ 旅館業法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。 

ロ １号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動を行おうとす

る外国人をいう。以下同じ。）及び２号特定技能外国人（同欄第２号に掲げる活

動を行おうとする外国人をいう。ハにおいて同じ。）を、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。次号において「風

営法」という。）第２条第６項第４号に規定する施設において就労させないこと

としていること。 

ハ １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定

する接待を行わせないこととしていること。 

二 国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会

の構成員であること。 

三 前号の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

四 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

五 登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合

にあっては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託することとしてい

ること。 
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六 特定技能外国人からの求めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面

を交付すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

宿泊分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号に基づ

き告示をもって定めたものです。 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 
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第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第 2条の 5第 1項及び第 2項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第 3項及び第 4項

の規定に適合すること並びに申請人に係る 1号特定技能外国人支援計画が同条第 6項

及び第 7項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示第１条 

宿泊分野に係る出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令

の表の法別表第 1の 2の表の特定技能の項の下欄第 1号に掲げる活動の項の下欄第 6

号及び法別表第 1の 2の表の特定技能の項の下欄第 2号に掲げる活動の項の下欄第 7

号に規定する告示で定める基準は、申請人が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号）第 2条第 1号に規定す

る労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと

とする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、宿泊分野に特有の事情

に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特定技能２

号」に係る上陸基準として、宿泊分野に特有の事情に鑑みて同在留資格に係

る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ
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るものであってはならないとするものであり、特定技能外国人を派遣するこ

とも派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１０

－１号）（特定技能所属機関） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

【特定技能２号】
複数の従業員を指導しながら、宿泊施設に
おけるフロント、企画・広報、接客、レストラ
ンサービス等の宿泊サービスの提供に従事
する業務

宿泊分野特定技能２号評価試験

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も
免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に２年
以上従事した実務経験）が課せられています。

別表（宿泊業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分

【特定技能１号】
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接
客、レストランサービス等の宿泊サービスの
提供に従事する業務

宿泊分野特定技能１号評価試験

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、宿泊分野特定技能１号評価試験に
合格したものとみなす。

宿泊業技能測定試験

宿泊

技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

接客・衛生管理

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）
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分野参考様式第１０－１号（特定技能所属機関） 

 

宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

宿泊分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以下「法」という。）別表
第１の２の表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留す
る外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レスト
ランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務であること。 

２．２号特定技能外国人（法別表第１の２の表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係る
ものに限る。）をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、複数の従業員を指導しなが
ら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する
業務であること。 

３．特定技能雇用契約において１号特定技能外国人及び２号特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣
の対象とするものではないことを定めること。 

４．旅館・ホテル営業（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業をい
う。(1) において同じ。）の形態で旅館業を営み、かつ、次のいずれにも該当すること。 

(1) 旅館業法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること。 

(2) １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号。次号において「風営法」という。）第２条第６項第４号に規定する施設
において就労させないこと。 

(3) １号特定技能外国人及び２号特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないこ
と。 

５．国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であること。 

６．協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

７．国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

８．登録支援機関に適合１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)～(3)ま
でのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。 

(1) 協議会の構成員であること。 

(2) 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

(3) 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

９．特定技能外国人（法別表第１の２の表の特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。）からの求
めに応じ、宿泊分野に関する実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を
所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 



作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                



分野参考様式第１０－２号（登録支援機関） 

 

宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

      氏名又は名称 

      住    所 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

宿泊分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国人支援

計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

という。）の構成員であること。 

２． 協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

３． 国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を
所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-農業分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・農林水産省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和４年１０月２０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す

る基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管す

る行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上

の運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用

に関する方針を定めなければならないとされ、農業分野についても「農業分

野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０

年１２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「農業分

野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用

要領」（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林

水産省。以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能

外国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、農業分野についても、特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑み

て定める基準（平成３１年農林水産省告示第５２４号。以下「告示」という。）
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において、農業分野固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

目的としています。 
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１項

から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号） その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成３１年法務省令第６号）で定める分野に属す

る同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は

当該分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させる

ものであること。 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

（ア）耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等） 

（イ）畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等） 

イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

（ア）耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）及び当該業務に関す

る管理業務 

（イ）畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）及び当該業務に関す

る管理業務 
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（５）特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過渡に集中して就労すること

とならないようにするために必要な措置 

農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農

村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲につい

て柔軟に対応する。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

農業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりとす

る。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関

連業務（例：農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等）に付随

的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区

分に従い、上記第１の１（１）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行

対象職種・作業修了により確認された技能を要する業務（栽培管理、飼養管理、

農畜産物の集出荷・選別等の農作業）をいう。 

（２）２号特定技能外国人 

運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区

分に従い、上記第１の１（２）の試験合格及び実務経験により確認された技能を

要する業務をいう。 

 

【主たる業務】 

○ 農業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能外国人

は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能外

国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求めら

れるところ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要

する本要領別表に記載された業務に主として従事しなければならず、栽培管

理又は飼養管理の業務が従事する業務に含まれていることが必要です。 

○ 農業分野においては、１号特定技能外国人については耕種農業全般（栽培

管理、農産物の集出荷・選別等）又は畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集

出荷・選別等）に従事する者、２号特定技能外国人については耕種農業全般

又は畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務に従事する者を受け入れる

こととしていることから、試験等で立証されたこれらの能力を用いて幅広く

業務に従事する必要があります。 
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【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する

日本人が通常従事することとなる関連業務は、例えば、次のものが想定され

ます（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

① 特定技能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）が生産し

た農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業 

② 特定技能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）による農

畜産物の生産に伴う副産物（稲わら、家畜排泄物等）を原料又は材料の

一部として使用する製造又は加工の作業 

③ 農畜産物（特定技能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）

が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。）の運搬、陳列又は販売の作

業 

④ 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物（特定技

能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）が生産した農畜産

物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が

含まれる場合に限る。）の運搬、陳列又は販売の作業 

⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加

工された物（特定技能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）

による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用

し、製造され、又は加工された物（たい肥等の肥料、飼料等）が含まれ

る場合に限る。）の運搬、陳列又は販売の作業 

⑥ その他特定技能所属機関（労働者派遣形態の場合は派遣先事業者）で

耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作

業（畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関（労働者

派遣形態の場合は派遣先事業者）において畜産農業の技能を有する特定

技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事す

る場合等） 

等 

 

【その他業務関係】 

○ 特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関（労働者派遣形態の

場合は派遣先事業者）が受託して行うものを含みます。 
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○ なお、特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するか

は、在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。 

○ 農業者（農家・農業法人）に雇用される場合だけでなく、特定技能外国人

が主として従事する業務（①耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選

別等）又は②畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等））を自ら行

う、又は農業者から請け負って行う、農業者等を構成員とする団体（ＪＡ、

酪農ヘルパー利用組合、コントラクター組織等）に雇用されて業務に従事す

ることもできます。 

 

【労働時間、休憩及び休日への配慮】 

○ 特定技能雇用契約は、特定技能基準省令第１条第１項に定めるとおり、労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の労働に関する法令の規定に適

合している必要があります。農業については、日本人が従事する場合と同様

に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりま

すが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での能率を長期

間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえつつ、労働

基準法に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、

適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設定しなければ

なりません。なお、労働基準法の規定の適用除外となるのは、労働時間、休

憩及び休日に関する規定だけであり、深夜勤務における深夜割増賃金やその

他の規定については適用除外にならないことにご留意ください。 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようと

する業務が農業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりで

す。 

１ 地域別 

北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課 

代表：011-330-8800 

直通：011-330-8809 

FAX：011-520-3062 

東北農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：022-263-1111 

直通：022-221-6217 

FAX：022-722-7378 

関東農政局経営・事業支援部経営支援課 
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代表：048-600-0600 

直通：048-740-0394 

FAX：048-740-0081 

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：076-263-2161 

直通：076-232-4238 

FAX：076-234-3076 

東海農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：052-201-7271 

直通：052-223-4620 

FAX：052-201-1703 

近畿農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：075-451-9161 

直通：075-414-9055 

FAX：075-414-7345 

中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：086-224-4511 

直通：086-224-8842 

FAX：086-224-7713 

九州農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：096-211-9111 

直通：096-300-6375 

FAX：096-211-9912 

沖縄総合事務局農林水産部経営課 

代表：098-866-0031 

直通：098-866-1628 

FAX：098-860-1179 

２ 本省 

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ 

代表：03-3502-8111（内線 5193） 

直通：03-6744-2159 

FAX：03-3593-2612 

 

【確認対象の書類】 

＜直接雇用による場合＞ 

○ 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機
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関に係る誓約書（分野参考様式第１１－１号） 

＜派遣形態による場合＞ 

○ 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に

係る誓約書（分野参考様式第１１－３号） 

【留意事項】 

○ 特定技能外国人が農業分野で認められた業務に従事することが確認できるよう、

特定技能雇用契約は文書により締結し、職務内容を明確に定めることが必要です。 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 
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分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

農業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に

合格した者（２号特定技能外国人については実務経験の要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、農業分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

（ア）「１号農業技能測定試験（耕種農業全般）」 

（イ）「１号農業技能測定試験（畜産農業全般）」 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

  （ア）「２号農業技能測定試験（耕種農業全般）」 

  （イ）「２号農業技能測定試験（畜産農業全般）」 

  イ 実務経験 

    次のいずれかを満たすことを実務経験の要件とする。 

  （ア）農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理

する者としての実務経験 

  （イ）農業の現場における実務経験 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「２号農業技能測定試験」（運用方針３（２）アの試験区分） 

   ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

   （技能水準） 

   （ア）「２号農業技能測定試験（耕種農業全般）」 

      当該試験への合格及び耕種農業の現場において複数の従業員を指導しなが

ら作業に従事し、工程を管理する者としての２年以上の実務経験又は耕種農

業の現場における３年以上の実務経験を要件とする。 

   （イ）「２号農業技能測定試験（畜産農業全般）」 

      当該試験への合格及び畜産農業の現場において複数の従業員を指導しなが
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○ １号特定技能外国人として農業分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

ら作業に従事し、工程を管理する者としての２年以上の実務経験又は畜産農

業の現場における３年以上の実務経験を要件とする。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）農業分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語

能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習２号

移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりと

する。 

ア 運用方針５（１）ア（ア）の業務区分 

耕種農業に関連する第２号技能実習（耕種農業職種３作業：施設園芸、畑作・

野菜又は果樹）を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能

が、１号特定技能外国人が従事する業務において要する技能と、作物の栽培管

理、安全衛生等の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、

修得した技能が耕種農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても耕種

農業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相

当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）ア（ア）の試

験を免除する。 

イ 運用方針５（１）ア（イ）の業務区分 

畜産農業に関連する第２号技能実習（畜産農業職種３作業：養豚、養鶏又は酪

農）を良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、１号特定

技能外国人が従事する業務において要する技能と、家畜の飼養管理、安全衛生等

の点で、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、修得した技能が

畜産農業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても畜産農業の業務で必

要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又

は経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）ア（イ）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 



運用要領別冊 

12 

 

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人として農業分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に記載された技能試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要です。 

・業務区分：耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）及び 

当該業務に関する管理業務 

耕種農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程

を管理する者としての２年以上の実務経験又は耕種農業の現場における３年

以上の実務経験 

この場合の「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」

とは、自然条件の変化に応じて自らの判断により農作業を行うとともに、２

名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指し、指導を受

ける作業員の国籍、職責は問いません。また、複数の作業員を指導する期間

は必ずしも同一期間である必要はなく、繁閑期などの農業の特性により、管

理業務に従事した期間のうち一部指導を行わない期間があっても差し支えあ

りません。 

また、「耕種農業の現場における」実務とは、施設園芸、畑作・野菜、果樹

等の耕種農業の現場において、自然条件の変化に応じて自らの判断により農

作業に従事した経験を指します。 

  ・業務区分：畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）及び 

当該業務に関する管理業務 

畜産農業の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程

を管理する者としての２年以上の実務経験又は畜産農業の現場における３年

以上の実務経験 

この場合の「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する」

とは、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により農作業を行う

とともに、２名以上の作業員を指導・監督し、作業工程を管理することを指

し、指導を受ける作業員の国籍、職責は問いません。また、複数の作業員を

指導する期間は必ずしも同一期間である必要はなく、飼養衛生管理などの畜

産の特性により、管理業務に従事した期間のうち一部指導を行わない期間が

あっても差し支えありません。 

また、「畜産農業の現場における」実務とは、養豚、養鶏、酪農等の畜産農

業の現場において、家畜の個体や畜舎環境の変化に応じて自らの判断により

農作業に従事した経験を指します。 

 

【確認対象の書類】 
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＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・技能水準を証するものとして次のいずれか 

１号農業技能測定試験（耕種農業全般）の合格証明書の写し 

１号農業技能測定試験（畜産農業全般）の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

農業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 技能水準を証するものとして次のいずれか 

・２号農業技能測定試験（耕種農業全般）の合格証明書の写し 

・２号農業技能測定試験（畜産農業全般）の合格証明書の写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の農業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の提出が必要です。 

○ 農業技能評価試験（専門級）の実技試験に合格していない場合（技能実習法施行

前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語能力試験を受験し合格

するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要

です。 

＜特定技能２号＞ 

○ ２号農業技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。詳細は、

試験実施機関へご確認ください。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条第１項 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

九 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次の

いずれにも該当すること。 

イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいず

れかに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業

分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であ

ること。 

(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であ

ること。 

(2) 地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。 

(3) 地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役

員であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関

与していると認められる者であること。 

(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあ

っては、国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１６条の５第

１項に規定する特定機関であること。 

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第１号か

ら第４号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をする

こととしていること。 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（２）特定技能所属機関等に対して特に課す条件 

イ 労働者派遣形態の場合、次の要件を満たすこと。 

（ア）特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、農業現場の実情を把握して

おり特定技能外国人の受入れを適正かつ確実に遂行するために必要な能力を

有していること。 

告示 
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農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関（第１号にあっては、当該機関が法人

である場合は、当該機関又はその業務を執行する役員）が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の

特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働

者派遣（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に

規定する労働者派遣をいう。以下同じ。）の対象とするものではない場合にあっ

ては、労働者を６月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有するこ

と。 

二 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は

第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっ

ては、労働者を６月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習

その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者（労働者派遣法第４１条に

規定する派遣先責任者をいう。）として選任している者に当該外国人に係る労働

者派遣をすることとしていること。 

三 農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議

会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

四 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力

を行うこと。 

五 第２号に規定する場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該

外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。 

六 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、第４号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

七 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を農業分野の実務に従事させたとき

は、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契

約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合

における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

【労働者派遣事業者の要件（特定技能基準省令）】 

○ 農業分野において労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入れること

ができる労働者派遣事業者は、特定技能基準省令第２条第１項第９号に定め

るとおり、以下の①～④のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大

臣と協議の上で適当であると認められる者になります。 
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① 農業又は農業に関連する業務を行っている者であること 

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること 

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が

役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的

に関与していると認められる者であること 

④ 国家戦略特別区域法第１６条の５第 1項に規定する特定機関であること 

○ ①の「農業を行っている者」とは、農業経営を行う者を指します。これに

該当すると認められる場合としては、農業委員会等から発行された耕作証明

書、営農証明書のほか、農畜産物の出荷に係る伝票や納品書の写し等が提出

されていることが想定されます。また、「農業に関連する業務を行っている

者」とは、農畜産物の集荷、加工、販売、営農・技術指導を行う生産者団体

等を指し、これに当たり得るものとしては、例えば、農業協同組合、農業協

同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が想定されます。 

○ ②において、地方公共団体及び①に掲げる者の両者が出資している場合に

は、その合計が資本金の過半数になっていれば差し支えありません。 

○ ③の「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては、例

えば、当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又は①に掲

げる者若しくはその役員若しくは職員」が農業分野に関する業務の運営に指

導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定され

ます。 

  なお、農業分野において、労働者派遣形態により特定技能外国人を受け入

れる限りにおいては、「業務執行に実質的に関与していると認められる者」

は、継続して業務執行に実質的に関与しなければなりません（そうでない場

合、労働者派遣事業者は、労働者派遣事業者としての該当性を失うことにな

ります。）。 

○ ④の「特定機関」は、「国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業における

特定機関等に関する指針」（平成２９年１２月１５日内閣総理大臣決定）第

４による特定機関の基準適合性についての確認を受けており、かつ、適正に

外国人農業支援人材を派遣先農業経営体に派遣したことがある特定機関で

あることが必要です。なお、当該事業の終了をもって④の該当性を失うもの

ではありません。 

○ また、労働者派遣事業における派遣先の対象地域については派遣元責任者

が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていること

が必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れについ

ては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切

に行うことができる範囲となっていることが必要です。 
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○ なお、適正な在留管理を図る観点から、労働者派遣事業者として適当と認

められる期間は３年間とし、当該期間が経過した場合には、改めて、その該

当性について確認することとなります。 

 

【農業分野の固有の基準（告示）】 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、農業分野に特有

の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をもっ

て定めたものです。 

[雇用経験等] 

○ 農業者等が特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用する場合、

当該農業者等は、過去５年以内に同一の労働者（技能実習生を含む。）を少な

くとも６か月以上継続して雇用した経験（法人の場合、業務を執行する役員

が個人事業主として雇用した経験も含まれます。）又はこれに準ずる経験が

なければなりません。 

○ これに準ずる経験とは、過去５年以内に６か月以上継続して労務管理に関

する業務に従事した経験をいいます。 

  これに当たり得るものとしては、子が農業経営を行う親の下で労務管理に

関する業務を行っていた場合や労務管理に関する業務の経験がある農業法人

の従業員が新たに独立する場合等が想定されます。 

○ また、労働者派遣による場合には、派遣先は、過去５年以内に同一の労働

者（技能実習生を含む。）を少なくとも６か月以上継続して雇用した経験があ

るか、又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき

措置等の解説が行われる講習（例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向

けの講習等）を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要と

なります。 

[農業特定技能協議会] 

○ 特定技能所属機関は、農業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、

当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、農林水産省が設置する農業分

野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（「農業特定技能協議会」）

に加入しなければなりません。 

○ 加入に当たっては、農業特定技能協議会の定める方法により申請すること

となります。加入手続の詳細は農林水産省にお問い合わせください。 

○ また、加入後は、農業特定技能協議会に対し、必要な協力を行わなければ

ならず、これを行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外

国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能外国人から農業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求め
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られた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面（電磁的記録を含

む。）の交付又は提供をしなければならず、これを行わない場合は、基準に適

合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 労働者派遣による場合には、派遣先は、農業特定技能協議会に対し、必要

な協力を行うものでなければなりません。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に

委託する場合には、当該登録支援機関は、農業特定技能協議会に対し、必要

な協力を行うものでなければなりません。 

○ なお、農業特定技能協議会に関する問合せ先は次のとおりです。 

１ 地域別 

北海道農政事務所生産経営産業部担い手育成課 

代表：011-330-8800 

直通：011-330-8809 

FAX：011-520-3062 

東北農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：022-263-1111 

直通：022-221-6217 

FAX：022-722-7378 

関東農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：048-600-0600 

直通：048-740-0394 

FAX：048-740-0081 

北陸農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：076-263-2161 

直通：076-232-4238 

FAX：076-234-3076 

東海農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：052-201-7271 

直通：052-223-4620 

FAX：052-201-1703 

近畿農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：075-451-9161 

直通：075-414-9055 

FAX：075-414-7345 

中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：086-224-4511 
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直通：086-224-8842 

FAX：086-224-7713 

九州農政局経営・事業支援部経営支援課 

代表：096-211-9111 

直通：096-300-6375 

FAX：096-211-9912 

沖縄総合事務局農林水産部経営課 

代表：098-866-0031 

直通：098-866-1628 

FAX：098-860-1179 

２ 本省 

農林水産省 経営局 就農・女性課 雇用・労働グループ 

代表：03-3502-8111（内線 5193） 

直通：03-6744-2159 

FAX：03-3593-2612 

 

【確認対象の書類】 

＜直接雇用による場合＞ 

○ 農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機

関に係る誓約書（分野参考様式第１１－１号） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類 

 ※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は

【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合は、登

録支援機関誓約書（分野参考様式第１１－４号） 

＜派遣形態による場合＞ 

○ 農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う特定技能所属機関に

係る誓約書（分野参考様式第１１－３号） 

○ 農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類 

 ※令和６年６月１５日より前において、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は

【留意事項】○２つ目を参照してください。 

○ 派遣先事業者誓約書（分野参考様式第１１－２号） 

○ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合、登録

支援機関誓約書（分野参考様式第１１－４号） 

○ 労働者派遣事業許可証の写し 

＜労働者派遣の要件①に該当する場合＞ 
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○ 定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営農証明書、耕作証明書、農畜産物の出

荷に係る伝票や納品書の写し等、農業又は農業に関連する業務を行っていることが

確認できる書類 

＜労働者派遣の要件②に該当する場合＞ 

○ 有価証券報告書、株主名簿の写し等資本金の出資者を明らかにする書類 

＜労働者派遣の要件③に該当する場合＞ 

○ 役員名簿等、地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職

員が役員であることが確認できる書類又は業務方法書、組織体制図等、地方公共団

体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類 

＜労働者派遣の要件④に該当する場合＞ 

○ 特定機関基準適合通知書の写し 

〇 派遣契約書の写し、巡回指導・監査の結果報告書の写し等、適正に外国人農業支

援人材を派遣したことがあることが確認できる書類 

【留意事項】 

○ 各誓約書に記載されている誓約事項を遵守することができなくなった場合は、そ

の旨を地方出入国在留管理局及び農林水産省に報告する必要があります。 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、

初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、農業特定技能協議会の構成員

であることを明らかにする書類の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以

内に農業特定技能協議会の構成員となる旨を誓約することが必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１１－１号及び同様式第１１－３号）につ

いては、出入国在留管理庁ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び農業

特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人

に係る在留期間更新許可申請の際には、農業特定技能協議会の構成員であること

を確認できる書類の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該

申請は不許可となることに留意してください。 

〇 労働者派遣については、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」第５章第１節

第１（５）及び第２節第１（12）の基準にも適合していることが求められます。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条第２項 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援計

画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示 

農業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関（第１号にあっては、当該機関が法人

である場合は、当該機関又はその業務を執行する役員）が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の

特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働

者派遣（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（昭和６０年法律第８８号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に

規定する労働者派遣をいう。以下同じ。）の対象とするものではない場合にあっ

ては、労働者を６月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有するこ

と。 

二 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は

第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者派遣の対象とする場合にあっ

ては、労働者を６月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習

その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者（労働者派遣法第４１条に

規定する派遣先責任者をいう。）として選任している者に当該外国人に係る労働

者派遣をすることとしていること。 

三 農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議

会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

四 協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力

を行うこと。 

五 第２号に規定する場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該

外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。 

六 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ
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っては、第４号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

七 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を農業分野の実務に従事させたとき

は、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契

約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合

における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

農業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号に基づ

き告示をもって定めたものです。 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

施設園芸

畑作野菜

果樹

【特定技能２号】
耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出
荷・選別等）及び当該業務に関する管理業
務

２号農業技能測定試験（耕種農業全般）

養豚

養鶏

酪農

【特定技能２号】
畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出
荷・選別等）及び当該業務に関する管理業
務

２号農業技能測定試験（畜産農業全般）

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除
されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての
２年以上の実務経験又は耕種農業若しくは畜産農業の現場における３年以上の実務経験）が課せられています。

畜産農業
【特定技能１号】
畜産農業全般
（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）

１号農業技能測定試験（畜産農業全
般）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、１号農業技能測定試験（畜産農業
全般）に合格したものとみなす。

農業技能測定試験（畜産農業全般）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

別表（農業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区
分

技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

【特定技能１号】
耕種農業全般
（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）

１号農業技能測定試験（耕種農業全
般）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、１号農業技能測定試験（耕種農業
全般）に合格したものとみなす。

農業技能測定試験（耕種農業全般）

耕種農業

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

1



分野参考様式第１１－１号（特定技能所属機関：直接雇用） 

 

農業分野において直接雇用形態で特定技能外国人の受入れを行う 

特定技能所属機関に係る誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

農業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１ １号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の
表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留す
る外国人をいう。）に従事させる業務が、耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）又は
畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）であること。 

 
２ ２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の
表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留す
る外国人をいう。）に従事させる業務が、耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）又は
畜産農業全般（飼養管理、畜産物の集出荷・選別等）及び当該業務に関する管理業務であること。 

 
３ 過去５年以内に同一の労働者を６か月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有す
ること（該当する項目を記入すること。）。 
① ア 雇用経験が６か月以上ある場合  

雇用した時期：  年  月  日 ～  年  月  日  
   イ 法人として雇用経験が６か月に満たないものの、業務を執行する役員が個人事業主として

雇用経験が６か月以上ある場合 
     業務を執行する役員の氏名：         
     雇用した時期：  年  月  日 ～  年  月  日 
 ② これに準ずる経験（労務管理の経験）がある場合（①の条件を満たしていない場合） 
     労務管理の経験のある者（※）の氏名：         
     労務管理に従事した時期：  年  月  日 ～  年  月  日 
     労務管理をした機関名：         
     ※法人の場合は業務を執行する役員に限る。 
 
４ 農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「農業特 

定技能協議会」という。）の構成員であること。  
 
５ 農業特定技能協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行

うこと。 
 
６ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、５に規定

する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 
 
７ 特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の



特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。）からの求めに応じ、実務経験を証明する
書面（電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

（注１）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野

を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

（注２）農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類を添付すること。 

 

作成年月日      年  月  日 

 

作成責任者              



分野参考様式第１１－２号（派遣先事業者） 

 

派遣先事業者誓約書 

 

特定技能所属機関 宛 

 

派遣先事業者 

氏名又は名称 

所  在  地 

 

記 

農業分野における特定技能外国人の労働者派遣を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１ １号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の
特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人を
いう。）に従事させる業務が、耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）又は畜産農業全般（飼
養管理、畜産物の集出荷・選別等）であること。 

 
２ ２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の
特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人を
いう。）に従事させる業務が、耕種農業全般（栽培管理、農産物の集出荷・選別等）又は畜産農業全般（飼
養管理、畜産物の集出荷・選別等）及び当該業務に関する管理業務であること。 

 
３ 次のいずれかに該当する者であること（該当する項目を丸で囲むこと）。 
① 過去５年以内に同一の労働者を６か月以上継続して雇用した経験がある者 
 （雇用した時期：  年  月  日 ～  年  月  日 ） 

② 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者 
 （講習の名称： 

受講した日：   年  月  日 
受講した場所：                  ） 

 
４ 農業特定技能協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこ
と。 

 
５ 次のいずれにも該当する者であること。 
① 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。 
② 特定技能雇用契約の締結の日前１年以内又はその締結の日以後に、特定技能雇用契約において外国
人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者（次に掲げる者を除く。）を
離職させていないこと。 
イ 定年その他これに準ずる理由により退職した者 
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者 
ハ 期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）の期間満了時に当該有期労働契約
を更新しないことにより当該有期労働契約を終了（労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをし
た場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であっ
て、当該有期労働契約の相手方である特定技能所属機関が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由
その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限
る。）された者 

ニ 自発的に離職した者 
③ 特定技能雇用契約の締結の日前１年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約の相手方
である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと。 

④ 次のいずれにも該当しないこと。 
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算
して５年を経過しない者 

ロ 次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を  
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者 
⑴  労働基準法第１１７条（船員職業安定法第８９条第１項又は労働者派遣法第４４条第１項の



規定により適用される場合を含む。）、第１１８条第１項（労働基準法第６条及び第５６条の
規定に係る部分に限る。）、第１１９条（同法第１６条、第１７条、第１８条第１項及び第３
７条の規定に係る部分に限る。）及び第１２０条（同法第１８条第７項及び第２３条から第２
７条までの規定に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第１２１条の規定 

⑵ 船員法（昭和２２年法律第１００号）第１２９条（同法第８５条第１項の規定に係る部分に
限る。）、第１３０条（同法第３３条、第３４条第１項、第３５条、第４５条及び第６６条（同
法第８８条の２の２第４項及び第５項並びに第８８条の３第４項において準用する場合を含
む。）の規定に係る部分に限る。）及び第１３１条（第１号（同法第５３条第１項及び第２項、
第５４条、第５６条並びに第５８条第１項の規定に係る部分に限る。）及び第３号に係る部分
に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第１３５条第１項の規定（これらの規定が船
員職業安定法第９２条第１項の規定により適用される場合を含む。） 

⑶ 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第６３条、第６４条、第６５条（第１号を除く。）
及び第６６条の規定並びにこれらの規定に係る同法第６７条の規定 

⑷ 船員職業安定法第１１１条から第１１５条までの規定 
⑸ 法第７１条の３、第７１条の４、第７３条の２、第７３条の４から第７４条の６の３まで、第
７４条の８及び第７６条の２の規定 

⑹ 最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第４０条の規定及び同条の規定に係る同法第４２
条の規定 

⑺ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭
和４１年法律第１３２号）第４０条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定及び当該規定
に係る同条第２項の規定 

⑻ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和５１年法律第３３号）第４９条、第５０条及
び第５１条（第２号及び第３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第５２条の規
定 

⑼ 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和５１年法律第３４号）第１８条の規定及び同条の規
定に係る同法第２０条の規定 

⑽ 労働者派遣法第５８条から第６２条までの規定 
⑾ 港湾労働法（昭和６３年法律第４０号）第４８条、第４９条（第１号を除く。）及び第５１条
（第２号及び第３号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第５２条の規定 
⑿ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進
に関する法律（平成３年法律第５７号）第１９条、第２０条及び第２１条（第３号を除く。）
の規定並びにこれらの規定に係る同法第２２条の規定 

⒀ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第
７６号）第６２条から第６５条までの規定 

⒁ 林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第４５号）第３２条、第３３条及び第
３４条（第３号を除く。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第３５条の規定 

⒂ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９
号。以下「技能実習法」という。）第１０８条、第１０９条、第１１０条（同法第４４条の規定
に係る部分に限る。）、第１１１条（第１号を除く。）及び第１１２条（第１号（同法第３５条
第１項の規定に係る部分に限る。）及び第６号から第１１号までに係る部分に限る。）の規定並
びにこれらの規定に係る同法第１１３条の規定 
⒃ 労働者派遣法第４４条第４項の規定により適用される労働基準法第１１８条、第１１９条及
び第１２１条の規定、船員職業安定法第８９条第７項の規定により適用される船員法第１２９条
から第１３１条までの規定並びに労働者派遣法第４５条第７項の規定により適用される労働安
全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第１１９条及び第１２２条の規定 

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）の規定（同法第５
０条（第２号に係る部分に限る。）及び第５２条の規定を除く。）により、又は刑法（明治４０
年法律第４５号）第２０４条、第２０６条、第２０８条、第２０８条の２、第２２２条若しくは
第２４７条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正１５年法律第６０号）の罪を犯した
ことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して５年を経過しない者 

ニ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第２０８条、第２１３条の２若しくは第２１４条第１
項、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）第１５６条、第１５９条若しくは第１６０条第１項、
労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第５１条前段若しくは第５４条第１項（同法
第５１条前段の規定に係る部分に限る。）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第１
０２条、第１０３条の２若しくは第１０４条第１項（同法第１０２条又は第１０３条の２の規定
に係る部分に限る。）、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和４４年法律第８４号）第
４６条前段若しくは第４８条第１項（同法第４６条前段の規定に係る部分に限る。）又は雇用保
険法（昭和４９年法律第１１６号）第８３条若しくは第８６条（同法第８３条の規定に係る部分
に限る。）の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
くなった日から起算して５年を経過しない者 

ホ 精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適性に行うに当たっての必要な認知、判断



及び意思疎通を適切に行うことができない者 
ヘ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ト 技能実習法第１６条第１項の規定により実習認定を取り消され、当該取消しの日から起算して
５年を経過しない者 

チ 技能実習法第１６条第１項の規定により実習認定を取り消された者が法人である場合（同項第
３号の規定により実習認定を取り消された場合については、当該法人がロ又はニに規定する者に
該当することとなったことによる場合に限る。）において、当該取消しの処分を受ける原因とな
った事項が発生した当時現に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと
認められる者を含む。ヲにおいて同じ。）であった者で、当該取消しの日から起算して５年を経
過しないもの 

リ 特定技能雇用契約の締結の日前５年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為その他の出
入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 
⑴ 外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為 
⑵ 外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為 
⑶ 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為 
⑷ 外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為 
⑸ ⑴から⑷までに掲げるもののほか、外国人の人権を著しく侵害する行為 
⑹ 外国人に係る出入国又は労働に関する法令に関して行われた不正又は著しく不当な行為に
関する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に法第３章第１節若しくは第２節
の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第４節の規定による上陸の許
可若しくは法第４章第１節若しくは第２節若しくは第５章第３節の規定による許可を受けさ
せる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行
使し、又は提供する行為 

⑺ 特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収若しく
は財産の管理又は当該特定技能雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約その他不当に金
銭その他の財産の移転を予定する契約を締結する行為 

⑻ 外国人若しくはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において
密接な関係を有する者との間で、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関
連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をする者若しくは当
該特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の
移転を予定する契約を締結した者又はこれらの行為をしようとする者からの紹介を受けて、当該
外国人と当該特定技能雇用契約を締結する行為 
⑼ 法第１９条の１８の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をする行為 
⑽ 法第１９条の２０第１項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若
しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問
に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避する行為 
⑾ 法第１９条の２１第１項の規定による処分に違反する行為 
ヌ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」
という。） 

ル 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからヌ
まで又はヲのいずれかに該当するもの 

ヲ 法人であって、その役員のうちにイからルまでのいずれかに該当する者があるもの 
ワ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨当該分野を所管する関係行政機関の長

及び特定技能所属機関に対し、報告を行うこと。 

 

作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                



分野参考様式第１１－３号（特定技能所属機関：派遣形態） 

 

農業分野において派遣形態で特定技能外国人の受入れを行う 

特定技能所属機関に係る誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

農業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１ 次のいずれかに該当すること（該当する項目を丸で囲むこと）。 

① 農業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。 

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。 

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他

地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。 

④ 国家戦略特別区域法第１６条の５第１項に規定する特定機関であること。 

     【農業支援外国人材の受入れ実績】 

①受入れ開始日（  年  月  日） 

②受入れ人数（  人） 

 

２ 特定技能基準省令２条１項第１号から第４号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働

者派遣をすることとしていること。 

 

３ 過去５年以内に同一の労働者を６か月以上継続して雇用した経験を有する者又は派遣先責任者講習

その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者（労働者派遣法第４１条に規定する派遣先責任

者をいう。）として選任している者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。 

 

４ 農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「農業特定技

能協議会」という。）の構成員であること。 

 

５ 農業特定技能協議会が行う情報の提供、意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこ

と。 



 

６ ５に規定する必要な協力を行う者に当該外国人に係る労働者派遣をすることとしていること。 

 

７ 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、５に規定する

必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

 

８ 特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定

技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。）からの求めに応じ、実務経験を証明する書面（電磁

的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

（注１）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野

を所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

（注２）添付書類として次の書類を提出すること。 

  【共通】 

・労働者派遣事業許可証の写し 

・農業特定技能協議会の構成員であることを確認できる書類 

【１①に該当する事業者】 

   ・定款、登記事項証明書、有価証券報告書、営農証明書、耕作証明書、農畜産物の出荷に係る伝票

や納品書の写し等、農業又は農業に関連する業務を行っていることが確認できる書類 

  【１②に該当する事業者】 

   ・有価証券報告書、株主名簿の写し等資本金の出資者を明らかにする書類 

  【１③に該当する事業者】 

   ・役員名簿等、地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であるこ

とが確認できる書類又は業務方法書、組織体制図等、地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に

実質的に関与していることが確認できる書類 

  【１④に該当する事業者】 

   ・特定機関基準適合通知書の写し 

   ・派遣契約書の写し、巡回指導・監査の結果報告書の写し等、適正に外国人農業支援人材を派遣したこ

とがあることが確認できる書類 

 

 

 

 

作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                



分野参考様式第１１－４号（登録支援機関） 

 

登録支援機関誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

登録支援機関 

    氏名又は名称 

    住    所 

     特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人  

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

農業分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国人支援

計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会が行う情報の提供、

意見の聴取、調査その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨当該分野を所管する関係行政機関の長

及び特定技能所属機関に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                 



運用要領別冊 

1 

 

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-漁業分野の基準について- 

平成３１年３月 

法務省・農林水産省編 

 

（制定履歴） 

平成３１年３月２０日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号。以

下「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制

度の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する

基本方針」（平成３０年１２月２５日閣議決定）にのっとり、分野を所管する

行政機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の

運用に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に

関する方針を定めなければならないとされ、漁業分野についても「漁業分野

における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成３０年１

２月２５日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「漁業分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（平成３０年１２月２５日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林水産

省。以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成３１年法務省令第５号。以下「特

定技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２

号の基準を定める省令（平成２年法務省令第１６号。以下「上陸基準省令」

という。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となってい

るところ、漁業分野についても、特定技能雇用契約及び 1 号特定技能外国人

支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑み

て定める基準（平成３１年農林水産省告示第５２５号。以下「告示」という。）

において、漁業分野固有の基準が定められています。 



運用要領別冊 

2 

 

 ○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、

漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

目的としています。 

  



運用要領別冊 

3 

 

第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第 2条の 5 第 1 項

から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりと

する。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成 31 年法務省令第６号）で定める分野に属する同

令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分

野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであ

ること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に

合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、漁業分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

（ア）「１号漁業技能測定試験（漁業）」 

（イ）「１号漁業技能測定試験（養殖業）」 

（２）２号特定技能外国人 
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  技能水準（試験区分及び実務経験） 

 ア 試験区分 

（ア）「２号漁業技能測定試験（漁業）」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」 

（イ）「２号漁業技能測定試験（養殖業）」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」 

イ 実務経験 

（ア）漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）上の登録を受けた漁船において、操業

を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作

業工程を管理する者としての実務経験を要件とする。 

（イ）漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）及び内水面漁業の振興に関する法律

（平成 26 年法律第 103 号）に基づき行われる養殖業の現場において、養殖

を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工

程を管理する者としての実務経験を要件とする。 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

（ア）漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水

産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等） 

  （イ）養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖

水産動植物の収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等） 

イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

（ア）漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水

産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）、操業を指揮監督

する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理。 

（イ）養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖

水産動植物の収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等）、養殖を管理する者の補

佐、作業員の指導及び作業工程の管理。 

（５）特定技能外国人が大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労すること

とならないようにするために必要な措置 

さらに、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期待

できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の

範囲について柔軟に対応する。 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 
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漁業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおりと

する。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとな

る関連業務（例：①漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械

の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等、②養殖業に

係る梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等）に付随的に従事

することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務区

分に従い、上記第１の１（１）ア及び２（１）若しくは（２）の試験合格又は下

記２（１）の技能実習２号移行対象職種・作業修了により確認された技能を要す

る業務。 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務区

分に従い、上記第１の１（２）の試験合格及び実務経験により確認された技能を

有する業務。 

 

【主たる業務】 

○ 漁業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能外国人

は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能外

国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求めら

れるところ、本要領別表に記載された試験の合格等により確認された技能を

要する本要領別表に記載された業務（漁業又は養殖業）に主として従事しな

ければなりません。 

○ １号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく、船長

や漁労長等の監督者の指示を理解し、又は監督者の包括的な指示の下で自ら

判断しながら、漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。 

○ ２号特定技能外国人は、漁業又は養殖業を主体的に営むものではなく、船

長や漁労長、養殖経営者の下で、操業を指揮監督する者や養殖を管理する者

を補佐する者又は他の作業員を指導しながら自らも作業に従事し、作業工程

を指揮・管理する者として漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、漁業の特性に鑑み、かつ、漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期



運用要領別冊 

6 

 

待できない漁村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な漁業関連

業務の範囲については、柔軟に対応することとしており、関連業務に当たり

得るものとして、例えば、次のものが想定されます（注）。 

（注）専ら関連業務のみに従事することは認められません。 

 

（分野別運用方針５（１）ア（ア）及びイ（ア）関係：漁業の業務に従事し

ている場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・

積込み 

・ 出漁に係る炊事・賄い 

・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用

する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 

・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 

・ 社内外における研修 

等 

 （分野別運用方針５（１）ア（イ）及びイ（イ）関係：養殖業の業務に従事

している場合） 

・ 漁具・漁労機械の点検・換装 

・ 船体の補修・清掃 

・ 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃 

・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・

積込み 

・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守 

・ 鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における

食害防止 

・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的

な漁業 

・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 

・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用

する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 
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・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け 

・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 

・ 社内外における研修 

 

【労働時間、休憩及び休日への配慮】 

○ 特定技能雇用契約は、特定技能基準省令第１条第１項に定めるとおり、労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の労働に関する法令の規定に適

合している必要があります。漁業・養殖業については、日本人が従事する場

合と同様に、労働時間、休憩及び休日に関する労働基準法等の規定は適用除

外となりますが、特定技能外国人が、健康で文化的な生活を営み、職場での

能率を長期間にわたって維持していくため、特定技能外国人の意向も踏まえ

つつ、労働基準法等に基づく基準も参考にしながら、過重な長時間労働とな

らないよう、適切に労働時間を管理するとともに、適切に休憩及び休日を設

定しなければなりません。なお、労働基準法の規定の適用除外となるのは、

労働時間、休憩及び休日に関する規定だけであり、深夜勤務における深夜割

増賃金やその他の規定については適用除外にならないことにご留意ください。 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該特定技能外国人に従事さ

せようとする業務が漁業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次の

とおりです。 

水産庁漁政部企画課 

電話：０３－６７４４－２３４０ 

 

【確認対象の書類】 

○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１２

－１号） 

〇 特定技能所属機関が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受け漁業又

は養殖業を営んでいる場合（例えば大臣許可漁業の許可や定置漁業の免許を受けて

いる場合等。）は、次のいずれかの書類 

・許可証の写し 

・免許の指令書の写し 

・その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的

な書類の写し 

〇 特定技能所属機関が漁業協同組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいる場合

（例えば当該組合の共同漁業権の内容たる漁業を営んでいる場合等。）は、次のいず
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れかの書類 

・当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が

発行した書類の写し 

・その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の

写し 

〇 漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合は、次のいずれかの書類 

・漁船原簿謄本の写し 

・漁船登録票の写し 

【留意事項】 

○ 自己の雇用する外国人を、当該雇用関係の下に、かつ、他の法人・個人の指揮命令

を受けて、当該他人のために労働に従事させるには、派遣事業の許可が必要となり

ます。外国人を関連業務に従事させるに当たっては、職業安定法令を遵守してくだ

さい。なお、労働者派遣形態については第３も御参照ください。 

○ 労働者（外国人を含む。）を業務（関連業務を含む。）に従事させる場合、本人の意

思に反して労働を強制してはならないことはもとより、過重労働とならないよう、適

切な労働時間、休憩及び休日を確保するとともに、当該労働の対償として賃金を支払

うなど、労働基準法等を遵守してください。 
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第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他

の評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

漁業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に



運用要領別冊 

10 

 

合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、漁業分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

  ア 技能水準（試験区分） 

（ア）「１号漁業技能測定試験（漁業）」 

（イ）「１号漁業技能測定試験（養殖業）」 

  イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

  （ア）「２号漁業技能測定試験（漁業）」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」 

  （イ）「２号漁業技能測定試験（養殖業）」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」 

  イ 実務経験 

  （ア）漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）上の登録を受けた漁船において、操業を

指揮監督する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工

程を管理する者としての実務経験を要件とする。 

  （イ）漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）及び内水面漁業の振興に関する法律（平

成 26 年法律第 103 号）に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理

する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理

する者としての実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「２号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」（運用方針３

（２）アの試験区分） 

   ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

   （技能水準） 

    以下（ア）①及び（イ）の要件を満たす者については、運用方針５（１）イ

（ア）の業務区分において、熟練した技能を有する者と認める。また、以下

（ア）②及び（イ）の要件を満たす者については、運用方針５（１）イ（イ）の

業務区分において、熟練した技能を有する者と認める。 

   （ア）「２号漁業技能測定試験」 
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     ① 「２号漁業技能測定試験（漁業）」 

       当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であるこ

とを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁船法（昭和 25 年

法律第 178 号）上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を

補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する

者としての実務経験を２年以上有すること（注１）を要件とする。 

      （注１）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、漁業分野（漁業区

分）の１号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以

前の期間に関しては、操業を指揮監督する者を補佐する者又は作業員を

指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していた

かに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。 

     ② 「２号漁業技能測定試験（養殖業）」 

       当該試験は、上級の技能労働者が通常有すべき技能を有する者であるこ

とを認定するものである。また、試験合格に加えて、漁業法（昭和 24 年

法律第 267 号）及び内水面漁業の振興に関する法律（平成 26 年法律第

103 号）に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補

佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者

としての実務経験を２年以上有すること（注２）を要件とする。 

      （注２）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、漁業分野（養殖業区

分）の１号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以

前の期間に関しては、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導

しながら作業に従事し、作業工程を管理する者として就労していたかに

関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）漁業分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準及び日本語

能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習２号

移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、次のとおりと

する。 

ア 運用方針５（１）ア（ア）の業務区分 

漁船漁業に関連する第２号技能実習（漁船漁業職種９作業：かつお一本釣り

漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置

網漁業、かに･えびかご漁業、棒受網漁業）を良好に修了した者については、当

該技能実習で修得した技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択し

て、水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するために用いられるという点で、

１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が
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○ １号特定技能外国人として漁業分野の業務に従事する場合には、本要領別

表に記載された１号漁業技能測定試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記載された２号漁業技能測

定試験及び日本語能力試験の合格に加えて、以下の実務経験が必要です。 

・業務区分：漁業 

漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する

者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての

２年以上の実務経験 

この場合の実務とは、船長・漁労長など操業を指揮監督する者を補佐しな

がら自らも作業に従事すること、又は操業を指揮監督する者の下で自らも漁

労作業を行いつつ、他の作業員に対し、作業内容に合わせた漁具や作業員の

配置等の指揮、船長・漁労長に対して作業の進捗状態等の報告を行うなど、

認められることから、修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに

係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即

戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第１

の１（１）ア（ア）の試験を免除する。 

イ 運用方針５（１）ア（イ）の業務区分 

養殖業に関連する第２号技能実習（養殖業職種１作業：ほたてがい・まがき

養殖作業）を良好に修了した者については、技能実習で修得した技能が、適切

な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収獲（穫）するために用いられ

るという点で、１号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる

部分に関連性が認められることから、修得した技能が養殖業職種に属する作業

のいずれに係るものであっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技

能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価

し、上記第１の１（１）ア（イ）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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現場のリーダー・主任としての管理を行うことをいいます。 

・業務区分：養殖業 

漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現 

場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業

に従事し、作業工程を管理する者としての２年以上の実務経験 

この場合の実務とは、経営者の下で養殖場長等を補佐しながら自らも作業

に従事すること、又は経営者の下で養殖場長等として、養殖水産動植物の管

理作業を自らも行いつつ、養殖いけす等の管理者等として他の作業員の指導

業務を行うことをいいます。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・技能水準を証するものとして次のいずれか 

１号漁業技能測定試験（漁業）の合格証明書の写し 

１号漁業技能測定試験（養殖業）の合格証明書の写し 

 ・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験（Ｎ

４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合は次のいずれか 

漁船漁業技能評価試験（専門級）の合格証明書の写し 

養殖業技能評価試験（専門級）の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

の技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 技能水準を証するものとして次のいずれか 

・２号漁業技能測定試験（漁業）の合格証明書の写し 

・２号漁業技能測定試験（養殖業）の合格証明書の写し 

○ 日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格証明書の写し 

【留意事項】 
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＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習を良好に修了したことを証するものとして、【確認対象の書類】に掲げ

た技能実習２号修了時の技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の提

出が必要です。 

○ 技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格していない場合（外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）施

行前の旧制度（いわゆる外国人研修・技能実習制度を含む。）の技能実習を修了した

場合を含む。）に、技能試験等を免除するには、実習実施者が作成した技能等の修得

等の状況を評価した文書を提出し、第２号技能実習を良好に修了したことを証する

ことが必要です。 

○ 制度上、まき網漁業等、漁船漁業職種における本要領別表に定めるいずれかの作

業の技能実習２号を良好に修了した外国人は漁業全般、ほたてがい・まがき養殖作

業の技能実習２号を良好に修了した外国人は養殖業全般の業務に従事することがで

きます。 

○ 例えば、まき網漁業の技能実習２号を良好に修了した外国人が、在留資格「特定

技能」により、本邦において漁業に従事しながら、漁業技能測定試験（養殖業）に合

格した場合には、所定の入管手続を行ったうえ、養殖業全般の業務に従事すること

もできます。 

＜特定技能２号＞ 

○ ２号漁業技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。詳細は、

試験実施機関へご確認ください。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

法第２条の５（特定技能雇用契約等） 

別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうと

する外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約（以下この条及び第４章

第１節第２款において「特定技能雇用契約」という。）は、次に掲げる事項が適切に定

められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

１～２（略） 

３ 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保され

るものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

一 前２項の規定に適合する特定技能雇用契約（第１９条の１９第２号において

「適合特定技能雇用契約」という。）の適正な履行 

二 第６項及び第７項の規定に適合する第６項に規定する１号特定技能外国人支援

計画（第５項及び第４章第１節第２款において「適合１号特定技能外国人支援計

画」という。）の適正な実施 

４～９（略） 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～八（略） 

九 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関にあっては、次の

いずれにも該当すること。 

イ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、次のいずれ

かに該当し、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属する特定産業分野

を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当であると認められる者であるこ

と。 

(1)当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者である

こと。 

(2)地方公共団体又は(1)に掲げる者が資本金の過半数を出資していること。 

(3)地方公共団体の職員又は(1)に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員

であることその他地方公共団体又は(1)に掲げる者が業務執行に実質的に関与し

ていると認められる者であること。 

(4)（略） 

ロ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする本邦の公私の機関が、第１号か

ら第４号までのいずれにも該当する者に当該外国人に係る労働者派遣等をする
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こととしていること。 

十～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示 

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定技

能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議

会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、

必要な協力を行うこと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者

派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外

国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、第３号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業分野の実務に従事させたとき

は、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約

に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合にお

ける当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（２）特定技能所属機関等に対して特に課す条件 

ア 労働者派遣形態（船員派遣形態を含む。以下同じ。）の場合、特定技能所属機関

となる労働者派遣事業者（船員派遣事業者を含む。以下同じ。）は、地方公共団体

又は漁業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会その他漁業に関連

する業務を行っている者が関与するものに限る。 

（３）特定技能外国人の雇用形態 

ア 雇用形態 

漁業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業

者（上記（２）アに定める者に限る。）を特定技能所属機関として外国人を漁業分



運用要領別冊 

17 

 

野の事業者に派遣する労働者派遣形態とする。 

イ 労働者派遣形態により受け入れる必要性 

漁業分野においては、同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙

期・閑散期の時期が異なるとともに、漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域

や離島地域等に存在していること等の特性があり、地域内における業務の繁閑を

踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズに対応す

るため、漁業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により

特定技能外国人を受け入れることが不可欠である。 

 

【派遣事業者の要件】 

○ 漁業分野において派遣形態により特定技能外国人を受け入れることができ

る派遣事業者は、特定技能基準省令第２条第１項第９号に定めるとおり、以

下の①～③のいずれかに該当し、かつ、法務大臣が農林水産大臣と協議の上

で適当であると認められる者になります。 

① 漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること 

② 地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること 

③ 地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が

役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的

に関与していると認められる者であること 

○ ①に関しては、漁業経営体や養殖経営体のように漁業分野に係る業務（漁

業又は養殖業）を直接行っている者のほか、「漁業に関連する業務を行って

いる者」に当たり得るものとして、漁業協同組合、漁業協同組合連合会等が

想定されます。 

○ ②に関しては、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、資本金の

過半数を出資する方法が想定されます。 

○ ③に関しては、「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合と

しては、例えば、地方公共団体、漁業生産組合又は上記①の者が、役員・職

員を出向させ、当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又

は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が漁業分野に関する業務の

運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が

想定されます。 

○ また、労働者派遣事業における派遣先の対象地域については、派遣元責任

者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされているこ

とが必要であるところ、労働者派遣形態による特定技能外国人の受入れにつ

いては、派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適

切に行うことができる範囲となっていることが必要です。 
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【漁業分野の固有の基準（告示）】 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、漁業分野に特有

の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第１３号に基づき告示をもっ

て定めたものです。 

○ 農林水産省が、漁業分野の特定技能所属機関、漁業団体、制度関係機関そ

の他の関係者により構成される漁業分野における特定技能外国人の受入れに

関する協議会（以下「協議会」という。）を組織します。協議会では、その構

成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び特

定技能外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図

るとともに、構成員の協力を得て、様々な取組を行い、漁業分野における特

定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。 

○ 特定技能所属機関は、漁業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、

当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会の構成員になる必要が

あります。（告示第１号関係） 

  特定技能所属機関を直接又は間接に会員（組合員）とする団体（漁業団体

等）も、当該機関を代表して、協議会に参画することが必要です。 

○ 協議会では、特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を

図るため、漁業分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の設定について協議を

行います。特定技能所属機関は、当該協議が調った事項に関する措置を適切

に講じることが必要となります。（告示第２号関係） 

○ 協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は、外国人の受入れ状況の把握や

不正行為に対する横断的な再発防止等、漁業分野における特定技能の在留資

格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能所属機関に対し、報告の徴

収、資料の要求、調査等の指導を行うことがあります。特定技能所属機関は、

協議会におけるこうした取組に対し、誠実に協力することが不可欠です。（告

示第３号関係） 

○ 特定技能雇用契約を締結する外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあ

っては、派遣先を、上記同様、協議会及びその構成員に対し必要な協力を誠

実に行う者とすることが不可欠です。（告示第４号関係） 

○ 特定技能所属機関が、１号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関

に委託する場合には、当該登録支援機関が、制度上、協議会の構成員になる

ことを必ず求めるものではありませんが、上記同様、協議会及びその構成員

に対し必要な協力を誠実に行う登録支援機関に対し委託することが不可欠で

す。（告示第５号関係） 

外国人との円滑な共生を図る観点から、地域の漁業活動やコミュニティ活
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動の核となる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が、登録支援機関となる

よう努めてください。 

 ○ 特定技能所属機関は、特定技能外国人から漁業分野に係る実務経験を証明

する書面の交付を求められた場合、当該機関における実務経験を証明する書

面を交付することが必要です。（告示第６号関係） 

○ なお、協議会に関する事項は、水産庁のホームページを御覧ください。 

 

【確認対象の書類】 

○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１２

－１号）（特定技能所属機関） 

○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることを

確認できる書類（特定技能所属機関） 

○ 漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第１２

－２号）（登録支援機関） 

＜派遣事業者の要件①に該当する場合＞ 

○ 定款、登記事項証明書、有価証券報告書等、漁業又は漁業に関連する業務を行っ

ていることが確認できる書類 

＜派遣事業者の要件②に該当する場合＞ 

○ 有価証券報告書、株主名簿の写し等資本金の出資者を明らかにする書類 

＜派遣事業者の要件③に該当する場合＞ 

○ 役員名簿等、地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職

員が役員であることが確認できる書類又は業務方法書、組織体制図等、地方公共団

体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していることが確認できる書類 

【留意事項】 

○ 令和６年６月１５日以降、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、

初めて特定技能外国人を受け入れる場合であっても、協議会の構成員であることを

確認できる書類の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、上記の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１２－１号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び上記

の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際

には、漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員である
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ことを確認できる書類の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には

当該申請は不許可となることに留意してください。 

○ このほか、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない、または協

議会に対して必要な協力を行わないなど、協議会の構成員として不適格であると認

められ、構成員資格を停止又は取り消された場合、告示の基準を満たさず、特定技能

外国人の受入れができなくなることがあります。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

法第２条の５（特定技能雇用契約等） 

別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうと

する外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約（以下この条及び第４章

第１節第２款において「特定技能雇用契約」という。）は、次に掲げる事項が適切に定

められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

１～２（略） 

３ 特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保さ

れるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。 

一 前２項の規定に適合する特定技能雇用契約（第１９条の１９第２号において

「適合特定技能雇用契約」という。）の適正な履行 

二 第６項及び第７項の規定に適合する第６項に規定する１号特定技能外国人支援

計画（第５項及び第４章第１節第２款において「適合１号特定技能外国人支援計

画」という。）の適正な実施 

４～９（略） 

特定技能基準省令第２条（特定技能雇用契約の相手方の基準） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六 （略） 

七  前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣

と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合す

ること。 

告示 

漁業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定め

る省令第２条第１項第１３号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定技

能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとする。 

一 農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議

会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 

三 協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、

必要な協力を行うこと。 

四 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特

定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする外国人を労働者
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派遣等の対象とする場合にあっては、前号に規定する必要な協力を行う者に当該外

国人に係る労働者派遣等をすることとしていること。 

五 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、第３号に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を漁業分野の実務に従事させたとき

は、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約

に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合にお

ける当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

漁業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号に基づ

き告示をもって定めたものです。 

 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

２号漁業技能測定試験（漁業）

日本語能力試験（Ｎ３以上）

２号漁業技能測定試験（養殖業）

日本語能力試験（Ｎ３以上）

【特定技能２号】
養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養
殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植
物の収穫（穫）・処理、安全衛生の確保
等）、養殖を管理する者の補佐、作業員の
指導及び作業工程の管理

【特定技能１号】
養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養
殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植
物の収穫（穫）・処理、安全衛生の確保等）

１号漁業技能測定試験（養殖業）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、１号漁業技能測定試験（養殖業）に
合格したものとみなす。

漁業技能測定試験（養殖業）

養殖業
ほたてがい・まがき

養殖

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

【特定技能２号】
漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探
索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物
の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の
確保等）、操業を指揮監督する者の補佐、
作業員の指導及び作業工程の管理

別表（漁業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

かつお一本釣り漁
業、延縄漁業、いか
釣り漁業、まき網漁
業、ひき網漁業、さし
網漁業、定置網漁
業、かに・えびかご漁
業、棒受網漁業

【特定技能１号】
漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探
索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物
の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の
確保等）

１号漁業技能測定試験（漁業）

【経過措置】
「特定技能の在留資格に係る制度の運
用に関する方針の一部変更について」
（令和５年６月９日閣議決定）による変
更前の運用方針３（１）に掲げる試験の
うち、下記に掲げる試験に合格した者
は、１号漁業技能測定試験（漁業）に合
格したものとみなす。

漁業技能測定試験（漁業）

漁船漁業

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

1



（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も
免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、実務経験要件（漁業については、漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐
する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての２年以上の実務経験、養殖業においては、漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われ
る養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者又は作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての２年以上の実務経験）が課せられています。

2



分野参考様式第１２－１号 

 

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

漁業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の

表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する

外国人をいう。以下同じ。）に従事させる業務が、漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁

具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）又は養殖業（養

殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲（穫）・処理、安全

衛生の確保等）であること。 

２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の

表の特定技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する

外国人をいう。）に従事させる業務が、漁業（漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機

械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等）、操業を指揮監督する者の

補佐、作業員の指導及び作業工程の管理又は養殖業（養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植

物の育成管理、養殖水産動植物の収獲（穫）・処理、安全衛生の確保等）、養殖を管理する者の補佐、

作業員の指導及び作業工程の管理であること。 

３．農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員である

こと。 

４．協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。 

５．協議会及びその構成員が行う報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を

行うこと。 

６．特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の

特定技能の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を労働者派遣等の対象とする場合

にあっては、前記５に規定する必要な協力を行う者に労働者派遣等をすること。 

７．登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前記５に

規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託していること。 

８．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面（電磁的記録を含む。）を交付し、又

は提供すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を



所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者                  

 



分野参考様式第１２－２号（登録支援機関） 

 

漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

    氏名又は名称 

    住    所 

    特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

漁業分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国人支援

計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

農林水産省が設置する漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会及びその構成員が行う

報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨当該分野を所管する関係行政機関の長

及び特定技能所属機関に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日        年  月  日 

 

作成責任者                 
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-飲食料品製造業分野の基準について- 

平成 31 年３月 

法務省・農林水産省編 

 

（制定履歴） 

平成 31 年３月 20 日公表 

令和元年 11 月 29 日一部改正 

令和 2 年 2 月 28 日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

令和６年４月１日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下

「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度

の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基

本方針」（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定）にのっとり、分野を所管する行政

機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用

に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関す

る方針を定めなければならないとされ、飲食料品製造業分野についても「飲

食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方

針」（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及

び「「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する方針」に係る運用要領」（平成 30 年 12 月 25 日法務省・警察庁・外務

省・厚生労働省・農林水産省。以下「分野別運用要領」という。）が定められ

ました。 

○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成 31 年法務省令第５号。以下「特定

技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号

の基準を定める省令（平成２年法務省令第 16 号。以下「上陸基準省令」とい

う。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっていると

ころ、飲食料品製造業分野についても、出入国管理及び難民認定法第 7 条第

1 項第 2 号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び 1 号特定技能外国
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人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有

の事情に鑑みて定める基準（平成 31 年農林水産省告示第 526 号。以下「告

示」という。）において、飲食料品製造業固有の基準が定められています。 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、飲

食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図

ることを目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第 2条の 5 第 1 項

から第 4 項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて行う

特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する

人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号にお

いて同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定

産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能

を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第 2 条の 5 第 1 項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和 22 年法律第

49 号） その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとす

る。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第 1 の 2 の表の特定技能の項の下欄に規定する

産業上の分野等を定める省令（平成 31 年法務省令第６号）で定める分野に属する

同令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該

分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるもので

あること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生

の確保） 

  イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

    飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生の

確保）及び当該業務に関する管理業務 

分野別運用要領（抜粋） 
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第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

   飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下の

とおりとする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事するこ

ととなる関連業務（原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業等）

に付随的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務に

従い、上記第１の１（１）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行対象

職種・作業修了により確認された技能を要する業務（飲食料品（酒類を除く。）の

製造・加工及び安全衛生の確保） 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務に

従い、上記第１の１（２）の試験合格及び実務経験により確認された技能を要す

る業務 

 

【主たる業務】 

○ 飲食料品製造業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定

技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号

特定技能外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められると

ころ、本要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本

要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。 

（1 号特定技能外国人） 

○ 飲食料品製造業分野においては、飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を

除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）に従事する者を受け入れることと

していることから、1 号特定技能外国人は、試験等で立証されたこれらの能

力を用いて幅広い業務に従事する必要があります。 

○ 分野別運用要領第３の１（１）に記載している「飲食料品（酒類を除く。）

の製造・加工」とは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産

行為等をいいます。単なる選別、包装（梱包）のみの作業を行う行為は、製

造・加工には当たりません。また、「安全衛生の確保」とは、使用する機械に

係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保

に係る業務をいいます。 

（２号特定技能外国人） 

〇 1 号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、２

号特定技能外国人は、これらに関する業務として次のようなものが想定され
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ます。 

  衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、

原材料管理等（以下「飲食料品製造業全般に関する管理業務」という。） 

〇 ２号特定技能外国人は、熟練した技能を持って、上記飲食料品全般に関す

る作業を自らの判断で適切に行うことが必要です。そのためには試験で立証

された能力を生かし、またこれまで飲食料品製造業分野において複数の作業

員を指導しながら自らも作業に関わり、トータルで管理できる能力が必要と

なります。その結果、主に飲食料品製造業全般に関する管理業務を中心に行

い、従来の製造・加工及び安全衛生の確保に関する作業に従事することも差

し支えありません。 

○  なお、２号特定技能外国人は、事業所責任者（工場長等）が行う飲食料品

製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用していただくこ

とになりますので、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。 

 

【関連業務（共通）】 

○ 分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事

することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

（１）原料の調達・受入れ 

（２）製品の納品 

（３）清掃 

（４）事業所の管理の作業 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようと

する業務が飲食料品製造業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次

のとおりです。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)1869 

 

  



運用要領別冊 

6 

 

第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合すること

及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規定に

適合すること並びに申請人に係る 1 号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第７項の

規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律第 89 号）第２条

第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定す

る第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当

該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において

要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要し

ない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有し

ていることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力

を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合すること

及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除く。）

及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評

価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

飲食料品製造業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定め

る試験に合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）
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とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、飲食料品製造業分野に関する第２号技

能実習を修了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとし

て取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

「飲食料品製造業特定技能１号技能測定試験」 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

   技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    「飲食料品製造業特定技能２号技能測定試験」 

  イ 実務経験 

    飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程

を管理する者としての実務経験を要件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

（２）「飲食料品製造業特定技能２号技能測定試験」（運用方針３（２）アの試験区分） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

  （技能水準） 

    当該試験の合格水準は、熟練した技能を持って、飲食料品全般（飲食料品（酒類

を除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）に関する作業を自らの判断で適切に

行うことができる能力を有することである。また、試験の合格に加えて、工程を管

理する者として業務を遂行できる能力を確認するため、飲食料品製造業分野におい

て複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験

（以下「管理等実務経験」という。）を２年以上有することを要件とする（注）。 

   （中略） 

   （注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、飲食料品製造業分野の１号特定

技能外国人として本邦において就労している期間が２年６か月を超える者につい

ては、運用要領改正の翌日以降特定技能１号の在留期間上限の日までの日数から

６か月を減じた期間を目安とした管理等実務経験を積んでいること。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 



運用要領別冊 

8 

 

 

○ １号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、

要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、

本要領別表に記載された技能試験の合格等に加えて、飲食料品製造業分野に

おいて複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として

の実務経験を２年以上有することが必要です。 

「複数の従業員を指導しながら作業に従事し」とは、２名以上の技能実習

生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指し、指導・監督を受ける者

は日本人を含み、国籍は問いません。また、指導・監督を行う技能実習生、

アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物でなくてもよ

く、また職場の状況やシフトの都合等により一部の期間又は時間において、

２人以上の指導・監督を行わない期間又は時間があっても差し支えありませ

ん。この場合の「指導する」とは、作業員に対し直接又は間接的に作業工程

等について主導することを想定し、「工程を管理する者」とは、飲食料品製

造業分野の対象業種や工場等の規模にもよりますが、事業所責任者（工場長

等）が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助するものとし、例え

（１）飲食料品製造業分野において受け入れる１号特定技能外国人が、必要な技能水準・

日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う場合における業務内容と技能実習

２号移行対象職種において修得する技能との具体的な関連性については、別表のとお

りとする。 

この場合、当該職種に係る第２号技能実習を良好に修了した者については、当該

技能実習で修得した技能が、１号特定技能外国人が従事する業務において要する技

能と、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、業務で必要とされる

一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有す

るものと評価し、上記第１の１（１）の試験を免除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者については、

技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会話がで

き、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１の２

（１）及び（２）の試験を免除する。 
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ば、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。 

○  なお、実務経験を客観的に証明するものとして、１号特定技能外国人を「工

程を管理する者」として従事させる際は、客観的に証明する書類、例えば辞

令や職務命令書等をもって、上記に例示した役職を命じ、業務に従事させて

ください。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・「飲食料品製造業特定技能１号技能測定試験」の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格している場合に次のいずれか 

缶詰巻締技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

食鳥処理加工業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

水産加工食品製造業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

水産練り製品製造の技能検定（３級）の実技試験の合格証明書の写し 

牛豚食肉処理加工業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定（３級）の実技試験の合格証明書の

写し 

パン製造の技能検定（３級）の実技試験の合格証明書の写し 

惣菜製造業技能評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

農産物漬物製造業技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の写し 

・技能実習２号修了時の技能検定等に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

 ＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 「飲食料品製造業特定技能２号技能測定試験」の合格証明書の写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 
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○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、【確認対象の書類】に

掲げた技能実習２号修了時の技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の

実技試験の合格証明書の提出が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していない

場合（技能実習法施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験及び日本語

試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した

文書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 飲食料品製造業特定技能２号技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確

認します。 

実務経験を証明する書面等については、「飲食料品製造業特定技能技能測定試験実

施要領」を御確認いただくか、農林水産省へ御確認ください。 

○ 飲食料品製造業分野の管理者等実務経験の経過措置に係る必要実務経験期間につ

いては、以下の算出方法により計算してください。 

 例） 改正の日時点で飲食料品製造業分野の１号特定技能外国人としての在留期間

（再入国出国期間を含む。）が「３年 20 日」となり、運用要領改正の翌日から

特定技能１号の在留期間の上限の日までの残日数が、「１年 11 か月と 10 日（23

か月と 10 日）」の場合、実務経験は、そこから６か月を減じた「１年５か月と

10 日（17か月と 10日）以上」必要です。 

 

・計算式 

在留期間の上限の日までの残日数 － 除外する期間 ＝ 必要な実務経験期間 

１年 11か月と 10日             ６か月 ※２    1年 5か月と 10日 

（23か月と 10日） ※１                       （17か月と 10日） 

 

※１ 「在留期間上限期間５年（60か月）」から、これまでの特定技能１号の就労期間を差し引いてください。 

   （上記の例では、「５年（60か月）」から「就労期間３年と 20日（36か月と 20日）」を差し引いて算出し

ています。） 

※２ 除外する期間（人事発動のための準備期間）は一律で６か月です。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に

係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大

臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合

すること。 

２（略） 

告示第２条 

飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基

準等を定める省令第１条第１項第７号の告示で定める基準は、出入国管理及び難民認

定法（昭和26年政令第319号）第２条の５第１項に規定する特定技能雇用契約に基づい

て外国人が同法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活

動を行う事業所が、令和５年総務省告示第256号（統計法第28条の規定に基づき、統計

基準として日本標準産業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げる産業の

うち主として次のいずれかに掲げるものを行っていることとする。 

 一 中分類０９－食料品製造業 

 二 小分類１０１－清涼飲料製造業 

 三 小分類１０３－茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 

 四 小分類１０４－製氷業 

 五 細分類５８６１－菓子小売業（製造小売） 

 六 細分類５８６３－パン小売業（製造小売） 

 七 細分類５８９６－豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 

第３条 

飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基

準等を定める省令第２条第１項第13号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料

品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

という。）の構成員であること。 

二 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 
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三 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

四 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

五 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定

技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ（職務経験又は職業訓

練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職

務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。）を図るた

めの計画について書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当

該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供して説明をすること。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を飲食料品製造業分野の実務に従事

させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対

し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作

成する場合における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、飲食料品製造業

分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第 13 号に基づき

告示をもって定めたものです。 

○ 飲食料品製造業分野の特定技能外国人を雇用できる事業所は、主として次

のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。 

① 中分類０９－食料品製造業 

 ② 小分類１０１－清涼飲料製造業 

 ③ 小分類１０３－茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 

 ④ 小分類１０４－製氷業 

 ⑤ 細分類５８６１－菓子小売業（製造小売） 

 ⑥ 細分類５８６３－パン小売業（製造小売） 

 ⑦ 細分類５８９６－豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 

  なお、飲食料品製造業分野には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、

香料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業（上記の⑤、⑥及び⑦を除く）、

ペットフード等の飼料製造業などは含まれません。 

○ 事業所の定義は、総務省告示第 256 号（以下「日本標準産業分類」という。）

『３ 第１章 第２項「事業所の定義」』に従い、その経済活動に次の２つの

要件が備わっているものをいいます。 

(1) 単一の経営主体により、一区画を占めて行われていること。 

(2) その区画において、人及び設備を有して継続的に行われていること。 

区画を識別する際には、一以上の経営主体が一定の場所において経済活動

を行っている場合、その場所を一構内とした上で、一構内における経済活動
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が単一の経営主体によるものであればそれを一区画とし、複数の経営主体に

よるものであれば経営主体ごとにそれぞれを一区画とします。 

このように区画を識別し難い場合には、売上台帳や賃金台帳等の経済活動

に関する帳簿（以下「経営諸帳簿」という。）により区別できる範囲を一区画

とみなすことがあります。例えば、道路等により隔てられた二つ以上の近接

する場所において単一の経営主体により経済活動が行われている場合には、

それぞれを別の区画とすることが基本です。しかし、経営諸帳簿によりそれ

ぞれの場所を区別して扱うことができない場合には、経営諸帳簿により区別

できる範囲を一区画とみなすことがあります。 

〇 事業所の産業分類については、日本標準産業分類『３ 第１章 第６項「事

業所の分類に際しての産業の決定方法」』に従い決定します。 

産業の決定においては、一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動

が行われている場合は、その経済活動によって決定しますが、複数の分類項

目に該当する経済活動が行われている場合は、主要な経済活動によって決定

します。この場合の主要な経済活動とは、生産される製品の直近の売上高に

よって決定し、産業はこれらの中で最も大きな割合を占める活動によって決

定します。 

ただし、賃加工と自社品製造を行う場合など、売上高だけで判断すること

が適当ではないと考えられる場合においては、売上高を代理する指標として、

生産される製品の産出額、販売額又はそれらの活動に要した従業員数等を用

いることとします。 

〇 例えば、飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場（いわゆるプ

ロセスセンター）や外食業事業者の集中調理施設（いわゆるセントラルキッ

チン）等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料

品製造業分野の対象とします。 

他方で、小売業を営む事業所（例：スーパーマーケット）が、事業所内の

一区画（例：スーパーマーケットのバックヤードなど）で飲食料品の製造・

加工を行う場合は、主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため、

飲食料品製造業分野の対象となりません。 

○ 製造小売は、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費

者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから、上記⑤、

⑥及び⑦の飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は、飲食料品製造業

分野の対象とします。 

○ 飲食料品卸売事業者、飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一

の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には、製造・加工する製

品の売上げが当該事業所の売上げの過半を占める場合に限り、飲食料品の製
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造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。 

〇 製造請負の場合も、主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるも

のを行っている事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。 

ただし、製造・加工の付随業務（例：箱詰めや荷役業務など）のみを行っ

ている場合や人材派遣の場合は対象外です。 

○ 特定技能所属機関が、協議会に加入する際に、協議会が求める場合には、

分野別運用要領第３の３（３）に示した日本標準産業分類に該当する事業所

であることが分かる書類（例えば、登記事項証明書、定款の写し、決算書類

等の売上高が確認できる書類、保健所長の営業許可の写し等）を協議会に提

出しなければなりません。 

○ 特定技能所属機関が、飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる

場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、

加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければな

りません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に

委託する場合には、当該登録支援機関は、支援を委託される特定技能外国人

に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会

に対し、必要な協力を行うものでなければなりません。 

○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージをあらかじめ

設定し、雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的

記録を提供して説明しなければなりません。 

【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式 

・ 想定されるキャリアルート 

・ 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 

・ レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など 

○ 特定技能外国人から飲食料品製造業分野に係る実務経験を証明する書面の

交付を求められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面を交付

しなければならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特

定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 問合せ先は次のとおりです。 

特に、協議会において、飲食料品製造業分野の対象でないと判断された場

合には、特定技能外国人を雇用することはできませんので、飲食料品製造業

分野の受入れ対象事業所の可否について疑義がある場合は、当協議会の加入

申請をする前に問い合わせ願います。 
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農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03(6744)1869 

 

【確認対象の書類】 

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考

様式第 13－１号）（特定技能所属機関） 

○ 協議会の構成員であることの証明書（特定技能所属機関） 

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考

様式第 13－２号）（登録支援機関） 

○ 協議会の構成員であることの証明書（登録支援機関） 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、

又は初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であ

っても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月

以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。  

※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１３－１号）については、出入国在留管

理庁ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び協議

会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留

期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要で

す。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意し

てください。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支 

援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定

技能外国人の入国後４か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必

要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１３－２号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受

けて支援を行う場合の当該外国人に係る在留諸申請（初めて１号特定技能外国人
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支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから４か月以内の申請を除く。）及

び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人

に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提

出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となるこ

とに留意してください。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示第３条 

飲食料品製造業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基

準等を定める省令第２条第１項第13号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準

は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当するこ

ととする。 

一 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料

品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」

という。）の構成員であること。 

二 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

三 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

四 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

五 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定

技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ（職務経験又は職業訓

練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職

務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。）を図るた

めの計画について書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当

該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供して説明をすること。 

六 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を飲食料品製造業分野の実務に従事

させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対

し、当該契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作

成する場合における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第
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７号に基づき告示をもって定めたものです。 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様となっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

 

  



運用要領別冊 

19 

 

第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る 1号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示第１条 

飲食料品製造業分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を

定める省令の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項

の下欄第６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項

の下欄第７号に規定する告示で定める基準は、申請人（出入国管理及び難民認定法第

７条第１項第２号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。）が、

申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和 60 年法律第 88 号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とすることを内

容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、飲食料品製造業分野に

特有の事情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特
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定技能２号」に係る上陸基準として飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑み

て同在留資格に係る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたもの

です。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ

るものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣することも

派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考

様式第 13－１号） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

缶詰巻締 缶詰巻締

食鳥処理加工業 食鳥処理加工

節類製造

加熱乾製品製造

調味加工品製造

くん製品製造

塩蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

調理加工品製造

生食用加工品製造

水産練り製品製造 かまぼこ製品製造

牛豚食肉処理加工
業

牛豚部分肉製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

ハム・ソーセージ・
ベーコン製造

パン製造 パン製造

そう菜製造業 そう菜加工

農産物漬物製造業 農産物漬物製造

【特定技能２号】
飲食料品製造全般（飲食料品（酒類を除
く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）及
び当該業務に関する管理業務

飲食料品製造業特定技能２号
技能測定試験

【特定技能１号】
飲食料品製造全般（飲食料品（酒類を除
く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）

飲食料品製造業特定技能１号
技能測定試験

加熱性水産加工
食品製造業

非加熱性水産加工
食品製造業

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

別表（飲食料品製造業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

1



（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も
免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験の合格に加えて、実務経験要件（飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての２年以
上の実務経験）が課せられています。

2



分野参考様式第１３－１号 

 

飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

飲食料品製造業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約しま

す。 

【誓約事項】 
１．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技

能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）に
従事させる業務が、飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）で
あること。 

２．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技
能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）に
従事させる業務が、飲食料品製造業全般（飲食料品（酒類を除く。）の製造・加工及び安全衛生の確保）及
び当該業務に関する管理業務であること。 

３．特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）別表第１の２の表の特定技能の
在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）が、出入国在留管理及び難民認定法（昭和２６年政
令第３１９号）第２条の５第１項に規定する特定技能雇用契約に基づいて同法別表第１の２の表の特定技
能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行う事業所が、令和５年総務省告示第２５６号（統計法第
２８条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件）に定める日本標準産業分類に掲げ
る産業のうち主として次のいずれかに掲げるものを行っていること。 

１ 中分類 09  食料品製造業 
２ 小分類 101  清涼飲料製造業 
３ 小分類 103  茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 
４ 小分類 104  製氷業 
５ 細分類 5861 菓子小売業（製造小売） 
６ 細分類 5863 パン小売業（製造小売） 
７ 細分類 5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 

４．特定技能雇用契約において特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするものではないこ
とを定めること。 

５．農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野における特定技
能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

６．協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

７．農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

８．登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)～(3)まで
のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 
(1) 協議会の構成員であること。 
(2) 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 
(3) 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 
 

９．特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に



書面を交付して説明すること。 

10．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を所管する関
係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

作成年月日       年  月  日 

 

作成責任者                  



分野参考様式第１３－２号 

 

飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

    氏名又は名称 

    住    所 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

飲食料品製造業分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能

外国人支援計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される飲食料品製造業分野にお

ける１号特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

２．協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

３．農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日     年  月  日 

 

作成責任者               
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特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 

-外食業分野の基準について- 

平成 31 年３月 

法務省・農林水産省編 

 

（制定履歴） 

平成 31 年３月 20 日公表 

令和元年１１月２９日一部改正 

令和２年２月２８日一部改正 

令和２年４月１日一部改正 

令和３年２月１９日一部改正 

令和３年７月１日一部改正 

令和４年８月３０日一部改正 

令和５年８月３１日一部改正 

令和６年２月１５日一部改正 

 

 ○ 法務大臣は、出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下

「法」という。）第２条の４第１項に基づき、特定技能の在留資格に係る制度

の適正な運用を図るため、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基

本方針」（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定）にのっとり、分野を所管する行政

機関の長等と共同して、分野ごとに特定技能の在留資格に係る制度上の運用

に関する重要事項等を定めた特定技能の在留資格に係る制度上の運用に関す

る方針を定めなければならないとされ、外食業分野についても「外食業分野

における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」（平成 30 年 12

月 25 日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）及び「「外食業分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」

（平成 30年 12 月 25日法務省・警察庁・外務省・厚生労働省・農林水産省。

以下「分野別運用要領」という。）が定められました。 

 ○ また、法第２条の５の規定に基づく、特定技能雇用契約及び１号特定技能外

国人支援計画の基準等を定める省令（平成 31 年法務省令第５号。以下「特定

技能基準省令」という。）及び出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号

の基準を定める省令（平成２年法務省令第 16 号。以下「上陸基準省令」とい

う。）においては、各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の

上、当該分野の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっていると

ころ、外食業分野についても、出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２
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号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計

画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定

める基準（平成 31 年農林水産省告示第 527 号。以下「告示」という。）にお

いて、外食業分野固有の基準が定められています。 

 ○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項を定めることにより、外

食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ることを

目的としています。  
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第１ 特定技能外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

法別表第１の２「特定技能」の下欄に掲げる活動 

一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約（第２条の５第１

項から第４項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。）に基づいて

行う特定産業分野（人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不

足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。

同号において同じ。）であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特

定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した

技能を要する業務に従事する活動 

特定技能基準省令第１条第１項 

出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）第２条の５第１項の法務省令で定

める基準のうち雇用関係に関する事項に係るものは、労働基準法（昭和 22年法律第

49号）その他の労働に関する法令の規定に適合していることのほか、次のとおりとす

る。 

一 出入国管理及び難民認定法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産

業上の分野等を定める省令（平成 31年法務省令第６号）で定める分野に属する同

令で定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又は当該分

野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであ

ること。 

二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

   特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３（１）ア及び（２）アに定める

試験区分に対応し、それぞれ以下のとおりとする。 

  ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能外国人） 

外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理） 

  イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能外国人） 

    外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）及び店舗経営 

分野別運用要領（抜粋） 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 
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外食業分野において受け入れる特定技能外国人が従事する業務は、以下のとおり

とする。なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することと

なる関連業務（例：店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提

供する調理品等以外の物品の販売等）に付随的に従事することは差し支えない。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業務に

従い、上記第１の１（１）の試験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行対象

職種・作業修了により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理の業

務 

（２）２号特定技能外国人 

   運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５（１）イに定める業務に

従い、上記第１の１（２）の試験合格により確認された技能を要する飲食物調

理、接客、店舗管理、店舗経営の業務 

 

【主たる業務】 

○ 外食業分野において受け入れる特定技能外国人のうち、１号特定技能外国

人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特定技能

外国人は熟練した技能を要する業務に従事することが求められるところ、本

要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する本要領別表

に記載された業務（外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）、店舗経営）

に主として従事しなければなりません。 

（１号特定技能外国人） 

○ 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、次のようなものが想

定されます。 

（1）飲食物調理：客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの（例：

食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等） 

（2）接客：客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行う

もの（例：席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー

セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容

器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所

における提供先との連絡・調整 等） 

（3）店舗管理：店舗の運営に必要となる上記２業務以外のもの（例：店舗内の

衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指

導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、

会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設

備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、
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メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の

企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ

アルの作成・改訂 等） 

○ １号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般（飲

食物調理、接客、店舗管理）の業務に幅広く従事する必要があります。ただ

し、職場の状況に応じて、例えば、許可された在留期間全体の一部の期間に

おいて調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することも差し支

えありません。 

（２号特定技能外国人） 

〇 飲食物調理、接客、店舗管理は、例えば、それぞれ、上記（１）～（３）、

店舗経営は、例えば、次のようなものが想定されます。 

店舗経営：店舗をトータルで管理するために必要な上記（１）～（３）の

業務以外のもの（例：店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等） 

 〇  ２号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び

店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要

があります。 

   そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行

うことも、差し支えありません。 

 （共通） 

〇 特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー

ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。 

   なお、本要領別冊でいう客とは、飲食料品を消費（飲食、喫食）する特定の者を

いいます。（集団給食のように、注文や受取りについて、代理の者を介する場合も含

みます。） 

一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不

特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B

（Business to Business）取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客

への提供には該当しません。 

(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる

飲食サービス業（例：食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等） 

(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した

飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業（例：持ち帰り専門店等） 

(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配

達飲食サービス業（例：仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所

等） 

(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業（例：
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ケータリングサービス店、給食事業所等） 

 なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たって

は、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるもの

である必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉

施設内の給食部門などで就労させることも可能です。 

 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業務に従事する日本人が通

常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

○ なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されま

す（注）。 

（注）専ら関連業務に従事することは認められません。 

（1）店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 

（2）客に提供する調理品等以外の物品の販売 

 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようと

する業務が外食業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおり

です。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03（6744）2053 

 

【確認対象の書類】 

○ 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第 14

－１号） 

○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて

いることを確認できる以下の資料 

・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し 

・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出（届出後に

変更届を提出している場合は変更届も含む。）の写し（例：学校、病院、その他の

施設の特定給食施設） 

 ※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合（営業許可書

の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が

運営している事業所に限る。）には、①名宛人が異なることに関する理由書、②
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特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理す

る者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等の提出

が必要 

※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要 

 

  



 

8 

 

第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項の規

定に適合すること並びに申請人に係る 1号特定技能外国人支援計画が同条第６項及び第

７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。 

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28年法律第 89号）第２

条第２項第２号に規定する第２号企業単独型技能実習又は同条第４項第２号に規定

する第２号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、

当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務におい

て要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要

しない。 

イ～ロ（略） 

ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有

していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能

力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。 

ホ～ヘ（略） 

二～六（略） 

上陸基準省令（特定技能２号） 

 申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合するこ

と及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を除

く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当している

こと。 

 一 申請人が次のいずれにも該当していること。 

  イ～ロ （略） 

  ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の

評価方法により証明されていること。 

  ニ （略） 

 二～七（略） 

分野別運用方針（抜粋） 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

外食業分野において特定技能の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験に
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合格した者（２号特定技能外国人については、実務経験の要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、外食業分野に関する第２号技能実習を修

了した者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱

う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

「外食業特定技能１号技能測定試験」 

  イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

  技能水準（試験区分及び実務経験） 

  ア 試験区分 

    「外食業特定技能２号技能測定試験」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」 

  イ 実務経験 

    食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特

定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助

する者（副店長、サブマネージャー等）としての実務経験（ただし、当該経験を

終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していない者に限る。）を要

件とする。 

分野別運用要領（抜粋） 

第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

（２）「外食業特定技能２号技能測定試験」及び「日本語能力試験（Ｎ３以上）」（運用

方針３（２）アの試験区分） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

   （技能水準） 

    外食業特定技能２号技能測定試験の合格及び食品衛生法（昭和 22年法律第

233号）の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技

能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する

者（副店長、サブマネージャー等）としての、２年間の実務経験（ただし、当該

経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限

る。以下「指導等実務経験」という。）を要件とする（注）。 

   （中略） 

   （注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、外食業分野の１号特定技能外

国人として本邦において就労している期間が２年６か月を超える者について
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○ １号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領

別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格が必要です。 

○ また、１号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ、本要領別表に記載

された職種・作業の技能実習２号を良好に修了した者については上記の試験

が免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習２号を良好に修了した

者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以

上）のいずれの試験も免除されます。 

○ ２号特定技能外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、本要領

別表に記載された技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、食品衛生法

の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外

国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する

者（副店長、サブマネージャー等）としての、２年間の実務経験（ただし、

当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないも

のに限る。）が必要です。 

「複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督」とは、２名

以上のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督することを指し、

指導・監督を受ける者の国籍、在留資格、職責等は問いません。また職場の

状況やシフトの都合等により、常時２名以上いる体制でなくとも差し支えあ

りません。 

は、運用要領改正の翌日以降特定技能１号の在留期間上限の日までの日数から

６か月を減じた期間を目安とした指導者等実務経験を積んでいること。 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項 

２．技能実習２号を良好に修了した者の技能及び日本語能力の評価 

（１）「医療・福祉施設給食製造職種：医療・福祉施設給食製造」の第２号技能実習を

良好に修了した者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮し

た飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、１号特定技能

外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることか

ら、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足り

る相当程度の知識又は経験を有するものと評価し、上記第１の１（１）の試験を免

除する。 

（２）職種・作業の種類にかかわらず、第２号技能実習を良好に修了した者について

は、技能実習生として良好に３年程度日本で生活したことにより、ある程度日常会

話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価し、上記第１

の２（１）及び（２）の試験を免除する。 
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この場合の「店舗管理を補助する者」とは、店長や事業所責任者が行う店

舗管理（衛生管理全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事

務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等）の業務を補助する

ものとし、例えば、副店長、サブマネージャー、サブリーダー、サブチーフ、

班長、担当部門長、事業所副責任者等のような役職が想定されますが、店長、

事業所責任者などとして、店舗管理に従事することも含みます。 

〇 ２年間の実務経験については、当該経験を終えてから、基本的に５年を想

定していますが、10 年を超えないものに限ります。 

 

【確認対象の書類】 

＜特定技能１号の場合＞ 

○ 試験合格者の場合 

・外食業特定技能１号技能測定試験の合格証明書の写し 

・日本語能力を証するものとして次のいずれか 

国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し 

日本語能力試験（Ｎ４以上）の合格証明書の写し 

＊ただし、修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２

号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験

（Ｎ４以上）のいずれの試験も免除されます。 

○ 本要領別表に記載された職種・作業の技能実習２号修了者の場合 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格している場合 

医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の

写し 

・技能実習２号修了時の技能実習評価試験に合格していない場合 

技能実習生に関する評価調書（参考様式第１－２号） 

＊詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第４章第１節（３）

技能水準に関するもの」を御参照ください。 

＜特定技能２号の場合＞ 

○ 外食業特定技能２号技能測定試験の合格証明書の写し 

○ 日本語能力試験（Ｎ３以上）の合格証明書の写し 

【留意事項】 

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合に

は、技能実習２号を良好に修了したことを証するものとして、技能実習２号修了時

の医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験（専門級）の実技試験の合格証明書の

提出が必要です。 
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○ 医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験（専門級）の実技試験に合格していな

い場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した

技能等の修得等を評価した文書の提出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 外食業特定技能２号技能測定試験受験の際に、上記実務経験の有無を確認します。

実務経験を証明する書面等については「外食業特定技能技能測定試験実施要領」を

ご確認いただくか、農林水産省へご確認ください。 

○ 外食業分野の指導等実務経験の経過措置に係る必要実務経験期間については、以

下の算出方法により計算してください。 

例）改正の日時点で外食業分野の１号特定技能外国人としての在留期間（再入国期

間を含む）が「３年と２０日」となり、運用要領改正の翌日から特定技能１号の

在留期間の上限の日までの残日数が、「１年 11か月と 10日（23か月と 10日）」

の場合、実務経験は、そこから６か月を減じた「1 年 5 か月と 10 日（17 か月と

10日）以上」必要です。 

・計算式  

在留機関の上限の日までの残日数 － 除外する期間 ＝ 必要な実務経験期間 

１年 11か月と 10日         ６か月 ※２   1年 5か月と 10日 

（23か月と 10日）※１              （17か月と 10日） 

 

※１ 「在留期間上限期間５年（60 か月）」から、これまでの特定技能１号の就労期間を差し引い

てください。 

   （上記の例では、「5年（60 か月）」から「就労期間３年と 20 日（36 か月と 20日）」を差

し引いて算出しています。） 

※２ 除外する期間（人事発動のための準備期間）は一律で６か月です。 
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第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条 

法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な

履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～十二（略） 

十三 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係

るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

２（略） 

告示第２条 

外食業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令第２条第１項第13号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第

１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする

外国人をいう。以下同じ。）に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。）第２条第１項に規定する風

俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労

させないこととしていること。 

二 特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないこととし

ていること。 

三 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業

分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）

の構成員であること。 

四 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

五 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

六 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

七 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定

技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ（職務経験又は職業訓

練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職

務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。）を図るた
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めの計画について書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当

該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供して説明をすること。 

八 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたと

きは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該

契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場

合における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として、外食業分野に特

有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第１項第 13 号に基づき告示をも

って定めたものです。 

○ 特定技能外国人に、風営法第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５

項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させてはなりま

せん。また、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせてはなりません。 

○ 特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、

当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農

林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。 

○ また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しない

ことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。 

○ 特定技能所属機関が１号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に

委託する場合には、当該登録支援機関は、支援委託される特定技能外国人に

係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に

対し、必要な協力を行うものでなければなりません。 

○ 特定技能外国人に対して、キャリアアッププランのイメージを予め設定し、

雇用契約を締結する前に書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提

供して説明しなければなりません。 

【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式 

 ・想定されるキャリアルート 

 ・各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 

 ・レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など 

○ キャリアアップさせる際は、辞令や職務命令書等をもって、例示した役職

を命じ、業務に従事させてください。 

○ 特定技能外国人から外食業分野に係る実務経験を証明する書面の交付を求

められた場合は、当該機関における実務経験を証明する書面の交付をしなけ

ればならず、これを行わない場合は、基準に適合しないことから、特定技能

外国人の受入れができないこととなります。 

○ 問合せ先は次のとおりです。 
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特に、協議会において、外食業分野の対象でないと判断された場合には、

特定技能外国人を雇用することはできませんので、外食業分野の受入れ対象

事業所の可否について疑義がある場合は、当協議会の加入申請をする前に問

合せ願います。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL 03（6744）2053 

 

【確認対象の書類】 

○ 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第 14

－１号）（特定技能所属機関） 

○ 協議会の構成員であることの証明書（特定技能所属機関） 

○ 事業所において飲食サービス業を行うに当たって、法令に基づく許可等を受けて        

 いることを確認できる以下の資料 

 ・保健所長の営業許可を受けている場合は、許可書の写し 

 ・保健所長の営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出（届出後に   

  変更届を提出している場合は変更届も含む。）の写し（例：学校、病院、その他の 

  施設の特定給食施設） 

※ 保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合（営業許可書

の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関

が運営している事業所に限る。）には、①名宛人が異なることに関する理由書、

②特定技能外国人が業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管

理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等

の提出が必要 

  ※ 法令に基づく許可等を要しない施設の場合は資料の提出は不要 

○ 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第 14

－２号）（登録支援機関） 

○ 協議会の構成員であることの証明書（登録支援機関） 

【留意事項】 

○ 特定技能所属機関及び登録支援機関は、令和６年６月１５日以降、地方出入国在

留管理局に対する在留諸申請の際には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、又

は初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合であっ

ても、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。 

○ 令和６年６月１５日より前においては、 

・ 特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、地方出入

国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後４か月以
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内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１４－１号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 特定技能所属機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申

請（初めて特定技能外国人を受け入れてから４か月以内の申請を除く。）及び協議

会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期

間更新許可申請の際には、協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

なお、申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してく

ださい。 

・ 登録支援機関が、初めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支

援を行う場合には、地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に、当該特定

技能外国人の入国後４か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要

です。 

 ※ 誓約書（改正前の分野参考様式第１４－２号）については、出入国在留管理

庁ホームページに掲載しています。 

・ 登録支援機関が、２回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請（初

めて１号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから４か

月以内の申請を除く。）及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行

っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には、協議会の構成員

であることの証明書の提出が必要です。なお、申請の際に提出がない場合には当

該申請は不許可となることに留意してください。 
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第４ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準 

 

【関係規定】 

特定技能基準省令第２条（略） 

２ 法第２条の５第３項の法務省令で定める基準のうち適合１号特定技能外国人支援

計画の適正な実施の確保に係るものは、次のとおりとする。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示第２条 

外食業分野に係る特定技能雇用契約及び１号特定技能外国人支援計画の基準等を定

める省令第２条第１項第13号及び第２項第７号に規定する告示で定める基準は、特定

技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次のいずれにも該当することとす

る。 

一 特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第

１の２の表の特定技能の項の下欄第１号又は第２号に掲げる活動を行おうとする

外国人をいう。以下同じ。）に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。）第２条第１項に規定する風

俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労

させないこととしていること。 

二 特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないこととし

ていること。 

三 農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業

分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）

の構成員であること。 

四 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

五 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

六 登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあ

っては、前３号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

七 特定技能外国人と特定技能雇用契約を締結するときは、あらかじめ、当該特定

技能外国人に対し、当該特定技能外国人のキャリアアップ（職務経験又は職業訓

練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職

務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。）を図るた

めの計画について書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当



 

18 

 

該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供して説明をすること。 

八 特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を外食業分野の実務に従事させたと

きは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該

契約に係る実務経験を証明する書面（その作成に代えて電磁的記録を作成する場

合における当該電磁的記録を含む。）を交付し、又は提供すること。 

 

○ 適合１号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準として、

外食業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第２条第２項第７号に基

づき告示をもって定めたものです。 

○ 基準の内容については、「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に

係る基準」と同様のものとなっています。 

 

【確認対象の書類】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 

【留意事項】 

○ 「第３ 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準」と同様 
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第５ 上陸許可に係る基準 

 

【関係規定】 

上陸基準省令（特定技能１号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項及び第４項

の規定に適合すること並びに申請人に係る１号特定技能外国人支援計画が同条第６項

及び第７項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当しているこ

と。 

一～五（略） 

六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と

協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合する

こと。 

上陸基準省令（特定技能２号） 

申請人に係る特定技能雇用契約が法第２条の５第１項及び第２項の規定に適合する

こと及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第３項（第２号を

除く。）及び第４項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当してい

ること。 

一～六（略） 

七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係る

ものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協

議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合するこ

と。 

告示第１条 

外食業分野に係る出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省

令の表の法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第１号に掲げる活動の項の下欄第

６号及び法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄第２号に掲げる活動の項の下欄第

７号に規定する告示で定める基準は、申請人（出入国管理及び難民認定法第７条第１

項第２号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下同じ。）が、申請人を

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年

法律第 88号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定

技能雇用契約を締結していないこととする。 

 

○ 在留資格「特定技能１号」に係る上陸基準として、外食業分野に特有の事

情に鑑みて同在留資格に係る上陸基準省令第６号、及び在留資格「特定技能
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２号」に係る上陸基準として、外食業分野に特有の事情に鑑みて同在留資格

に係る上陸基準省令第７号に基づき、告示をもって定めたものです。 

○ 特定技能外国人を受け入れるに当たっては、当該外国人は労働者派遣によ

るものであってはならないとするもので、特定技能外国人を派遣することも

派遣された者を受け入れることもできません。 

○ 特定技能外国人を派遣し、又は、派遣された者を受け入れた場合には、入

国・在留諸申請において不正に許可を受けさせる目的での虚偽文書の行使等

に該当し、出入国に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行ったも

のとして、以後５年間は、特定技能外国人の受入れができないこととなりま

す。 

 

【確認対象の書類】 

○ 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書（分野参考様式第 14

－１号）（特定技能所属機関） 

 



共通（特定技能１号・２号） 特定技能２号

職種 作業

外食業特定技能２号技能測定試験

日本語能力試験（Ｎ３以上）

（注）修了した技能実習２号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習２号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（Ｎ４以上）のいずれの試験も
免除されます。
（注）特定技能２号については、技能試験及び日本語能力試験の合格に加えて、実務経験要件（食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能
外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者（副店長、サブマネージャー等）としての、２年間の実務経験（ただし、当該経験を終えてから、別途農林
水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。））が課せられています。

【特定技能１号】
外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管
理）

外食業特定技能１号技能測定試験
医療・福祉施設
給食製造

医療・福祉施設
給食製造

【特定技能２号】
外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管
理）及び店舗経営

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験（Ｎ４以上）

別表（外食業）

特定技能１号

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等 日本語能力水準及び評価方法等
試験免除等となる技能実習２号

技能水準及び評価方法等

1



分野参考様式第１４－１号（特定技能所属機関） 
 

外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 
 
出入国在留管理庁長官 殿 
 

特定技能所属機関 
氏名又は名称 
住    所 

特定技能外国人 
氏    名 
性    別 
国籍・地域 
生 年 月 日 

 
記 

外食業分野における上記の特定技能外国人を受け入れるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第１の２の表の特定技能
の在留資格をもって在留する外国人をいう。以下同じ。）を以下の飲食サービス業のいずれかを行う事業
所に就労させること。 

(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業（例：食
堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等） 

 (2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持
ち帰り飲食サービス業（例：持ち帰り専門店等） 

 (3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業（例：
仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等） 

 (4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業（例：ケータリングサービス
店、給食事業所等） 

２．特定技能外国人を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号。以
下「風営法」という。）第２条第 1 項に規定する風俗営業及び第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営
む営業所において就労させないこと。 

３．特定技能外国人に、風営法第２条第３項に規定する接待を行わせないこと。 

４．１号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第１の２の表の特定
技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第１号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）
に従事させる業務が、外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）であること。 

５．２号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）別表第１の２の表の特定
技能の在留資格（同表の特定技能の項の下欄第２号に係るものに限る。）をもって在留する外国人をいう。）
に従事させる業務が、外食業全般（飲食物調理、接客、店舗管理）及び店舗経営であること。 

６．特定技能雇用契約において特定技能外国人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律（昭和 60 年法律第 88 号）第２条第１号に規定する労働者派遣の対象とするものではな
いことを定めること。 

７．農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外
国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

８．協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

９．農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

10．登録支援機関に１号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、下記(1)～(3)
までのいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 

(1) 協議会の構成員であること。 

(2) 協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

(3) 農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

11．特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージを予め設定し、雇用契約を締結する前に書面を交
付して説明すること 

12．特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を



所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 
 

作成年月日          年  月  日 
 
作成責任者               



分野参考様式第１４－２号（登録支援機関） 

 

外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 

 

出入国在留管理庁長官 殿 

 

登録支援機関 

    氏名又は名称 

    住    所 

特定技能所属機関 

氏名又は名称 

住    所 

特定技能外国人 

氏    名 

性    別 

国籍・地域 

生 年 月 日 

 

記 

外食業分野における上記の特定技能所属機関が雇用する特定技能外国人に係る１号特定技能外国人支

援計画の実施の委託を受けるに当たり、以下の事項について誓約します。 

【誓約事項】 

１．農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定

技能外国人の受入れに関する協議会（以下「協議会」という。）の構成員であること。 

２．協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

３．農林水産省が行う調査、指導その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。 

（注）誓約事項を遵守することができなくなった場合は、その旨出入国在留管理庁長官及び当該分野を

所管する関係行政機関の長に対し、報告を行うこと。 

 

 

 

作成年月日         年  月  日 

 

作成責任者               


